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◆大分県のすがた

◆県名の由来
おおいたの名の由来は、８世紀前半に当時の政府が地方の状態を知るために編集した『豊後国風土記』にさかのぼ

ります。それによると、“おおいた”について景行天皇に由来を求めています。天皇がこの地を訪れた時、「広大な
る哉、この郡は。よろしく碩田（おおきた）国と名づくべし」と述べたとあり、これがのちに“大分”と書かれるよ
うになったといいます。しかし、実際の大分平野は広大とは言いがたく、地形はむしろ複雑であるため、“多き田”
が“大分”になったとの見解が、最近の定説とされています。 （大分の魅力徹底ガイド「GUIDE-O」より）

大分県の概要

〇人口
１，０８５，１９８人
〇世帯数４９８，３０９世帯
〇面積６，３４０．７１㎢
〇市町村数
１４市３町１村

（注） １．人口は令和６年版大分県の人口推計報告による。（令和６年１０月１日現在）
２．面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」による。（令和７年１月１日現在）

総人口と人口増減率

（注）１．大正９年～平成２７年は独立行政法人統計センター「政府統計の総合窓口」による
２．平成３０年以降は大分県の人口推計報告による

県花・県木「豊後梅」 県鳥「めじろ」 県徽章 県旗

１



土木建築部の組織

１．土木建築部の組織 （令和７年４月１日現在）
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名 称 所 管 区 域 面積（㎢）人口（人） 所 在 地

❶ 豊後高田土木事務所 豊後高田市（１市） ２０６．２４ ２１，３９９
〒８７９‐０６２１
豊後高田市是永町３９
TEL（０９７８）２２‐２２８５ FAX（０９７８）２２‐２９２０

❷ 国東土木事務所 国東市、姫島村
（１市１村） ３２５．０８ ２５，７４２

〒８７３‐０５０４
国東市国東町安国寺７８６‐１
TEL（０９７８）７２‐１３２１ FAX（０９７８）７２‐３１０７

❸ 別府土木事務所 別府市、杵築市、日出町
（２市１町） ４７８．６８ １６５，５００

〒８７４‐０８４０
別府市大字鶴見字下田井１４‐１
TEL（０９７７）６７‐０２１１ FAX（０９７７）６７‐６４８０

❹ 大分土木事務所 大分市、由布市（２市） ８２１．７１ ５０３，０９８
〒８７０‐０９０５
大分市向原西１‐４‐２
TEL（０９７）５５８‐２１４１ FAX（０９７）５５２‐５７０１

❺ 臼杵土木事務所 臼杵市、津久見市（２市） ３７０．６８ ４７，７９３
〒８７５‐００４１
臼杵市大字臼杵字洲崎７２‐２５４
TEL（０９７２）６３‐４１３６ FAX（０９７２）６３‐７８８５

❻ 佐伯土木事務所 佐伯市（１市） ９０３．１４ ６１，８０６
〒８７６‐０８１３
佐伯市長島町１‐２‐１
TEL（０９７２）２２‐３１７１ FAX（０９７２）２２‐９５４３

❼ 豊後大野土木事務所 豊後大野市（１市） ６０３．１４ ３１，０４６
〒８７９‐７１３１
豊後大野市三重町市場１１２３
TEL（０９７４）２２‐１０５６ FAX（０９７４）２２‐０９７８

❽ 竹田土木事務所 竹田市（１市） ４７７．５３ １８，４０９
〒８７８‐００１３
竹田市大字竹田字山手１５０１‐２
TEL（０９７４）６３‐２１０８ FAX（０９７４）６３‐３０３１

❾ 玖珠土木事務所 玖珠町、九重町（２町） ５５７．９７ ２０，９８４
〒８７９‐４４１３
玖珠郡玖珠町大字塚脇１３７‐１
TEL（０９７３）７２‐１１５２ FAX（０９７３）７２‐３０７４

10 日田土木事務所 日田市（１市） ６６６．０３ ５８，８８１
〒８７７‐０００４
日田市城町１‐１‐１０
TEL（０９７３）２３‐２１４１ FAX（０９７３）２３‐３１７４

11 中津土木事務所 中津市（１市） ４９１．４４ ８０，６４４
〒８７１‐００２４
中津市中央町１‐５‐１６
TEL（０９７９）２２‐２１１０ FAX（０９７９）２２‐２２４４

12 宇佐土木事務所 宇佐市（１市） ４３９．０５ ４９，８９６
〒８７９‐０４５４
宇佐市大字法鏡寺２３５‐１
TEL（０９７８）３２‐１３００ FAX（０９７８）３３‐４９５６

計 ６３４０．６９１，０８５，１９８

２．地方機関の概況

（１）管内概要

（注）１．人口は令和６年版大分県の人口推計報告による。（令和６年１０月１日現在）
２．面積は国土地理院「全国都道府県市町村別面積調」による。（令和７年１月１日現在）

（２）土木事務所の管轄地域と地方機関所在図
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と き め き

おおいた土木未来プラン2024

『選ばれるおおいた』『共生社会おおいた』を支える基盤

大分県土木建築部建設政策課 詳しくは、ホームページをご覧ください
〒８７０‐８５０１ 大分市大手町３丁目１番１号
TEL(097)506-4559 E-mail : a18700@pref.oita.lg.jp ➡

令和７年３月策定

計画の性格・役割

２０２４年（令和６年）９月に策定された大分県長期総合計画「安心・元気・未来創造ビジョン２０２４～新しいおおいた
の共創～」を補完するとともに、土木建築部が所管する各種計画を推進するにあたっての基本的な考えを示すもので
す。

計画の期間

２０２５年度（令和７年度）を初年度とし、２０３３年度（令和１５年度）までの９年間。

県土づくりの目指す方向

これからの新たな県土づくりでは、これまでの土木建築部長期計画の成果の「継承」と新たなるステージへと「発
展」させるため、大分県長期総合計画「安心・元気・未来創造ビジョン２０２４～新しいおおいたの共創～」をもとに、
社会情勢の変化や時代の潮流を踏まえた新たな課題に対応する具体的な施策を、安心・元気・未来創造の３つの分野

と き め き

に織り込み、「土木未来」のある県土づくりを進めます。

基本
目標

つ く 土 木 未 来

誰もが安心・元気に暮らし、希望あふれる未来を創造るときめく県土

施策を進めるに
あたっての視点
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分野１ （１）流域治水の推進
（２）土砂災害対策の推進
（３）地震・津波・高潮対策の推進
（４）交通安全対策の推進
（５）社会インフラの老朽化対策と適切な維持管理
（６）危機管理体制の充実

安心な暮らしを守る

強靱な県土づくり

分野２ （１）快適な都市空間の形成
（２）こどもまんなかまちづくりの推進
（３）快適な住まいづくりと地域共生社会の実現
（４）持続可能な環境づくりの推進
（５）「おんせん県おおいた」のツーリズム支援

元気で快適に暮らせる

地域づくり

分野３ （１）広域道路ネットワークの充実
（２）地域を支える道路ネットワークの充実
（３）選ばれる港に向けた機能強化
（４）インフラ分野のＤＸの推進
（５）建設産業を支える人づくりの推進

おおいたの未来を創造する

ネットワークづくり

お 問 い

合わせ先 おおいた土木未来プラン 検索

土木建築部の長期計画
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土木建築部の予算概要

令和７年度当初予算

（１）部局別一般会計予算額
（単位：千円）歳出予算の各部局分類

（２）土木建築部の一般会計予算額

（単位：千円）財源別分類表
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課別分類表 （単位：千円）

（３）土木建築部関係予算の事業別推移
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令和７年度のトピックス

河川課 玉来ダムの建設技術が国内外で高評価

玉来ダム建設地は、阿蘇山の火山活動による火砕流堆積物が複雑
に分布しており、地質上の技術的課題を有していましたが、日本最
大規模の「傾斜型造成アバットメント」による堤体安定性の確保や、
超高透水性地盤に遮水層を構築した「複列カーテングラウチング」
など、綿密な調査検討と多くの創意工夫によりダムを構築しまし
た。
このような建設技術が評価され、「土木学会 技術賞（2023年
度）」、「日建連表彰2024 第５回土木賞」を受賞しました。
また、第10回アジア土木技術国際会議 ACECC Civil Engi-
neering Project Awardにて最高賞にあたる「Outstanding Civil
Engineering Project Award」の受賞（日本で２例目、ダム事業
では日本初）が決定するなど、海外からも評価されています。
玉来ダムは、多くの火山性地盤における技術的課題を克服したこ
とで、全国のダム建設の可能性を広げました。 玉来ダム（竹田市）

港湾課 臼杵港（下り松地区）新フェリーターミナル供用開始

平成15年度から整備を進めてきた臼杵港
下り松地区において、令和６年度末に全体２
バース計画のうち１バース目が完成し、令和
７年５月に新フェリーターミナルの供用を開
始しました。
フェリー航行の輻輳が解消され安全性が向
上するとともに、耐震性の高い岸壁と緑地の
整備により、災害発生時の緊急輸送拠点とし
て、平常時は地域の憩いの場としての活用が
期待されています。
引き続き、２バース目の整備に取り組んで
います。

臼杵港（下り松地区）新フェリーターミナル

港湾課 大分港大在西地区のRORO船ターミナル供用開始

令和２年度から国と県で整備を進めてきた
大分港大在西地区において、令和６年度末に
全体２バース計画のうち１バース目が完成
し、令和７年５月に新RORO船ターミナル
の供用を開始しました。
船舶の大型化に対応した岸壁の整備によ
り、輸送効率が向上するとともに、約2.4倍
のふ頭用地の整備とデジタル技術を活用した
受付の無人化や駐車位置のシステム管理によ
り、荷役作業の効率化を図っています。
引き続き、係留時の安全性を確保するた
め、防波堤の整備に取り組んでいます。

大分港（大在西地区）RORO船ターミナル
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中九州横断道路は大分市と熊本市を結ぶ全長約120kmの高規格道路です。
現在、竹田阿蘇道路においては、竹田ＩＣ～竹田西ＩＣ（仮称）間で工事が行われており、早期完成に向けて事
業を進めています。また、「大分～犬飼間」においては、令和６年４月に「都市計画・環境アセスメントを進める
ための調査」へ移行され、環境影響評価の方法書の手続きが令和７
年３月に完了したところであり、１日でも早い事業化に向け関係機
関と連携して取り組みます。
今年度は熊本県と連携してシンポジウムなどを開催する予定であ
り、全線開通に向けた機運醸成にもより一層取り組むこととしてい
ます。
引き続き、中九州横断道路の全線開通に向けて、大分・熊本両県
と沿線自治体が連携し、国に強く要望していきます。

都市・まちづくり推進課 盛土規制法による規制区域の指定・運用開始

令和３年７月に静岡県熱海市で発生した盛土崩落に伴う土石流
被害を受け、「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され、「宅地
造成及び特定盛土等規制法（通称「盛土規制法」）」として、令
和５年５月に施行されました。
県では、令和６年度までに規制区域や事務手続き等の検討、関
係条例の改正等を行い、令和７年５月１日に県内全域（大分市を
除く）を規制区域に指定し、運用を開始しました。法に基づき、
新規盛土等の許可・検査、盛土等の監視・現地調査、不法・危険
盛土等の対応を行い、県民の生命及び財産の保護を図ります。

道路保全課 国道386号 三郎丸橋の復旧工事に本格着手始

令和６年７月の梅雨前線豪雨により、国道386
号の三郎丸橋において橋脚基礎部が洗掘され、橋
脚が沈下・傾斜し、全面通行止めが発生しまし
た。令和７年２月に歩行者等の利便性向上のた
め、仮設歩道橋を設置し、令和７年３月には旧橋
の撤去が完了しています。令和７年度には橋梁下
部工及び橋梁上部工の工事を発注し、早期復旧に
取り組みます。

橋梁名：三郎丸橋（国道386号）/日田市
事業名：道路災害関連事業
事業期間：令和６年度～令和８年度 国道386号三郎丸橋 仮設歩道橋

道路建設課 中九州横断道路の整備促進

令和６年度中九州横断道路ステップアップシンポジウムの様子

土木建築企画課 高校生等に向けた建設産業の魅力発信（Buildy出前講座の開催）

建設産業は担い手不足が深刻化しており、全産業に比べ女性の就業割合が
低く、業界における女性の活躍推進や定着促進は大変重要です。県では令和
２年度から、建設産業で働く女性向けのスキルアップセミナーや交流会の開
催などに取り組んでおり、女性ロールモデルは年々増えています。
令和７年度はこの女性たちが中心となり、進路選択の経験談や仕事内容な
ど、建設産業の魅力を伝える出前講座を県内20の高等学校等で開催します。
工業系学科だけでなく、商業科や普通科の学生も対象に出前講座を行うこと
で、多くの学生に建設産業の魅力ややりがいを伝え、将来の選択肢として前
向きに捉えてもらえるよう取り組んでいます。

令和６年度出前講座の様子
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土木建築企画課、公共工事入札管理室

１．業務の概要

２．施策の概要（事務の紹介）

土木建築企画課では、土木建築部全体の予算編成執行管理や総務系事務、組織全体に関することなど部全体を総括
するほか、建設業に関する許可や、浄化槽及び解体工事業者登録申請業務、建設業支援に関する事務などを行っている。
また、公共工事入札管理室では入札参加資格の審査のほか、県が発注する公共工事の入札及び契約について、透明

性の確保、公正な競争の促進、不正行為の排除、ダンピング防止のための措置等を講じることにより、公共工事に対
する県民の信頼の確保とこれを請け負う建設業の健全な発達を図っている。また、公共事業総合支援システムの抜本
的な見直しなど土木建築部の電子化推進にも取り組んでいる。

（１）土木建築部の予算執行及び人事に関する事務
土木建築部の予算決算事務は、土木建築企画課で統括して処理しているが、契約等の予算執行事務は各課で行っ
ている。令和７年度予算額は、１，００９億９２１万４千円で、一般会計予算額の約１４．３６％を占めている。土木建築部の
職員数は８０７名で、そのほか、業務援助職員として、建設技術センターに１名の配置を行っている。職種別内訳
は、業務援助職員を除き、事務職員２７２名、技術職員４９６名、技能労務職員３９名である。

（２）建設業に関する事務
ア）建設業者の許可

建設業法の規定に基づき、建設業を営もうとする者に対し、大分県知事の許可事務を行っている。許可業者
数は次のとおりである。

知事許可４，６２０者（Ｒ７．３．３１現在）
管内別許可業者数
豊後高田 ７７ 国東 ８５ 別府 ５５２ 大分 ２２７６
臼杵 ２２３ 佐伯 ２７４ 豊後大野 １４１ 竹田 ９３
玖珠 １０５ 日田 ２９２ 中津 ２９３ 宇佐 ２０９

イ）建設業者等の経営事項及び入札参加資格の審査
建設業法第２７条の２３により県内建設業者の経常事項に関する審査を行うとともに建設工事関係の競争入札参

加資格について、業種ごとに建設業者等の格付や認定に関する事務を行っている。
ウ）建設業者の指導・育成

各種説明会や研修会、営業所の立入調査等を通じて、建設業法等の遵守の指導を行っている。
エ）建設機械の打刻検認事務

建設機械抵当法に基づき、建設機械の打刻又は検認を行い、抵当権の目的とすることにより建設機械に関す
る動産信用の増進と建設工事の機械化の促進を図っている。
オ）建設工事統計事務

建設工事及び建設業の実態を把握するため、建設業者を対象に受注動態統計調査（毎月１回）及び施工統計
調査（年１回）を実施している。統計法による指定統計である。
カ）大分県建設工事紛争審査会

建設工事の請負契約に関する紛争について、あっせん、調停及び仲裁を行う機関として建設業法に基づき設
置されている。
この審査会は９名の委員で構成している。

土木建築部の業務・事業の概要
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（３）浄化槽工事業に関する事務
浄化槽工事業者の登録及び届出

浄化槽法の規定に基づき、浄化槽工事業を営もうとする者について、登録及び届出の受理事務を行っている。
現在の登録及び届出業者数は次のとおりである。
登録１２２者（Ｒ７．３．３１現在）
管内別登録業者数
豊後高田 ６ 国東 ３ 別府 ８ 大分 ３１ 臼杵 ４
佐伯 １６ 豊後大野 ７ 竹田 ２ 玖珠 １２ 日田 １０
中津 ９ 宇佐 １２ 県外 ２

届出４６９者（Ｒ７．３．３１現在）
管内別届出業者数
豊後高田 ９ 国東 １７ 別府 ４２ 大分 １０６ 臼杵 ２６
佐伯 ３８ 豊後大野 ２６ 竹田 ３１ 玖珠 １３ 日田 １７
中津 ３４ 宇佐 ３０ 県外 ８０

（４）解体工事業に関する事務
解体工事業者の登録
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）の規定に基づき、解体工事業を営もう
とする者（建設業法の土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る許可を受けた者を除く。）について、登
録の受理事務を行っている。現在の登録業者数は次のとおりである。
登録１６１者（Ｒ７．３．３１現在）
管内別登録業者数
豊後高田 ３ 国東 ４ 別府 １７ 大分 ６９ 臼杵 ８
佐伯 ６ 豊後大野 ５ 竹田 ３ 玖珠 ４ 日田 ７
中津 １０ 宇佐 １２ 県外 １３

（５）建設産業の人材確保・育成等支援に関する事務
建設産業は、近年の建設投資の減少や受注競争の激化等に伴い、建設業者の経営体力が低下し、技能者の処遇
悪化や若年者の就業の減少等厳しい状況に直面している。
このため、建設産業における若手人材の確保・育成支援をはじめ、女性活躍の推進や経営力強化を促す支援な
ど、建設産業の活性化を図る事業に取り組んでいる。
ア）建設産業人材確保・育成支援
・首都圏等で働く建設労働者のUIJターンを促進
・若年技術者の資格取得に要する経費を助成
・高校生向け合同企業説明会の開催
・高校生向け建設業体験学習事業（工事現場等の体験学習会）の実施
・メディア等を活用した若手求職者への建設産業の魅力発信
イ）建設産業就労環境改善・情報発信支援
・就労環境の改善と企業の情報発信の取組経費を助成
ウ）建設産業女性活躍推進
・女性活曜に関するセミナーの開催
・建設産業で働く女性ネットワークの構築
・建設ディレクター資格取得に要する受講経費の助成
エ）経営力強化支援等
・企業合併等に要する経費の助成
・県内建設業者の経営安定化に必要な資金の融資

土 木 建 築 企 画 課
公共工事入札管理室
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（６）入札・契約制度に関する事務
ア）入札・契約制度の改正

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号）及び公共工事の品質確保の
促進に関する法律（平成１７年法律第１８号）により、「透明性」「公正性」「競争性」を確保した一般競争入札
の適正な運用を行っている。価格に加えて価格以外の要素も総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札
方式の充実や公共工事の品質確保に支障（工事の手抜き、下請けへのしわ寄せ等）が生じるおそれのあるダン
ピング受注（低入札）の排除などに取り組んでいる。
（令和６年度実績）
一般競争入札 ４，０００万円以上 （４７８件）
うち総合評価落札方式 （５，０００万円以上）（３１８件）
低入札価格調査制度
対象 予定価格３億円以上または総合評価落札方式適用工事 ３１８件 うち、調査実施件数 ２件

イ）大分県入札監視委員会
入札・契約手続における適正な執行を図るために設置。県が発注する工事に対し、入札参加資格及び指名業
者の選定理由等について審議する。（委員は、法律の専門家等で５名以内をもって構成）
ウ）大分県総合評価落札方式審査委員会

中立かつ公正な審査・評価の確保を図るために設置。県が発注する総合評価落札方式における入札参加業者
の技術提案等に対し、発注者が行う評価の方法及び技術資料等の審査・評価に対して意見を述べる。（委員は、
学識経験者等で７名以内をもって構成）
エ）大分県共同利用型電子入札システム

大分県と県下全ての市町村とで共同利用するシステム。入札手続のみならず、入札情報サービスにて発注見
通し、指名及び入札結果、契約内容の公表も行い、入札・契約手続きの透明性確保に取り組んでいる。
オ）公共事業総合支援システム

工事等の箇所付けから精算までを、一元的に管理するシステム。事務の効率化、簡素化、迅速化に取り組ん
でいる。

土 木 建 築 企 画 課
公共工事入札管理室
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建設政策課、工事検査室

１．業務の概要

２．施策の概要

建設政策課は、県のプロジェクトを円滑に進めるために土木建築部内外のパイプ役としての総合企画及び調整をす
る重要な役割のほかに、公共施設を建設する土木技術向上のための指導を行うとともに、社会資本の効率的な整備、
環境との共生を図るための調整を行っている。
工事検査室では、土木建築部及び農林水産部等が発注した工事の適正な執行と公共施設の品質を確保するために工

事検査を担当し、設計通りに完成しているかを厳正にチェックしている。

（１）管理調整班
ア）地域強靱化計画の推進に関すること

大規模自然災害等に備えて、事前防災及び減災、その他迅速な復旧復興を目的とし、各部局等と連携して、強
靱な地域づくりを推進する。
イ）社会資本整備総合交付金等の取りまとめに関すること

社会資本整備総合交付金、地方創生推進交付金（道・汚水処理施設・港の整備事業）に関する取りまとめを行う。
と き め き

ウ）地域協働型土木行政推進事業（土木未来チャレンジ事業）に関すること
社会資本の整備や維持管理、防災等について、地域に直接関わっている土木事務所等の職員が、地域特性に応
じた地域住民等との協働事業を企画・実行し、地域住民等との継続的な協働体制を構築していく。

※令和６年度事業一覧は「資料編」８１ページに記載

（２）企画・アセットマネジメント推進班
ア）部の施策の総合企画と連絡調整

地域のニーズに根ざした効率的で透明性のある事業を推進するため、土木建築部の政策の企画・立案及び各課
の施策の総合調整を行うとともに、他部局や関係機関との調整を行う。
・政府予算等に関する提言の取りまとめと国に対しての提言活動

と き め き

・土木建築部長期計画（おおいた土木未来プラン）の進行管理
・各種団体からの要望への対応

と き め き

・土木建築部の行動指針（土木未来行動指針）に基づき、県民に信頼される土木建築行政を推進
と き め き

※土木未来行動指針については６ページに記載

イ）公共土木施設のアセットマネジメントの推進に関すること
施設の点検を着実に進めながら、適切なタイミングで補修・補強・更新を行う戦略的なマネジメントを推進する。

ウ）津波防災地域づくりに関すること
津波災害の防止・軽減のため、市町村や防災部局等と連携してハード・ソフト両面から津波防災地域づくりを
推進する。
エ）土木建築部の危機管理体制に関すること

災害発生時における土木建築部の応急対策を迅速かつ的確に実施するため、危機管理マニュアル等により、組
織、職員のリスクマネジメントを推進する。
オ）土木技術職員の研修に関すること
・若手土木技術職員の資質と技術力の向上を目的とした各地方機関で実施する職場研修
・土木職員の更なる技術力向上を目的とした大分県建設技術センターが実施する専門技術研修
・高度な技術力の養成を目的とした国土交通大学校や全国建設研修センター等への派遣研修
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カ）部のDXの推進に関すること
・大分県DX（デジタルトランスフォーメーション）推進戦略のうち、土木建築部に関するDX施策を推進する。

（３）建設技術情報班
ア）発注者の技術力確保に関すること
１）技術管理に関すること
・土木工事の調査・設計、施工関係の基準や要綱の改定
・新技術・新工法の活用促進
２）積算基準の改定に関すること
・土木工事標準歩掛及び災害復旧工事の査定に関する歩掛の改訂
・公共事業労務費調査、資材単価調査、施工形態動向調査

イ）事業の進行管理に関すること
・公共事業の執行計画と進行管理
ウ）働き方改革の推進、生産性向上の取組に関すること
・週休２日工事、工事書類の簡素化、ICT活用工事、CIM遠隔臨場、情報共有システム試行工事等
エ）公共事業業務システムの運用改善及び保守に関すること
・大分県共同利用型積算システムなどの総合的な運用・管理
オ）公共事業の価値向上（バリュー・エンジニアリング）に関すること
・VE研修、設計VEや契約後VEの取組み

（４）事業・環境評価対策班
ア）公共事業評価の推進
・公共事業の効率化、重点化、事業実施過程における透明性の向上を図るための公共事業評価に関する調整や指導
・大分県事業評価監視委員会（第三者機関）、庁内判定会議（部外機関）、検討部会（部内機関）の開催及び運営
イ）環境影響評価等に関する調整
・土木建築部が実施する公共事業の環境アセスメント等に関する生活環境部との調整
・土壌汚染対策法、自主的環境配慮指針の部内発注機関への周知及び指導
ウ）文化財調査に関する調整
・公共事業の円滑な執行と文化財の適切で調和のとれた保存のため、文化課及び埋蔵文化財センターとの調整
・文化財保護法の部内発注機関への周知及び指導
エ）建設リサイクルの推進
・建設リサイクル法に基づく工事届出、通知業務の総括
・分別解体、再資源化に対する指導
・建設発生土の情報交換
オ）共生のまち整備事業
・歩道段差解消や信号機の視覚障がい者用音響装置の設置等、県が設置管理する公共施設のバリアフリー化等を推進

※令和７年度事業計画は「資料編」８０ページに記載

カ）地域の安心基盤づくりサポート事業
・道路を除く県管理の公共施設において、小規模な損壊や施設機能の維持に支障等が発生した場合、住民からの
要請に応じて迅速に修繕・支障の除去等を行う。

※令和７年度事業計画は「資料編」８０ページに記載

建設政策課
工事検査室
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（５）工事検査室
（工事検査第一班・工事検査第二班）
土木建築部および農林水産部等が発注した工事の適正な執行と、公共施設の安全と品質を確保し、土木技術と建
築技術等の向上を図るための工事監督・検査に係る業務を行う。
ア）本庁発注工事及び地方機関発注工事のうち土木建築部は設計金額８，０００万円以上、農林水産部は設計金額５，０００
万円以上の完成検査、出来形確認、中間検査及び指定部分完成検査
イ）設計金額２，０００万円以上の本庁発注委託及び地方機関発注委託の完了検査及び部分完了検査
ウ）工事の品質管理試験を行う試験場の指定、生コンクリートの工場検査及びコンクリート二次製品の工場検査
エ）工事の監督基準、検査基準及び工事成績評定等の指導
オ）委託業務の監督基準、検査基準及び委託業務等成績評定の指導
カ）工事の管理、監督、検査に関する調査、研究及び技術職員等の指導並びに研修
キ）土木工事の共通仕様書、施工管理基準及び検査基準の改定
ク）土木建築部における建設工事・委託業務の優良業者の表彰（土木建築部長表彰）

建設政策課
工事検査室
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年度別工事検査件数

令和６年度土木建築部事務所別工事検査件数

30年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度
土木建築部 348 270 401 482 416 533 466
農林水産部 243 260 337 335 306 290 251
他部局等 19 15 9 2 7 5 5
合 計 610 545 747 819 729 828 722

建設政策課
工事検査室

建
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※他部局（芸術文化短期大学、公社）

令和６年度 委託検査件数 ２５件
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用地対策課

１．業務の概要
用地対策課では、土木建築部の事業に必要となる土地「事業用地」を取得するために、用地買収や物件補償に関す

る指導事務を行っている。
また、土地収用法に関する事務（収用委員会や、市町村等事業の事業認定）を行っている。

（１）用地補償
土地の提供や物件の移転等に伴って通常生じる損失は、原則として金銭をもって補償することになっている。こ
れを「用地補償」という。
用地補償は、一部の権利者に過分の利得をもたらすものであってはならない一方で、不当な受忍を強いるもので
もあってはならない。すなわち「正当な補償」であることが求められる。
このため、大分県では「大分県が施行する公共事業に伴う損失補償基準」を定め、この基準に基づいて適正で公
平な用地補償を行っている。
（主な業務）
・適正で公平な補償を行うため、損失補償基準の適正な運用と補償理論や補償事例の研究・調査に取り組み、各土
木事務所等を指導している。
・公共事業を円滑に遂行するため、計画的な用地の確保を目指し、各土木事務所等の用地取得を支援している。
・土地の所有者など関係する方々に、安心して土地を提供していただけるよう、信頼される用地職員の育成に取り
組んでいる。

（２）土地収用制度
補償金の額などにより権利者の同意が得られない場合や、土地の所有権や境界について争いがあるため、話し合
いでは事業用地を取得することができない場合がある。
このような場合には、事業施行者は土地収用法に定められた手続を経て、土地所有者や関係者に適正な補償をし
たうえで、土地の収用を行っている。
（主な業務）
・法律、経済及び行政の各分野から選ばれた７人の委員で構成された収用委員会が、土地収用の裁決申請に基づい
て、事業施行者と土地所有者等との間の損失の補償などの争いを中立の立場で公正に審理し、裁決を行っている。

用
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２．大分県の状況
ア）用地及び補償の実績（令和６年度）

※端数処理のため各欄の合計値と計欄とが一致しない場合がある。

イ）用地費及び補償費の推移

ウ）裁決申請等件数の推移

取得筆数（筆） 取得面積（㎡） 用地費（千円） 補償費（千円） 合 計（千円）

道路 ３０７ ５０，９０９ ２９９，２８４ ２，００３，２７０ ２，３０２，５５４

河川 １１６ １９，７０９ １１４，３９２ １，６５８，７９７ １，７７３，１８９

砂防 ３５９ ９２，９３４ ８６，９９８ １３０，１８０ ２１７，１７８

港湾 ４ １，００６ ５，７４９ ３，２４３ ８，９９２

街路 ７４ ４，２２３ １６９，３６５ １，２５５，９９７ １，４２５，３６２

その他 ３７８ ４８，４１８ ２，１２７ １４２，１２８ １４４，２５６

計 １，２３８ ２１７，１９９ ６７７，９１５ ５，１９３，６１５ ５，８７１，３３２

前年度からの
繰越件数

申請件数
処理状況

計
翌年度への
繰越件数裁決件数 和解件数 取下げ件数

平成２８年度 ３ １ ３ ０ ０ ３ １
平成２９年度 １ ０ １ ０ ０ １ ０
平成３０年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
令和元年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
令和２年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
令和３年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
令和４年度 ０ ３ １ ０ ２ ３ ０
令和５年度 ０ １ ０ ０ ０ ０ １
令和６年度 １ ２ １ ０ ０ １ ２

用地対策課
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道路建設課、道路保全課

１．業務の概要

２．大分県長期道路整備計画『おおいたの道構想2024』

「安心・元気・
未来創造ビジョン

2024」

「おおいた
と き め き

土木未来プラン
2024」

「おおいたの道構想
2024」 『豊ちゃく』毎年更新

大分県長期総合計画 大分県土木建築部長期計画 大分県長期道路整備計画

▲計画の位置づけ

３．道路施設のアセットマネジメント

道路建設課では、道路事業全般の調整や、県が管理する国道及び県道の（主に）改良に係る調査、計画及び工事の
施工に加え、高速道路事業や国直轄事業の促進及び連絡調整に関する業務などを行っている。
道路保全課では、県が管理する国道及び県道の管理業務や道路関係法令に基づく業務に加え、維持及び補修、交通

安全、無電柱化、防災、災害復旧などに係る調査、計画及び工事の施工、市町村事業に関する業務などを行っている。

近年、九州各地における半導体関連投資の活発化などによる企業立地や産業集積が進むなど、産業や物流を支える
広域道路ネットワークの整備の重要性がさらに高まっている。また、ＡＩやドローン、自動運転など様々な先端技術
の開発・普及が進んでおり、人々の生活や経済活動のあり方が大きく変化している。さらに、道路における賑わい空
間の創出や自転車活用の推進といった道路に求められるニーズの多様化、脱炭素化によるグリーン社会の実現に向け
た取組など、道路を取り巻く情勢が変化している。
このような状況の中、大分県長期総合計画「安心・元気・未来創造ビジョン２０２４」（令和６年９月）及び大分県土

と き め き

木建築部長期計画「おおいた土木未来プラン２０２４」（令和７年３月）の策定を踏まえ、新たな長期道路整備計画「お
おいたの道構想２０２４」を令和７年３月に策定した。

本計画を踏まえ、「安心・元気・未来創造」の３本の柱に対応した「生活の安全・安心を高める道路整備」、「元
気で快適に暮らせる地域づくりを支える道路整備」、「おおいたの未来創造に向けた道路整備」の各分野における道
路整備を推進する。

※詳細は「資料編」に記載（Ｐ８３～）
「豊ちゃく」は、道路事業の今後５年間での開通目標を示す取組で、毎年公表している。これは、「おおいたの道

構想２０２４」を具体にするための年度単位でのＰＤＣＡサイクルにあたるものである。
開通時期を明確にすることにより、予算の重点配分や目標達成に向けた事業の進捗管理、説明責任の向上に資する

ことを目的としている。
令和６年度の達成状況は、目標３２区間約８．２kmの開通目標に対して３８区間、約９．９kmを開通することができた。
令和７年度の開通目標は、３１区間、約６．１kmとしている。
＜主な開通区間＞
主要地方道豊後高田国東線（一畑２工区）約０．２８km、国道１９７号（鶴崎拡幅）約０．６４km
＜主な開通予定区間＞
一般県道栃野西大山線（中津江工区）約０．７５km、国道４４２号（宗方拡幅）約０．２kmなど

わが国では高度経済成長期に集中的に整備された橋梁やトンネル等の社会インフラの老朽化が進行している。そこ
で、公共サービスの最適化を達成するため、現在ある資産を適正に評価し、それを将来にわたって安全かつ快適に維
持するとともに、限られた財源等の資源を有効に活用しながら、適切な公共サービスを提供することを目的としてい
る。
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４．施策の概要・主な当年度事業

①インフラ点検の着実な推進
交付金の活用等により、橋梁、トンネル等のインフラ
点検を実施

②施設毎の長寿命化計画等の策定
点検結果を踏まえ、対策の内容や時期等を長寿命化計
画等として順次策定

③補修対策の実施
計画に基づき優先順位を定めて適切なタイミングで対
策を実施

④維持管理コストの低減に資する新技術の導入
道路照明のLED化の推進、日常パトロールにおいて、
スマートフォンの加速度センサーを用いた路面状況調
査を実施

（１）道路改良
ア）高規格道路

広域道路ネットワークの充実・強化を図る。
①東九州自動車道４車線化
・宇佐ＩＣ～院内ＩＣ
・大分宮河内ＩＣ～津久見ＩＣの一部
・津久見ＩＣ～佐伯ＩＣの一部
②中九州横断道路
【国事業】竹田阿蘇道路
③中津日田道路
【国事業】三光本耶馬渓道路
【県事業】耶馬溪山国道路・日田山国道路

イ）一般国道（直轄管理区間）
渋滞緩和や交通機能の確保等を進めるため道路改良事業の促進を図る。
・一般国道１０号（高江拡幅）
・一般国道２１０号（横瀬拡幅）
・一般国道２１０号（川下改良）

ウ）一般国道（県管理区間）・県道
地域間の交流を図るとともに都市部の渋滞緩和や交通機能の確保、地方部の生活道路の改善等を図るため道
路改良事業を推進する。
①一般国道（県管理区間）
・一般国道１９７号（鶴崎拡幅）・一般国道２１２号（日田拡幅）・一般国道２１７号（平岩松崎バイパス）ほか
令和７年度は、一般国道４４２号宗方拡幅（一部区間）など３区間約０．６kmの開通を予定している。

施設名 道路施設数 単位 総数

橋梁 橋梁 橋 ２，５３４
横断歩道橋 橋 ４３

トンネル トンネル本体 本 ２６１
舗装 舗装 ㎞ ３，１４１

道路のり面
工・土工構
造物等

擁壁（補強土壁、混合擁壁） 箇所 １，０８８
高盛土（２段以上） 箇所 ５９５
アンカー 箇所 １６４
モルタル・コンクリート吹付 箇所 ３，６７４
法枠 箇所 ７３２
落石防止柵、落石防止網 箇所 ２，０８６
函渠（ｗ＝５ｍ以上） 箇所 ６１
ロックシェッド（覆道） 箇所 ７

道路付属物
道路情報板 基 １６７
道路照明 箇所 ７，４４３
道路標識 基 ２，０９７

道路建設課
道路保全課

道路施設数 令和７年４月１日
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②県道
・主要地方道中津高田線（江須賀～金屋工区）・一般県道栃野西大山線（中津江工区）
・一般県道三重新殿線（牟礼前田工区）・主要地方道玖珠山国線（立羽田工区）ほか
令和７年度は、一般県道栃野西大山線（中津江工区）など８区間約１．７kmの開通を予定している。

（２）県単独事業
一般改良事業、地域振興道路改良事業、高規格関連事業などにより、生活に密着した道路の改良事業を推進する。
・主要地方道日之影宇目線（長渕２工区）・主要地方道大分臼杵線（末広工区）
・主要地方耶馬渓院内線（鴫良工区） ・一般県道弓立上戸次線（中野工区）ほか
令和７年度は、主要地方道緒方高千穂線（米山工区）などを９区間約１．２kmの開通を予定している。

（３）交通安全
交通安全施設（歩道、自転車歩行者道、防護柵、道路照明灯、道路標識等）の整備を推進し道路交通の安全の確
保と円滑化を図る。
平成２４年度に全国で多発した通学児童の交通事故を契機に、毎年、学校関係者や警察と連携し、通学路の合同点
検を実施している。合同点検で抽出した危険箇所の解消や法指定通学路の歩道整備を中心に交通安全事業を推進す
る。
・一般国道３２６号（小坂工区、自転車歩行者道）
・一般国道２１３号（狩宿工区、自転車歩行者道）
・主要地方道飯田高原中村線（田野工区、歩道）
・主要地方道中津高田線（浜高家工区、歩道）ほか
令和７年度は、一般国道２１３号（狩宿工区）、一般県道朝田日田線（銭花工区）など、６区間約０．７kmの開通を
予定している。

（４）道路の維持・監理
ア）維持・補修

道路の機能を常に良好な状態に保ち、安全かつ円滑な交通の確保と沿道の生活環境の保全を図るために、施
設の点検や道路パトロールを実施し、舗装補修、橋梁補修、トンネル補修、街路樹管理等により、施設の適切
な維持管理等を行う。
・橋梁補修 主要地方道天瀬阿蘇線（天筌橋）ほか
・舗装補修 主要地方道大在大分港線（大分市萩原）ほか

イ）改善
道路利用者の利便性及び安全性向上を図るため、「小規模改築」と「修繕」を組み合わせた事業を実施する。
・身近な道改善事業 主要地方道安心院湯布院線（宇佐市安心院町鳥越）ほか

ウ）防災対策
落石等の自然災害を未然に防止し、地域の安全な生活を支えるとともに大規模な地震が発生した場合にも、
橋梁の落橋・倒壊など重大な被害が生じないように橋梁の耐震化を行う。
・主要地方道別府一の宮線（別府市大字南立石）ほか
・主要地方道大在大分港線（家島橋（下り））ほか

エ）管理
道路法に基づく許可事務、境界確認、消耗品の交換等の事務を行っている。主な許可事務は以下のとおり。
・道路工事施行承認（法第２４条）～歩道の切り下げ、法面の埋土 等
・道路占用許可（法第３２条）～電柱、水道管、工事用の足場 等
・特殊車両通行許可（法第４７条の２）～一般的制限基準を超える車両の通行許可
また、災害が発生した場合に緊急車両等の通行を確保するため、平成２９年７月から道路法第３７条に基づき緊

急輸送道路上の電柱の新設を原則として禁止。

道路建設課
道路保全課
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（５）令和７年度事業計画

国庫補助事業 （単位：千円）

県単独事業 （単位：千円）

事 業 名 予 算 額 概 要

道 路 改 良 事 業 費 １５，０３２，３０９
高速道路を補完する循環型高速交通ネットワークを整備するととも
に、まちなかの渋滞対策、主要な道路や地域産業・観光交流を促進
する基幹道等の整備を実施する。

交 通 安 全 事 業 費 ２，３３５，３８２ 歩道や自転車歩行者道の設置、交差点の改良等の交通安全対策や緊
急輸送道路等の無電柱化工事を実施する。

道 路 防 災 事 業 費 １，５０６，４１２
防災拠点等を結ぶ啓開ルートや孤立集落対策区間における道路法面
の崩壊・落石対策を重点的に推進し、道路ネットワーク及び利用者
の安全を確保する。

道 路 施 設 補 修 事 業 費 ７，３９８，２０７
定期点検の結果、早期対策が必要とされた橋梁、トンネル等の補修
対策を行うとともに、緊急輸送道路上にある橋梁の耐震化を計画的
に実施する。

国 直 轄 道 路 事 業 負 担 金 ３，０２９，８１０

国 庫 補 助 事 業 計 ２９，３０２，１２０

事 業 名 予 算 額 概 要

交 通 安 全 事 業 費 ５０３，２００
交通安全施設の新設や更新等を行い、交通事故を未然に防止し、道
路利用者の安全確保とサービス向上、高齢者や子どもなどのいわゆ
る「交通弱者」の「安全で安心して暮らせる社会」の実現を図る。

道 路 防 災 事 業 費 ９２４，５００
防災拠点等を結ぶ啓開ルートや孤立集落対策区間における道路法面
の崩壊・落石対策を重点的に推進し、道路ネットワーク及び利用者
の安全を確保する。

身 近 な 道 改 善 事 業 費 ８００，０００
住民の生活に密着した道路の利便性・安全性を低コストかつ短期間
で向上させるため、路肩の拡幅や簡易歩道整備等の小規模な改良や
通学路安全対策を実施する。

側 溝 整 備 事 業 費 ９１，６１５ 道路側溝の未整備箇所、破損箇所について、順次整備を行い、交通
の安全性向上を図る。

道 路 施 設 補 修 事 業 費 ２，７５９，０２８
定期点検の結果、早期対策が必要とされた橋梁や舗装の補修対策を
行うとともに、緊急輸送道路上にある橋梁の耐震化を計画的に実施
する。

道 路 改 良 事 業 費 ４，０７５，０８０ 集落から病院へのアクセス、通学・買い物等の利便性の向上など生
活の安全・安心を高めるための道路を整備する。

橋 梁 整 備 事 業 費 １２２，９００ 交通需要の増大、車両の大型化等に伴って緊急に整備の必要がある
橋梁の新設または架替えを行う。

そ の 他 ３，５２５，７２８
道路管理費、市町村指導監督事務費、道路橋梁調査費、道路維持修
繕費、クリーンロード支援事業費、道路関係受託事業費、安全・安
心な道路環境創出事業費、高速自動車建設促進事業費

県 単 独 事 業 費 計 １２，８０２，０５１

合 計 （ 補 助 ＋ 県 単 ） ４２，１０４，１７１

道路建設課
道路保全課

道
路
建
設
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河 川 課

１．業務の概要

２．施策の方向

３．大分県の現状

河川課では、県民の生命や財産を洪水や高潮などの被害から守るため堤防や護岸等の整備や治水ダム等の建設を進
めるとともに、自然環境や生活環境に配慮した水辺づくりにも取り組んでいる。また、災害復旧、河川の堆積土の除
去や草刈り等の維持管理、河川や海岸に関する許認可の審査、広域利水の調整並びに水資源の開発及び国等の建設す
るダムの連絡調整、水資源地域の振興対策に関することなどを担当している。

河川課所管の業務は、大きく施設の建設と維持管理に大別される。
施設の建設は、次の方針により定めた計画（※）に基づき事業を推進する。

（１）安全で安心して暮らせる豊の国の川づくり
（２）清らかな水と健全な水循環を構築する川づくり
（３）自然と共生し、生き物にやさしい川づくり
（４）新たな文化の創造と地域づくりと一体となった川づくり
（５）海岸浸食、高潮等に対して安全で美しい海岸づくり
維持管理では、河川、治水ダム、海岸等の許認可事務等を行い公共財産の適正な維持管理を行う。
また、河川管理者が主体となって行う治水対策に加え、流域内のあらゆる関係者が協働して、流域全体で行う治水

対策「流域治水」を、総合的・多層的に推進する。
※川ビジョンおおいた２０２１、河川整備計画、海岸保全基本計画等

（１）河川
県内を流れる一級河川は、６水系３７４河川２，０７７km（うち国土交通大臣管理区間１９７km）、二級河川は、９３水
系２１１河川９８９kmで、合計９９水系５８５河川３，０６６kmである。
この一、二級河川の合計延長は九州で一番長く、全国１２番目の長さで、そのうち県管理延長は全国で１０番目に
あたる。
このほか市町村管理の河川として、一級水系３２８河川３９５km、二級水系２２０河川２２４km、単独水系５１河川４５km
の合計５９９河川６６４kmが準用河川に指定されている。

区 分 水 系 名 河川数（本） 河川延長（㎞）
管理区分（延長）（㎞）
国 県

一級河川

筑後川 ８０ ４４９．５ ６１．３ ３８８．２
五ヶ瀬川 ２５ １２５．０ － １２５．０
番匠川 ５２ ２６３．６ ３３．８ ２２９．８
大野川 １３５ ８１０．３ ３２．３ ７７８．０
大分川 ４９ ２５６．６ ３２．６ ２２４．０
山国川 ３３ １７１．８ ３６．５ １３５．３

計 ６ ３７４ ２，０７６．８ １９６．５ １，８８０．３
二級河川 ９３ ２１１ ９８８．７ － ９８８．７
計 ９９ ５８５ ３，０６５．５ １９６．５ ２，８６９．０

県下河川・数・延長・管理区分

令和６年４月３０日

河
川
課
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沿岸数 海岸総延長 海岸保全
区域延長

うち、水管理・国土保全局所管

海 岸 数 地区海岸数 海岸総延長 海岸保全
区域全長 既施設延長

２ ７６９㎞ ３４７．５㎞ ２６ ４２ ２６３㎞ ５５．１㎞ ４５．１㎞

４．施策の概要

（２）ダム
県内のダム（補助）は、多目的ダムとして芹川、北川、野津の３ダム、治水ダムとして安岐、黒沢、青江、床
木、行入、稲葉、玉来の７ダムの計１０ダムを管理している。

（３）海 岸
県内の海岸は、豊前豊後沿岸、豊後水道西沿岸の２沿岸から構成されており、海岸数は２６、海岸線の延長は７６９

kmで、全国総海岸延長の２．２％にあたり、このうち国土交通省水管理・国土保全局所管海岸は、２６３kmで総延長
の３４％を占めている。

（令和７年３月３１日現在）

（１）河川改修事業
気候変動による水災害の頻発化・激甚化を踏まえ、安全・安心な社会を実現するために河川毎に計画的な整備
を実施する。また、激甚な水害の発生や床上浸水の頻発により、人命被害や県民の生活に大きな支障が生じた地
域等においては、集中的に再度災害防止対策を実施する。
加えて、河川全体の自然の営みを視野に入れ、地域の暮らしや歴史・文化との調和にも配慮し、河川が本来有
している生物の生息環境及び多様な河川景観を保全・創出する。

（２）治水ダム建設事業
令和６年度より、国東市安岐町の二級河川安岐川において「安岐ダム再生
事業」を開始した。
本事業は、安岐川の根本的な治水対策として現在の安岐ダム（昭和４６年完
成）の嵩上げ等、既存施設の治水機能を増強し、下流域の浸水被害を防止す
るものである。

（３）ダムメンテナンス事業
管理ダムにおいて、設備等の老朽化により、機能の維持に支障があるもの、又はそのおそれがあるものについ
て、ダム機能の回復または向上を図るため、長寿命化計画に基づき、老朽化対策を実施している。

（４）海岸事業
高潮、波浪等による自然災害に対する県土基盤の安全性を図るため、国土交通省水管理・国土保全局所管の国
東海岸（小原地区）にて海岸環境整備事業を実施している。

河 川 課

安岐ダム

河
川
課
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（５）災害復旧事業
河川、海岸、砂防、道路等の国土交通省水管理・国土保全局所管公共土木施設の災害は、県民生活に重大な影
響を及ぼすため、早期復旧を図るとともに、再度災害の防止と安全度の向上を図るための災害復旧助成事業や河
川等災害関連事業等の改良復旧事業を促進し、併せて市町村災害復旧事業の指導、監督等を行っている。

（６）障害防止対策事業
日出生台演習場内は著しく荒廃し、場内からの流出土砂、洪水流量の増加等により、下流の住民、耕地等に被
害を与えているため、障害を防止する目的で大分川の障害防止対策事業を実施している。

（７）水防
水害を未然に防止し、被害を最小限にするためには「ハード整備」と「ソフト対策」が一体となった「減災体
制の確立」及び「自助」「共助」「公助」がバランス良く機能した「減災対策」が必要である。このことから、
水災時の迅速かつ的確な水防活動を可能とするため、河川情報基盤緊急整備事業を実施し、河川水位局、雨量局
の自動観測設備の整備を行い、洪水予報河川や水防警報河川において氾濫警戒情報の発表を行っている。
また、洪水時、住民が的確に避難行動がとれるように、中小河川における「洪水浸水想定区域図」の作成や、
カメラ映像から洪水危険度を視覚的に確認できる量水標設置などに取り組んでいる。

（８）河川及び海岸の管理
河川法及び海岸法に基づき、一級河川の指定区間並びに二級河川及び水管理・国土保全局海岸の適正な管理を
行っている。
・河川監理員（令和７年度 ２１６名）

（９）ダムの管理
発電のある芹川ダム、北川ダムは、企業局と共同で管理しており、安岐ダム、黒沢ダム、青江ダム、床木ダム、
行入ダム、野津ダム、稲葉ダム、玉来ダムは土木事務所が管理を行っている。

（１０）水利使用
発電用、工業用、飲料用、動力用、潅漑用、養殖魚用等の水利使用の申請について、許認可等の事務を行って
いる。

（１１）河川及び海岸産出物の処分
砂利、土、粘土、栗石、あし、かや、竹木、芝等の採取について、河川管理施設を損傷しないように留意し、
治水上支障のないよう許可している。なお砂利採取の許認可事務は、砂利採取法に基づき河川砂利のほか、海砂
利、山砂利等についても行っている。

（１２）河川及び国土交通省水管理・国土保全局所管海岸の公有水面埋立て
河川及び国土交通省水管理・国土保全局所管海岸保全区域及び一般公共海岸区域の公有水面埋立法に基づく埋
立ての許認可事務を行っている。

河 川 課
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５．主な当年度事業
（１）河川改修事業

既往洪水による浸水被害状況や沿川の状況などを考慮し、河川改修（河道掘削、引堤、堤防嵩上げなど）や川
の流れを阻害している河川内の横断工作物（橋梁、堰など）の改築を行い、河道の流下能力の向上を図る。
さらに、水害時の迅速かつ的確な水防活動及び警戒・避難行動に繋げるため、河川水位局等の自動観測設備の
整備、水防警報発令システムの構築及び中小河川の浸水想定区域図の作成を行う。

〇代表事業箇所
玖珠川（日田市）、野上川（九重町）、山国川（中津市）など

（２）治水ダム建設事業
安岐川流域の抜本的な治水対策として、既存の安岐ダムの治水機能を増強し、下流域の浸水被害を防止する目
的で令和６年度から地質調査や概略設計、環境調査等に着手している。
引き続き工事実施に向けて必要となる詳細測量や各種調査、施設設計および関係機関協議を進める。

（３）ダムメンテナンス事業
県管理ダムにてライフサイクルコストの縮減、新技術等の活用が図れるよう、長寿命化計画の見直しを行うと
ともに、その計画に沿ったダム本体、放流設備、関連設備、貯水池等の改良工事を実施する。

（４）緊急河床掘削事業（県単独事業）
洪水等による土砂堆積で流下能力が低下した河川について、人命に密接に関わる（人家・学校等）箇所の河床
掘削をすることにより、早期の流下能力の改善を図り、安全で安心して暮らせる災害に強い県土づくりを行う。

（５）国土交通省所管公共土木施設災害復旧事業
令和６年発生災害にかかる全国の国土交通省所管の公共土木施設関係の被災箇所は、１３，６２５箇所、被害額は、
約１兆６，３１６億円となっている。うち、九州全域では、２，１９５箇所、約７８５億円の被害額となっている。
このうち、本県の被災箇所は８５５箇所、被害額は約２８７億８百万円である。

※詳細は「資料編」Ｐ９３に記載

（６）治水ダム管理高度化事業（県単独事業）
気候変動による水災害の激甚化・頻発化に対応するため、ダム水位自動予測システム導入に向けたダム管理所
の通信環境の整備や情報伝達手段の強化、危機管理意識の醸成を行う。

河 川 課
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港 湾 課

１．業務の概要

２．施策の方向

港湾課の業務は大きく「港湾事業」と「海岸事業」に分かれており、大分県長期総合計画「安心・元気・未来創造
ビジョン２０２４」で取り組んでいる「九州の東の玄関口としての港湾機能の強化」や「地震・津波・高潮対策」などを
推進している。
港湾事業…人流、物流拠点としての機能強化に向けて、船舶の大型化や貨物量の増加に対応した港湾施設の整備、

大規模地震時の緊急輸送拠点となる耐震強化岸壁や緑地の整備、既存施設の延命化を図る岸壁の補修・補強、にぎわ
い空間の創出などの港湾整備を行う。

海岸事業…津波、高潮、高波等の被害から県土を守る一方、高度経済成長期以降の国土開発により、沿岸域の埋立
てが進められてきたことなどから自然海岸が減少し、環境の悪化や住民の憩いの場が少なくなり、環境や利用に配慮
した海岸整備が求められるようになってきた。このようなことから、「大分県海岸保全基本計画」を策定し、「美し
く、安全で、いきいきした大分の海岸」を次世代へ継承していくことを基本理念とし、海岸に生息する貴重な動植物
や美しい海岸の景観などを保全し、「防護」「環境」「利用」の調和のとれた海岸づくりを行う。

１）九州の東の玄関口として人流・物流機能を十分に発揮できるよう、港湾機能の強化を進める。特に、人流拠点
としての別府港におけるフェリー大型化への対応やにぎわい空間創出、物流拠点としての大分港大在地区におけ
るＲＯＲＯ船等、海上輸送ニーズの増加への対応として、港湾施設の整備を重点的に進める。
また、県南の経済活動を支える佐伯港における岸壁の老朽化対策及びふ頭用地の整備、臼杵港における新たな
フェリーふ頭の整備、自動車関連産業を支える中津港の整備なども着実に進める。

２）経済活動の基盤となる港湾の利活用を進めるため、航路の誘致や貨物量増大に向けたポートセールスに積極的
に取り組む。また、遊休化している港湾施設や用地等の積極的な利活用を進め、使用料収入等の増大を図る。
さらに、大分県の港湾の競争力を高めるため、施設使用料を弾力的に設定するとともに、ポートラジオ等の活
用により、より高度な港湾サービスを提供する。

３）港湾区域内の放置艇を解消するため、プレジャーボート等の適正管理を進め、係留保管の秩序を維持する。

４）高潮・津波等の災害から防護する機能を、長期的に確保することにより、港湾・海岸における防災機能を高め
る。また、港湾・海岸における自然環境を保全するため、自然再生型の事業を進める。

港
湾
課
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３．大分県の港湾の現状

種 別 港 湾 名 港 数
重 要 港 湾 中津港、別府港、大分港、津久見港、佐伯港 ５
地 方 港 湾
（ ５６ 条 港 湾 ）

高田港、臼野港、堅来港、羽根港、姫島港、国東港、守江港、日出港
佐賀関港、下ノ江港、臼杵港、浦代港、丸市尾港
（真玉港）（小高島港）

１５

計 ２０

港湾一覧表

（１）定期航路の状況（大在公共ふ頭）
外貿コンテナ 令和７年５月２７日現在

国際フィーダーコンテナ

港湾名
係留施設

船種 船名
積載
能力

（TEU）

重量
トン数
（D/W）

喫水
（ｍ）

船長
（ｍ） 便数 寄港地 航路

開設岸壁名 水深
（ｍ）

延長
（ｍ）

大分港

大在
１０ｍ岸壁 １０．０ １７０

フルコン
テナ船

PACIFIC
MONACO ７２４ ８，７２２ ７．７６１２６．８ 週１便

大分～志布志～ひびき
～博多～光陽～釜山～
博多～門司～大分

Ｒ１．７

フルコン
テナ船

SCARLET
ARROW他 １，０２０１２，３１０ ８．２３１４３．０ 週１便

大分～上海～寧波～
上海～伊万里～福山～
水島～広島～細島～
大分

Ｈ９．７

フルコン
テナ船

ITX
EHIME １，０２０１２，２７４ ８．２３１４３．０

週１便
大分～志布志～那覇～
基隆～台中～高雄～
那覇～八代～釜山～
松山～大分

Ｈ２８．２
ITX
HIGO １，０４８１２，４５４ ８．２１１４６．２

大在
１４ｍ岸壁 １４．０ ２８０

フルコン
テナ船

STAR
VOYAGER １，００３１２，４０２ ８．２１１４１．０ 週１便 大分～釜山～東京～横浜～名古屋～大分 Ｈ７．６

フルコン
テナ船 HE LE １，１５０１３，４０６ ９．０７１６１．９ 週１便

大分～門司～博多～
光陽～釜山～志布志～
大分

Ｈ１３．４

フルコン
テナ船 SHECAN ９５４１２，５５０ ８．２０１４５．０ 週１便

大分～蔚山～釜山～
大阪～神戸～水島～
福山～広島～大分

Ｒ３．１

港湾名
係留施設

船種 船名
積載
能力

（TEU）

重量
トン数
（D/W）

喫水
（ｍ）

船長
（ｍ） 便数 寄港地 航路

開設岸壁名 水深
（ｍ）

延長
（ｍ）

大分港 大在
１４ｍ岸壁 １４．０ ２８０

フルコン
テナ船

てんま １４６ １，４３８ ３．７０ ８０．０
週１便 大分～神戸 Ｈ１１．２

だいこく １８９ ２，０００ ３．８０ ９５．５

フルコン
テナ船

しげのぶ
さくら
さがみ

４０２ ３，８５０ ５．３０１１２．０ 週１便 大分～神戸 Ｈ１９．８

フルコン
テナ船

エメラルド１
おおぎ他 ２９８ ５，４００ ４．２０１１８．０ 週１便 大分～神戸 Ｈ２６．１０
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４．施策の概要

ＲＯＲＯ船 令和７年６月１日現在

県全体港湾貨物量の推移

※その他の資料は「資料編」に記載（Ｐ９５～）

補助事業

港湾名
係留施設

サービス
名 船名 船 種

重量
トン数
（D/W）

喫水
（ｍ）

船長
（ｍ） 便 数 寄港地 線路開設

年月岸壁名 水深
（ｍ）

延長
（ｍ）

大分港
大在
‐９．０ｍ
岸壁

９ ２４０
RORO船 さんふらわあはかた他 RORO船 ６，２０４ ６．６３ １６６．９０ 週３便 大分～東京～博多 Ｈ３１．４

RORO船 豊王丸 RORO船 ６，５９７ ７．１４ １７３．３４ 週３便 大分～清水 Ｈ２８．１０

事業名 内容 実施予定箇所
重要港湾改修事業 ・物流の拠点である港湾の基本となる航路、泊地、防波堤、

岸壁、臨港道路の新設や補修
中津港、別府港、大分港、
津久見港

地方港湾改修事業
・物流の拠点である港湾の基本となる航路、泊地、防波堤、
岸壁、臨港道路の新設や補修
・臨海部における緑地に関する施設の新設

国東港、守江港、臼杵港、
姫島港、佐賀関港

港湾改修統合補助事業 ・老朽化した港湾施設の維持補修や小規模な施設の新設 佐伯港、臼杵港、臼野港、
大分港、中津港、高田港

津 波 危 機 管 理
対 策 緊 急 事 業 ・既存施設の緊急的な防災機能確保及び避難対策を推進 守江港海岸（住吉浜地区）

別府港海岸（的ヶ浜地区）

浸 食 対 策 事 業 ・海岸の浸食による被害を防ぐ 国東港海岸（向田地区）

港 湾 課

港
湾
課

３０



港湾海岸管理事業 港湾区域及び海岸保全区域における占用、土砂採取等の規
制ならびに使用料の徴収、その他管理業務 大分港、中津港等

港湾維持修繕事業 施設機能を保持するための維持修繕 別府港、大分港等
港 湾 改 良 事 業 補助採択要件に満たない施設の改良等 国東港、佐伯港等

港湾機能施設整備事業 岸壁等の港湾施設が機能を発揮するための埠頭用地の整備 中津港、別府港、大分港、
津久見港、佐伯港、臼杵港

港湾施設維持修繕事業 上屋・野積場など特別会計施設の維持修繕 大分港、別府港等
港 湾 調 査 事 業 港湾計画改訂の調査や埋立に関する調査等 大分港、国東港海岸等

５．主な当年度事業

県単独事業

港湾事業
１）大分港（重要港湾）
・貨物需要の増大に対応するため、新たなRORO船ターミナルの整備を行っており、全体２バース計画のうち、
１バース目と背後の埠頭用地が令和６年度末に完成し令和７年５月に供用開始しました。

港 湾 課
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臼杵港下り松地区 臼杵港下り松地区（完成式典）

守江港海岸住吉浜地区

２）臼杵港（地方港湾）
老朽化したフェリーターミナルを再整備しフェリーと他の貨物船を分離することで臼杵湾での安全な航路を確
保するとともに、災害発生時の緊急避難と緊急物資の輸送を行う拠点港とするため、臼杵港の下り松地区に耐震
強化岸壁を備えた新しいフェリーターミナルと緑地の整備を推進しており、全体２バース計画のうち、１バース
目と背後の防災緑地が令和６年度末に完成し、令和７年５月に供用開始しました。

海岸事業
守江港海岸住吉浜地区 津波危機管理対策緊急事業

既存の海岸保全施設の緊急的な防災機能の推進及び避難対策を推進することにより、津波または高潮発生時に
おける人命の優先的な防護を行う。

港 湾 課
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砂 防 課

１．業務の概要

２．施策の方向

砂防課では、土砂災害から県民の生命・財産を守るため、砂防設備や急傾斜地崩壊防止施設、地すべり防止施設な
どによるハード対策と、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定や土砂災害警戒情報などの防災情報提
供、土砂災害防止に関する啓発活動などのソフト対策に取り組んでいる。
砂防課は管理班、企画・土砂災害対策班、砂防施設整備班の三班で構成されており、各班の主な事業内容について

は下記のとおりである。
〇管理班：砂防指定地等の指定・管理に関すること、砂防関係事業の予算に関すること。
〇企画・土砂災害対策班：砂防関係事業の中・長期計画、土砂災害防止法全般に関すること。
〇砂防施設整備班：砂防関係事業等の調査、計画並びに工事の施工に関すること。

土砂災害から県民の生命や財産を守るため、砂防堰堤などのハード対策と警戒避難体制の充実・強化などのソフト
対策の両輪で、総合的な土砂災害対策を推進する。
●砂防施設の整備 ～命を守るハード対策～
・人命とともに重要交通網などのインフラ・ライフライン、避難所などの地域防災拠点、病院や社会福祉施設などの
要配慮者利用施設を守る箇所を優先的に整備します。

●警戒避難体制の構築 ～命を守る行動につなぐソフト対策～
・土砂災害から命を守るためには、「日頃の備え」と「早めの避難」が大切です。このため、土砂災害警戒区域等の
指定を行うとともに、土砂災害に関する防災情報の発信や市町村が行う土砂災害ハザードマップの作成支援、啓発
活動を行い、警戒避難体制の充実・強化を図ります。

①人命、財産を保全するハード対策 「施設整備」
②避難により、人命を守るソフト対策 「警戒避難」
③土砂災害のおそれのある箇所における新たな住宅開発を抑制するためのソフト対策「土地利用規制」
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３．大分県の現状

土砂災害
警戒区域※１

土石流 急斜面の崩壊 地すべり

２５，２１２ ６，１８３ １８，７２９ ３００

（全国７位） （全国１２位） （全国５位） （全国２０位）
※１ 土砂災害警戒区域等の指定状況（令和７年３月末時点）

４．施策の概要

大分県内の土砂災害のおそれのある箇所は、下表のとおりであり、区域数では全国で７番目に多い。

砂防三法及び土砂災害防止法に基づき指定された砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災
害警戒区域等の指定状況については、資料編Ｐ９９～１０２を参照のこと。また、砂防施設の整備状況については、資料
編Ｐ１０３を参照のこと。

（１）交付金事業（ア，イ，ウ，エ，カ）・個別補助事業（ア，イ，ウ，オ）
ア）通常砂防事業

流域における荒廃地域の保全及び土石流等の土砂災害から下流部に存在する人家、耕地、公共施設等の保全を
図るため、ハード（砂防えん堤整備等）・ソフト（情報基盤整備等）対策の両面から事業を実施する。
イ）火山砂防事業

火山地域における土石流及び火山噴火に伴う火山泥流等の異常な土砂流出による災害から、下流部に存在する
人家、耕地、公共施設等の保全を図るため、砂防えん堤整備等の対策を実施する。また、火山噴火時の警戒避難
体制の確立のため、ソフト対策も実施する。
ウ）地すべり対策事業

地すべりによる被害を除去または軽減し、国土の保全と民生の安定を図るため、ハード（抑制工及び抑止工）
対策を実施する。またソフト対策においても情報基盤整備等の事業を実施する。
エ）急傾斜地崩壊対策事業

斜面の崩壊により人命に被害が生ずるおそれのある、急傾斜地崩壊危険区域に対して施工する事業であり、ハー
ド（擁壁整備等）・ソフト（情報基盤整備等）対策の両面から事業を実施する。
オ）砂防メンテナンス事業

砂防設備、地すべり防止施設、及び急傾斜地崩壊防止施設の老朽化対策を計画的に実施する。
カ）土砂災害警戒区域等調査費

土砂災害防止法に基づき、土石流、地すべり及び急傾斜地の崩壊等のおそれがある土地について地形、地質、
降水、土地の利用状況等に関する基礎調査を実施する。

（２）災害系補助事業
ア）特定緊急砂防事業

土石流等により人的被害、家屋被害等が発生した一定の地区において、被害をもたらした同規模の土石流が再
び発生した場合でも、安全が確保されるよう災害関連緊急事業と一体的な計画に基づき、一定期間内（おおむね
３年）に緊急的に施設整備を実施する。

砂 防 課
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イ）特定緊急地すべり対策事業
地すべり等により人的被害、家屋被害等が発生した一定の地区において、被害をもたらした同規模の地すべり
が再び発生した場合でも、安全が確保されるよう災害関連緊急事業と一体的な計画に基づき、一定期間内（おお
むね３年）に緊急的に施設整備を実施する。

（３）災害関連事業
ア）砂防災害関連事業

再度災害を防止するため、被災箇所あるいは未災箇所を含む一連の施設について、災害復旧事業費に改良費を
加え、改良復旧を実施する。
イ）緊急砂防事業

当該年発生の風水害、震災、火山活動等による土砂の崩壊等の危険な状況に緊急に対処するため、砂防設備を
設置する。
ウ）緊急地すべり対策事業

当該年発生の風水害、震災等により活発化した地すべり等について、地すべり対策事業を緊急的に実施し、地
すべり防止施設等を設置する。
エ）緊急急傾斜地崩壊対策事業

当該年発生の風水害、震災等により急傾斜地に新たに崩壊が生じた箇所において、緊急に対処するため、急傾
斜地崩壊防止施設を設置する。
オ）地域防災がけ崩れ対策事業

激甚災害に伴い発生した崩壊等について、次期降雨等による再度災害を防止するため、市町村が実施するがけ
崩れ防止工事に要する経費を補助する。

（４）単独事業
ア）砂防維持管理費

砂防指定地、地すべり防止区域、及び急傾斜地崩壊危険区域及び施設の適正な維持管理を図るため、指定標識
板及び標柱の設置などを実施する。
イ）砂防・地すべり監視事業費

雨量計の保守点検や火山監視システム、地すべり監視システムの運用等を行う。
ウ）砂防調査費

新規公共事業予定箇所の調査、地すべり防止区域の調査・観測、災害関連事業要望のための事前調査を実施す
る。
エ）砂防改修事業

国庫補助対象とならない渓流保全工等を実施する。
オ）急傾斜地崩壊対策事業

国庫補助事業の対象とならない箇所で、保全対象が５戸以上かつがけ高５ｍ以上の急傾斜区域において、急傾
斜地の崩壊による被害を防止するための工事を緊急度に応じて実施するとともに、市町村が行う保全対象５戸未
満の対策事業に対して助成する。
カ）砂防施設再生事業

国庫補助事業の対象とならない箇所で砂防施設の機能が適切に果たされるよう、優先順位をつけて施設の補強
等を実施する。
キ）土砂災害避難促進事業

土砂災害警戒区域等に指定された地区について、速やかに地域住民への周知を図るとともに、災害時の早めの
避難行動につなぐため、市町村が行うハザードマップの作成委託に係る経費に対して助成する。
的確な避難行動を促進するため、土砂災害警戒区域がある自治区等へ土砂災害の専門家を派遣し、ハザードマッ

プの再点検や地区タイムラインの作成、避難訓練等を支援するとともに、ポスターやチラシ等を配布し、避難行
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５．主な当年度事業

動の促進を図る。

費目 事業名 事業費 実施箇所（継続） 実施箇所（新規）

砂防関係事業 ９，６０６，４７０

補助・交付金 ４，５０１，２８３

通常砂防事業 １，４０１，３９０

えん堤工：山王谷川（佐伯市大
字長谷）外

えん堤工：花合野川（由布市湯
布院町湯平）外

えん堤工：串野川１号
（玖珠郡九重町大字町田）

火山砂防事業 ８１０，４１１

えん堤工：芝原川②（中津市耶
馬溪町金吉）外

火山噴火対策：九重山（玖珠郡
九重町田野）外

えん堤工：甘木川
（豊後高田市加礼川）

地すべり対策事業 ３０５，１３２ 瀬の口地区（竹田市次倉）外

急傾斜地崩壊対策事業 １，２３５，７００ 実相寺②地区（別府市実相寺）外 田原地区（豊後大野市犬飼町田原）外

特定緊急砂防事業 ５７，７５０ 露木川支流（日田市大字小野）外

砂防メンテナンス事業 ６９０，９００ 白水川（玖珠郡九重町田野）外 小又川（佐伯市本匠大字因尾）外

災害関連事業 ２，２７０，０００

砂防災害関連事業 ２３２，０００ － －

緊急砂防事業 １，６９８，０００ － －

緊急地すべり対策事業 １２０，０００ － －

緊急急傾斜地崩壊対策事業 ２２０，０００ － －

県単独事業 ２，８３５，１８７

砂防改修事業 １５２，０００ － －

急傾斜地崩壊対策事業 ８００，０００ － －

砂防施設再生事業 ５３，３００ － －

砂防施設・急傾斜地災害防止
緊急対策事業

１，７００，０００ － －

砂防調査費 ８１，９２１ － －

土砂災害情報周知啓発推進事業 １９，０００ － －

砂防維持管理費 ５，４５０ － －

砂防・地すべり監視事業費 ２３，５１６ － －

砂 防 課
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○砂防事業
砂防事業は、県民の生命や財産を土石流や火山泥流の土砂
災害から守り、安全な社会基盤の形成及び水と緑豊かな生活
環境の創造を図るために、計画的に事業を推進している。
そのなかでも土砂災害の被害を受けるおそれのある「要配
慮者利用施設等」を有する箇所を優先して整備することによ
り、安心して生活できる県土づくりを目指している。
令和７年度は、県内９４渓流にて砂防事業を展開し、下流域
の早急な保全を図っていく。

○地すべり対策事業
地すべり対策事業は、近年における異常気象の増加によっ
て変動が活発化し、災害をもたらした地すべり区域のうち、
緊急に対策を必要とする区域及び治水上危険性の高い区域に
おいて事業を推進している。
令和７年度は、県内６区域にて地すべり事業を展開し、計
画的な対策工事を実施していく。

○急傾斜地崩壊対策事業
急傾斜地崩壊対策事業は、毎年多発する急傾斜地の崩壊に
よる災害を防止し、安全で安心できる生活基盤の確保を図る
ため、計画的に事業を推進している。
令和７年度においては、県内８７地区において、急傾斜地崩
壊対策事業を展開し、土砂災害のうちもっとも身近な現象で
あるがけ崩れから人命を守るため、計画的に対策工事を実施
していく。

○基礎調査
基礎調査は、土砂災害防止法に基づき、土砂災害発生のおそれのある土地について、地形・地質・降水等の調査、

土地の利用状況に関する調査等を実施し、土砂災害警戒区域等の指定を行うことで住民等に対して早期に土砂災害
の危険性を周知し、土砂災害防止のための対策を推進していく。

砂 防 課

矢崎川①（宇佐市）：火山砂防事業

畑倉地区（由布市）：地すべり対策事業

寒田北地区（大分市）：急傾斜地崩壊対策事業
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都市・まちづくり推進課

１．業務の概要

２．施策の方向

３．大分県の現状

都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備が図られるよう、土地利用（用途地域など）、都市施設（道路、
公園など）及び市街地開発事業（区画整理事業、市街地再開発事業など）について総合的な計画を定め、より良いま
ちづくりを進めるものである。
本県は、一体の都市として整備、開発、保全する必要がある１７の都市計画区域を有しており、県人口の約８割が居
住している。今後とも、県民の多様なニーズに的確に応え、都市計画に関する基礎調査（人口の規模、土地利用、交
通量等）に基づき、将来の土地利用や都市施設、市街地開発事業の整備方針を定める。
また、個性豊かでうるおいのある魅力的な景観の形成や、まちづくりの実現を図る。

人口減少・高齢化の進展や地球環境問題の深刻化、価値観・ライフスタイル・ニーズの多様化、安全・安心への意
識の高まり、グローバルな繋がりの進展など、暮らしを取り巻く環境は大きく変化している。このような中、本県に
おいては、中心市街地の空洞化や公共交通の利用低下、景観の保全など様々な問題が生じており、こうした状況への
適切な対応が求められている。
このため、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活を確保することを基本理念に、地域の魅

力を高め、環境と共生したコンパクトで持続可能なまちづくりの実現に向けて、地域住民の意見を取り入れながら、
関係市町村と一体となって計画的に整備を進めていく。

都市計画の概要
都市計画区域は、大分市の大正１５年４月３０日をはじめに、現在１４市２町で指定しており、都市計画区域面積は

１０５，１２９haで県総面積の約１６．６％、同区域内人口は９１９，９３７人で県総人口の約８３．９％となっている。

都市名 都市計画
区域名

都市計画区域指定 行政区域 都市計画区域 比率（％）
当初 最終 人口（人） 面積（ha） 人口（人） 面積（ha） 人口 面積

大 分 市 大 分 大１５．４．３０ 昭５６．１０．３０ ４７１，２９０ ５０，２３９ ４６０，３８５ ３６，１０５ ９７．７ ７１．９
別 府 市 別 府 昭 ２．４．１ 昭５３．１２．２２ １１１，３１９ １２，５３４ １１１，０２７ ８，５８６ ９９．７ ６８．５
中 津 市 中 津 昭 ６．１２．１ 昭３２．１２．９ ８１，１３８ ４９，１４４ ６９，２２３ ５，６２６ ８５．３ １１．４
日 田 市 日 田 昭１２．４．２６ 昭４３．１２．２８ ５９，６６８ ６６，６０３ ４７，３８４ ６，６２５ ７９．４ ９．９
佐 伯 市 佐 伯 昭 ９．５．２３ 昭５６．１０．３０ ６３，８９６ ９０，３１４ ３５，５６５ ４，１２５ ５５．７ ４．６
臼 杵 市 臼 杵 昭２５．７．５ 昭４９．４．２ ３４，５８８ ２９，１２０ ２４，９００ ４，８２２ ７２．０ １６．６
津 久 見 市 津 久 見 昭 ９．１．１０ 昭５６．１０．３０ １４，８４４ ７，９４８ １２，７９１ ４，９９９ ８６．２ ６２．９
竹 田 市 竹 田 昭２３．３．３１ 昭４３．４．１６ １８，６８８ ４７，７５３ ６，９４５ １，７５４ ３７．２ ３．７
豊後高田市 豊後高田 昭２４．７．２ 平 ６．４．１ ２１，６７８ ２０，６２４ １５，１４３ ５，３００ ６９．９ ２５．７
杵 築 市 杵 築 昭１８．５．５ 昭６０．７．１９ ２６，０３３ ２８，００８ １８，２９２ ５，０２９ ７０．３ １８
宇 佐 市 宇 佐 昭１４．９．２７ 平２６．３．１４ ５１，５５２ ４３，９０５ ４１，６４８ ９，６２２ ８０．８ ２１．９
豊後大野市 三 重 昭２３．１２．２８ 昭５６．１０．３０ ３１，７０８ ６０，３１４ １２，４６４ ２，２３５ ３９．３ ３．７

由 布 市 挾 間 昭５６．９．１ 昭５６．９．１ ３３，５７５ ３１，９３２ １６，５５３ ２，４８９ ４９．３ ７．８
湯 布 院 昭２３．１０．２６ 平 １．９．１８ ８，２７７ １，８７４ ２４．７ ５．９

国 東 市 国 東 昭２５．１．２４ 昭４３．４．１６ ２４，８６３ ３１，８０９ ３，６６６ ８２７ １４．７ ２．６
日 出 町 日 出 昭１８．５．５ 平１１．９．２１ ２７，６８４ ７，３２６ ２６，８２４ ４，０３９ ９６．９ ５５．１
玖 珠 町 玖 珠 昭３５．１２．２４ 令 ３．３．２ １３，５８４ ２８，６６０ ８，８５０ １，０７２ ６５．２ ３．７

計 １，０８６，１０８ ６０６，２３３ ９１９，９３７ １０５，１２９ ８４．７ １７．３
県 計 １，０９５，９９５ ６３４，０７１ ９１９，９３７ １０５，１２９ ８３．９ １６．６

都市計画適用市町一覧表 令和７年３月３１日現在

※別府市の都市計画区域名は別府国際観光温泉文化都市建設計画
※人口については 令和７年３月３１日現在
※面積（行政区域面積）については 令和７年１月１日現在（国土地理院による）
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都 市 計 画
区 域 名

都 市 計 画
区 域 面 積

市 街 化 区
域 内 面 積

市 街 化 区
域 内 人 口

市 街 化 区
域 の 割 合 決定年月 日 摘 要

大 分 ３６，１５０ha １１，２８８ha ４０７．２千人
（現況） ３１．３％ Ｓ４５．１２．２５

Ｒ ３．３．２６
当 初
最 終

別 府 ８，５８７ha ２，８１８ha １１０．０千人
（現況） ３２．８％ Ｓ４５．１２．２５

Ｒ ３．３．２６
当 初
最 終

市街化区域及び市街化調整区域

※各都市計画区域の「土地利用」「都市施設」等詳細データは「資料編」に記載（Ｐ１０９～）

都市名 区域名 面積 当初決定年月日 最終決定年月日
大分市 本神崎準都市計画区域 ９５ha Ｈ２２．３．３１ Ｈ２２．３．３１
大分市 佐賀関準都市計画区域 ４９４ha Ｒ３．３．２６ Ｒ ３．３．２６
中津市 三光準都市計画区域 １，４５９ha Ｈ２２．３．３１ Ｈ２２．３．３１

移行年月日
大分市 Ｈ１６．１２．１７
別府市 Ｈ１７．４．１
中津市 Ｈ１８．７．２１
日田市 Ｈ１９．４．１
佐伯市 Ｈ２９．３．１
臼杵市 Ｈ１８．３．２７

移行年月日
津久見市 Ｈ３０．３．３０
竹田市 Ｈ２３．２．７
豊後高田市 Ｈ１９．５．１
杵築市 Ｈ１８．７．１７
宇佐市 Ｈ１８．４．１４
豊後大野市 Ｈ２８．３．１

移行年月日
由布市 Ｈ１７．９．１９
国東市 Ｈ２０．５．１
姫島村 Ｈ２７．１．１
日出町 Ｒ １．１２．１
九重町 Ｈ３１．２．１
玖珠町 Ｒ ２．３．３１

４．施策の概要

市街化区域及び市街化調整区域の区域区分
一般的に「線引き」と言われ、無秩序な市街化を防止し、良好な都市形成を行うために、都市計画区域を優先的
かつ計画的に市街化すべき区域（市街化区域）と、当面市街化を抑制すべき区域（市街化調整区域）とに区分して、
段階的な市街化を図ることを目的としたものである。

令和７年３月３１日現在

準都市計画区域
都市計画区域外において、道路整備により利便性が著しく向上する既存集落周辺や高速道路のインターチェンジ周

辺など、そのまま放置すれば用途の混在や不適切な農地の浸食等が懸念され、土地利用の整序又は環境の保全が求め
られる区域である。

市町村の景観行政団体への移行状況
良好な景観の形成は基礎自治体である市町村が中心的な役割を担うことが望ましいという景観法の基本的な考え方

を踏まえ、令和２年３月末までに県内全ての市町村が景観行政団体に移行している。

◆都市計画区域マスタープラン（都市計画区域の整備、開発及び保全の方針）
都市計画区域マスタープランとは、長期的な都市の将来像を明確にするため、都市計画区域における土地利用や
都市施設等の方針について定めたものである。
大分県では、平成１６年４月に１８区域（１４市２町）の都市計画区域マスタープランを策定したが市町村合併等によ
る変化を背景に平成２３年３月に改訂した。その後、概ね１０年後の目標年次に到達したことを受け、社会情勢の変化
や法・制度改正に伴って、１７区域を令和３年３月に改訂した。（佐賀関は準都市計画区域に移行）
今後は、プランの着実な実行と住民が主役のまちづくりを支援するため、「まちづくり懇談会」・「大分県都市
計画・まちづくり研究会」を継続させ、県と市町の連携を一層強化するとともに、積極的な都市計画情報の提供や
計画の進捗管理に努め、地域の課題に対応した都市政策を推進する。

都市・まちづくり推進課
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◆大分都市圏総合都市交通計画
急速に進行する高齢化や中心市街地の衰退、公共交通の衰退等への対策や集約型都市構造の実現に向けた、過度
に車に依存しない交通環境の実現のため、大分都市圏（大分市、別府市、臼杵市、豊後大野市、由布市、日出町）
の総合的な交通政策の基本方針を示したもので、平成２７年度に策定し、令和２年度に一部改訂した。

◆都市施設の整備・見直し
これまで本県では、人口の増大や経済の発展、そして各種開発計画等に対応して、道路、公園をはじめとする都
市施設の計画決定を行い、順次計画的に整備を行ってきたところである。
しかし、県内の都市施設の中には、都市計画決定後何十年も整備が進まない都市施設があり、今後の整備にあたっ
ては、法に基づく建築制限を長期間課せられている関係者を含めた地域社会の合意形成を図ることがこれまで以上
に重要な課題となっており、過去に計画された都市施設についてもその後の社会経済の変化によってその役割が大
きく変化し、都市施設そのものを見直すべきケースがあることも想定される。そこで本県では、関係市町村と共に
おおむね１０年以内の都市施設の整備状況や周辺土地利用の変化などを考慮しながら、必要に応じて整備・見直しを
行う。

◆開発許可の審査
都市計画法に基づく開発許可制度は昭和４３年に創設され、県内全域において適用されている。また、平成１８年に
は都市機能がコンパクトに集約した都市構造を実現することが重要であるという認識のもと、これまで開発許可不
要とされていた公共公益施設が許可対象となり、市街化調整区域における大規模な計画的開発を許可できる基準が
削除される等の法改正がなされている。これらの背景を踏まえつつ、開発行為について公共施設や排水設備等、必
要な施設の整備を義務付けるなど良質な宅地水準を確保するため審査を行う。

◆街路事業
良好な市街地の形成を図るため、都市構造の骨格を形成するとともに、都市交通の円滑化、住宅、宅地の供給促
進、防災避難路の確保等の多様な機能を有する都市内道路網として街路事業の整備促進を図る。
（都）庄の原佐野線（大分市大字下郡～大分市明野西１丁目）、（都）銭渕大宮線（日田市大字高瀬）、（都）
外馬場錆矢堂線（中津市大字牛神～中津市大字下池永）、（都）南立石亀川線（別府市大字鶴見）、（都）玉来吉
田線（竹田市大字玉来）、（都）駅前高市線（豊後大野市三重町市場）、（都）鶴崎駅前松岡線（大分市大字松岡）

◆土地区画整理事業
道路などの都市基盤整備が未整備な市街地や、今後市街化が予想される地区を健全な市街地にするため施行地区
内の土地を換地手法（換地及び減歩）により、道路、公園、河川、広場などの公共施設の整備と同時に宅地の区画
形状を整える。

◆都市防災総合推進事業
市街地の総合的な防災性の向上及び被災地の早期復興を図るため、都市の防災構造化、住民の意識向上、事前復
興準備及び被災地における復興まちづくりなどの取組により、災害に強いまちづくりを支援・推進する。
大分市全域地区（事業主体：大分市）、天ケ瀬温泉地区（事業主体：日田市）、佐伯市全域地区（事業主体：佐
伯市）、湯平温泉地区（事業主体：由布市）、日出町地区（事業主体：日出町）
盛土等による災害から県民の生命・身体を守るため、宅地、森林、農地等にかかわらず、危険な盛土等を全国一
律の基準で包括的に規制する取組を推進する。
盛土による災害防止のための調査（事業主体：大分県、大分市）

◆宅地耐震化推進事業
大規模盛土造成地や液状化リスクが高いエリアについて、変動予測に関する調査等（ハザードマップ作成）を促
進し、住民への情報提供を図ることにより、宅地防災への理解を深めてもらうとともに、必要な対策を講じること
で、災害に強い県土づくりを推進する。

都市・まちづくり推進課
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◆国土利用計画
国土利用計画（県計画）は、国土利用計画法第７条の規定に基づく国土利用計画（全国計画）を基本とし、公共
の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、健康で文化的な生活環境の確保と県土の均衡ある発展を図ること
を基本理念として、総合的かつ計画的な国土の利用を確保するための長期の目標を定めるものである。本県におい
ては、全国計画の改定等に伴い、平成３１年３月に第五次県計画を策定した。

◆土地利用基本計画
土地利用基本計画は、国土利用計画法第９条の規定に基づき、国土利用計画（全国計画及び都道府県計画）を基
本として定めるものである。この基本計画は、都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律、森林法、自然公園
法、自然環境保全法等（以下「個別規制法」という）に基づく土地利用に関する諸計画の上位計画として、行政部
内の総合調整機能を果たすとともに、土地取引に関しては直接的に、開発行為に関しては個別規制法を通じて間接
的に規制の基準としての役割を果たすものである。
土地利用基本計画は、都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域及び自然保全地域の五地域区分の範囲を縮
尺５万分の１の地形図上に記したもの（計画図）と、土地利用の調整等に関する事項を記した文書（計画書）とで
構成されている。

◆土地取引の規制
国土利用計画法においては、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、適正かつ合理
的な土地利用を確保するため、土地取引等の規制に関する措置が定められている。本県では、同法第２３条の規定に
基づき、土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出があった場合に、関係する市町村や個別規
制法の担当部署の意見を聴いた上で、当該地域を含む周辺地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助
言等をすることとしている。

◆地価調査
地価調査は、適正な地価形成に寄与することを目的として、国土利用計画法施行令第９条に基づき、住宅地、商
業地等類似の利用価値を有すると認められる地域ごとに選定した基準地について標準価格を判定し、９月に公表し
ている。
標準価格は、国が行う地価公示の公示価格とともに一般の土地取引の指標となるほか、公共事業用地の取得価格
の算定規準等に用いられている。

◆盛土規制法に基づく取り組み
令和５年５月２６日に施行された宅地造成及び特定盛土等規制法を受け、大分県では、令和７年５月１日に県内全
域を法律に基づく規制区域に指定し、運用を開始した。
当課において、新規盛土等の許可申請の受付・審査・許可・検査、不法盛土等の監視、既存盛土等の分布調査・
現地調査を実施する。また、違法性や危険性のある盛土等を把握した場合は、関係部局や市町村と連携して、土地
所有者等に行政指導や行政処分等を行う。

◆景観の保全
本県では、それぞれの地域で特色ある景観に恵まれている。こうした優れた景観を保全するため、県民に対して
は、景観教育や景観ハンドブックの活用により景観に関する意識醸成を図っている。市町村に対しては自らが景観
行政団体となり、景観計画及び景観条例を策定するという景観法の基本的な考え方に立ち、条例制定に向け、景観
アドバイザーの派遣や県が作成した景観行政の手引書等を示すなどして取組を支援する。さらに、景観の保全・形
成の大切さについて理解を深めるため、県民や事業者も対象としたセミナーなどを開催する。
また、くじゅう連山など複数の市町村にわたる広域的な景観については、令和４年度策定の大分県広域景観保全・

形成指針に基づき、令和５年度に景観の一体的な保全・形成を図る７エリアで広域景観協議会を設立した。この協
議会では、県及び各市町村間の連携強化を図るとともに、県民・事業者・市町村・県が協働し、本県の美しく豊か
な景観を次世代に引き継いでいく取組を推進する。

都市・まちづくり推進課
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５．主な当年度事業

◆まちづくり関連事業
県内の市町において、都市再生整備計画関連事業や街なみ環境整備事業等を行っており、地域住民の生活の質の
向上と、観光を始めとした地域経済・社会の活性化を図るため、歴史や文化、温泉など地域の魅力ある資源を活か
した個性あふれるまちづくりを支援する。また、大分市の市街地においては、立地に適した合理的な土地利用と都
市機能の強化を図るために、市街地再開発事業を行い、核となる商業施設等を整備し、地域の活性化を図る。

◆屋外広告物の規制
屋外広告物法に基づいて大分県屋外広告物条例及び同施行規則を定めており、良好な景観の形成、風致の維持及
び公衆に対する安全の確保を図っている。また、講習会の開催及び屋外広告業の登録制度により、従事者等に対し、
法令等の知識や技術の向上を図るとともに、その指導育成に努めている。なお、屋外広告物に関する事務は、都市・
まちづくり推進課が所管しているが、条例に基づく許可、屋外広告業者登録申請の受付及び違反広告物の是正指導
等の事務は、各土木事務所において行っている。（但し、大分市については中核市に指定されたことに伴い、平成
９年４月１日から同市の事務となっている。また、平成２０年４月から姫島村、平成２１年４月から日田市、豊後高田
市、由布市、平成２６年７月から津久見市、平成２９年７月から竹田市が一部権限移譲により事務を行っている。）

（都）庄の原佐野線（下郡工区） （都）庄の原佐野線（下郡・明野工区）

完成予想図 完成予想図

都市・まちづくり推進課
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公園・生活排水課

１．業務の概要

２．施策の方向

３．大分県の現状

（１）都市公園関係業務
①県営都市公園（大洲総合運動公園、高尾山自然公園、ハーモニーパーク、大分スポーツ公園）の整備に関すること
②県営都市公園の維持管理・運営に関すること
③市町村の施行する都市公園事業の計画、指導監督に関すること

（２）生活排水・下水道関係業務
①市町村の施行する生活排水処理施設整備事業及び都市浸水対策事業の計画、指導監督に関すること
②生活排水対策の普及啓発に関すること

近年、余暇の充実や快適で潤いのある生活環境の創出、さらには、安全・安心の確保や長寿・福祉社会に対応した
良好な都市環境の形成が求められている。
このため、都市公園の整備を進めて、都市環境並びに都市防災機能の向上を図るとともに、公共下水道、農業・漁

業集落排水施設並びに合併処理浄化槽の整備を推進して、生活環境の改善、浸水の防除及び公共用水域の水質保全を
図る。

（１）都市公園の概要
令和５年度末現在の県内の都市公園等の箇所数は、県内最大の大分スポーツ公園をはじめ１２０９箇所、面積は１２９６．６

haである。整備水準の目安となる一人あたりの都市公園等の面積は令和２年調査結果より国の計算手法が変更とな
り、旧手法では１４．０㎡、新手法では１２．４㎡と全国平均の１０．９㎡を上回っている。「おおいた土木未来プラン２０１５」に
掲げた目標（令和元年度末に１３．４㎡、令和６年度末に１３．６㎡）を達成した。引き続き整備水準の確保に努める。

※大分県の都市公園現況は「資料編」に記載（Ｐ１１５）

大分県都市公園整備状況
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大分県 全国平均 九州平均
汚水処理人口普及率 ８２．８％ ９３．３％ ８９．７％

（令和５年度末現在）

生活排水対策マスコット「くりん」

４．施策の概要

（２）生活排水・下水道の概要
本県では、生活環境の改善や公共用水域の水質保全等を目的として、公共下水道（分流式汚水）、農業・漁業集落

排水施設、合併処理浄化槽等の生活排水処理施設の整備を推進しているが、令和５年度末現在の汚水処理人口普及率
は、県全体で８２．８％であり、九州全体の８９．７％、全国の９３．３％に比べると整備は大きく遅れており、生活排水処理施
設を整備する市町村に対して財政的な支援を行っている。
各市町村においては、１２市町で公共下水道事業を、６市村で農業・漁業集落排水事業を、１６市町で浄化槽設置整備
事業（個人設置型）を、２市で公共浄化槽等整備推進事業（市町村設置型）を実施する。また、都市における浸水被
害の防止、軽減を目的として９市町で公共下水道（分流式雨水）の整備を行う。

※汚水処理人口普及率（住民基本台帳人口に対する生活排水処理施設を利用できる人口の割合）

（１）都市公園事業
県営都市公園は、１９７８年８月に開設した大洲総合運動公園をはじめ、１９８６年４月に高尾山自然公園、１９９１年４月に
ハーモニーパーク、２００１年５月に大分スポーツ公園を順次開設しており、２００２年FIFAワールドカップサッカーや２００８
年第６３回国民体育大会、２０１９年ラグビーワールドカップ等の大規模イベントをはじめとして、県内外のスポーツ競技
大会の開催、身近に親しめるレクリエーションや自然とのふれあいの場として幅広く利用され、多くの利用者が訪れ
ている。しかし、これらの県営都市公園は、長いもので開設から４０年以上が経過しており、老朽化や社会情勢・利用
者ニーズの変化に伴い、公園施設の改修・更新が必要となっている。
このため、誰もが安全かつ安心して都市公園を利用できるよう、本事業により、大分スポーツ公園におけるクラサ

スドーム大分やその他各公園施設の計画的な改修・更新を行う。

公園・生活排水課
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都市公園名 指定管理者 指定期間
大分スポーツ公園

及び
高尾山自然公園

㈱大宣 令和 ６．４．１～令和１１．３．３１

大洲総合運動公園 ファビルス・プランニング大分共同事業体 令和 ５．４．１～令和１０．３．３１
ハーモニーパーク ㈱サンリオエンターテイメント 令和 ３．４．１～令和 ８．３．３１

（２）県営都市公園の維持管理・運営
県営都市公園では、公園利用者へのサービスの向上と経費の節減等を図るため、平成１８年度から指定管理者制度を

導入しており、維持管理・運営を下記の民間事業者等に委託している。

指定管理者には、「大分県都市公園条例」の規定に基づき、次の業務を委託している。
① 公園施設の維持管理及び修繕に関する業務
② 都市公園の利用の受付及び案内に関する業務
③ 有料公園施設の利用の許可に関する業務
④ 都市公園の利用の促進に関する業務
⑤ その他、知事が特に必要と認める業務（地域、NPO等との連携に関する業務 等）

（３）生活排水・下水道事業
大分県生活排水処理施設整備構想2015

本県では、公共下水道等の生活排水処理施設について、将来にわたる整備手法と持続可能な運営体制を構築するた
め、平成２８年３月に「大分県生活排水処理整備構想２０１５」を策定し、今後２０年間の生活排水処理の全体像を示した。
また近年において、「既存施設の老朽化」「人口減少による使用料収入の減少」「管理職員の減少による執行体制

の脆弱化」などにより、経営環境の厳しさが顕著となってきていることから、将来にわたる持続可能な運営を目的と
して、令和５年３月に「大分県生活排水処理事業広域化・共同化計画」を策定した。
この計画では、短期的には「施設の統廃合」「汚泥処理の共同化」のハード整備や「台帳システムの電子化」「勉

強会や災害対応合同訓練等の人材育成の共同化」のソフト対策を、中長期的には「使用料金の共同徴収」「維持管理
の共同発注」を目標に掲げ、市町村間の連携を強化し、県内の生活排水処理における事業運営【職員（ヒト）・施設
（モノ）・財政（カネ）】を安定させる。
下水道事業

下水道は、汚水の収集・処理、雨水の排除という機能を有し、生活環境の改善や公衆衛生の向上、浸水の防除、さ
らには河川・湖沼、海域等の公共用水域の水質保全を図るために欠かすことのできない施設である。
いわば、人々の日常生活や社会経済活動を根底から支える社会基盤の一つであり、着実な整備や、適切な維持管理

が求められている。
・事業実施中の箇所：１２市町村（大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、豊後高田市、

杵築市、宇佐市、国東市、日出町）
浄化槽設置整備事業

合併処理浄化槽は各家庭ごとに設置するもので、生活雑排水による公共用水域の環境悪化に対処し、水環境の保全
及び公衆衛生の向上を図ることを目的としている。
農業集落排水事業

農業集落におけるし尿、生活雑排水等の汚水又は雨水を処理する施設やその循環利用を目的とした施設等を整備、
維持管理し、活力ある農村社会の形成に資することを目的としている。
・実施中の箇所：５市（中津市、佐伯市、竹田市、宇佐市、国東市）

漁業集落排水事業

漁業集落排水施設の整備を行い、漁村の生活環境の改善を図ると同時に、漁港及び周辺水域の水質保全により漁業
の振興に資することを目的としている。
・実施中の箇所：１村（姫島村）

公園・生活排水課
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５．主な当年度事業

生活排水処理施設整備推進事業

本県では、生活排水処理施設の整備を行う市町村に対して汚水処理人口普及率に応じた交付金を起債の償還財源と
して交付するほか、浄化槽設置整備事業（個人設置型）に対して補助金を交付することにより、市町村の財政負担を
軽減し、汚水処理人口普及率の向上を図っている。
また、平成２６年度から平成２８年度には、流域会議※が設置される４モデルの河川の流
域市町と連携し、汚水処理人口普及率が低い地域において、合併処理浄化槽への転換に
対する補助金額を上乗せした。平成２９年度からは、対象地域を拡大して、全県下で実施
している。
※きれいな河川を将来にわたって守っていくため、各河川の上流域から下流域までの
地元自治会や水環境に関わる団体等が主体的に参加し、設立する会議。
流域ごとに、わかりやすい取り組み目標を定めて、川辺の清掃や生活排水対策等
の環境保全活動に流域全体で取り組む。

きれいな水再生啓発事業

工業等産業系の排水に対する規則が強化されて排水対策が進んだ今日では、日常生活に伴う生活排水が公共用水域
における水質汚濁の大きな原因となっている。
このような状況に対処するため、県では９月１０日の「下水道の日」から１０月１日の「浄化槽の日」を含む１０月１０日
までを「生活排水きれい推進月間」として、各種の啓発活動を行っている。
また、大分県生活排水対策基本方針に基づき、合併処理浄化槽への転換促進及び下水道への接続促進を図るため、

汚水処理人口普及率が低い地域を中心に、小学校への出張教室等を実施している。

事 業 名 予算額（千円） 概 要

農業集落排水事業 １８０，０００ 中津市、佐伯市、竹田市、宇佐市、国東市

漁業集落排水事業 ５，０００ 姫島村
国庫補助事業計 １８５，０００

県営都市公園長寿命化等対策事業 １８１，３５９ 大洲総合運動公園、ハーモニーパーク、大分スポー
ツ公園、高尾山自然公園

交付金計 １８１，３５９

大分スポーツ公園等管理運営事業 ５６７，９６８ 高尾山自然公園、総合競技場、サッカー・ラグビー
場（２面）、野球場、サブ競技場等の管理運営

県営都市公園施設整備事業 ３５，３６６ 高尾山自然公園、大洲総合運動公園、ハーモニーパー
ク、大分スポーツ公園の維持修繕

公園維持管理費 １４３，０８６ 大洲総合運動公園、ハーモニーパークの管理運営
生活排水処理施設整備推進事業 ５０９，３３２ 補助対象事業の工事費に対する県費助成
きれいな水再生啓発事業 ９３２ 地域住民への啓発活動

県単事業計 １，２５６，６８４
合 計 １，６２３，０４３

公園・生活排水課

生活排水対策マスコット「くりん」
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建築住宅課、公営住宅室

１．業務の概要

２．施策の方向

・建築行政
（建築基準法関係許認可事務・宅地建物取引業法関係免許登録事務・二級及び木造建築士・建築士事務所への指
導、監督など）
・住宅行政
（大分県住生活基本計画等の策定・住宅セーフティネットの推進・子育て高齢者世帯の支援・公営住宅等整備事
業・県営住宅の管理など）

建築行政は、建築基準法や建築士法、宅地建物取引業法等の運用を通じ、建築物の安全確保をはじめ、その質の向
上により、国民の生命、健康及び財産の保護を図ることを目的として、きめ細かい行政サービスを実施している。
また、住宅行政は、豊かさを実感できる住生活を営むことができるよう、良質な住宅ストック及び住環境の形成を

図ることを基本目標に、「大分県住生活基本計画」（令和３年度改訂）等に基づいて、各種施策を推進している。

・耐震対策
現行の建築基準法に規定される耐震性を有しない既存建築物の耐震診断及び耐震改修を促進するため、新聞・広
報誌等を利用した普及啓発や、技術者を対象とした耐震診断、耐震改修講習会を実施する。
また、住宅耐震化総合支援事業では、市町村と連携して、耐震診断及び耐震改修費の助成を行い、昭和５６年以前
に建てられた木造住宅の耐震化を促進する。
さらに、特定建築物耐震化促進事業では、市町村と連携し、耐震改修工事費の助成を行い、一定規模以上の特定
建築物の耐震化を促進する。

・子育て世帯支援
子育て世帯の住環境向上に向け、市町村と連携し、子供部屋増築や三世代同居に伴う改修に要する費用を助成す
る。また、県営住宅においても、既存住宅を子育て世帯向けに改修するなど、子育て世帯の支援を進める。

・高齢者支援
高齢者の健康寿命向上に向け、市町村と連携し、住宅のバリアフリー改修に要する費用を助成する。
また、高齢者向け賃貸住宅の適切な供給など高齢者が安心して住まいを確保できる環境整備を推進する。

・住宅に関する情報の提供
住宅の品質確保や消費者保護のため、住宅性能表示制度や瑕疵保証制度の普及促進を図る。
また、優良な木造住宅等を顕彰し、ホームページなどで紹介する。

・居住支援の推進
低額所得者、高齢者、障がい者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の住まい確保や暮らしを支援するため、居住
支援法人の指定やセーフティネット住宅の登録を実施するほか、市町村ごとの居住支援協議会設立を推進する。

建
築
住
宅
課

公
営
住
宅
室

４７



３．大分県の現状

構造別 簡平 簡２ 低耐 中耐及び準耐（３～５Ｆ） 高層（６Ｆ～） 合計

戸数 ４０ １６０ ８０ ７，４６５ ７８９ ８，５３４

年度 建替実績戸数 建替住宅名（所在地）戸数

平成１８年度 ４１戸 明野住宅（大分市）４１戸

平成１９年度 １２戸 広野住宅（中津市）１２戸

平成２０年度 ５８戸 城南住宅（大分市）５８戸

平成２１年度 ３４戸 明野住宅（大分市）３４戸

平成２７年度 ４２戸 城南住宅（大分市）４２戸

平成２９年度 ３０戸 城南住宅（大分市）３０戸

令和３年度 ２０戸 城南住宅（大分市）２０戸

令和６年度 ３３戸 明野住宅（大分市）３３戸

４．施策の概要

構造別県営住宅の管理戸数
（令和７年４月１日現在）

大分県営住宅ストック総合活用計画及び大分県公営住宅等長寿命化計画に基づく建替実績戸数（着工年次）

・平成２２年度から、平成２６年度まで全面的改善事業を実施。敷戸住宅（大分市）１６９戸
・高齢者向け改善工事の実績は、平成９年度～令和６年度で９４２戸

� 建築行政
（１）建築基準行政

「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、
もって公共の福祉の増進に資する」という建築基準法の目的のもとに確認をはじめとする許認可事務を行ってい
る。
昭和４６年１０月１日に大分市が、平成９年４月１日に別府市、中津市、日田市、佐伯市、宇佐市が特定行政庁と

なり、現在７つの特定行政庁となった。
また、平成１２年５月１日から（一財）大分県建築住宅センターが大分県知事指定の指定確認検査機関として業
務を開始した。
平成１９年６月２０日施行の建築基準法の一部改正により、構造規定等が改正され、一定の建築物について、構造
計算の適合性判定が必要となった。
耐震性が不足しているおそれのある一定の建築物については「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づ
いた指導、助言や助成等を行い建築物の耐震化を促進している。

※建築基準法の施行状況は「資料編」に記載

建築住宅課
公営住宅室
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（２）宅地建物取引行政
宅地及び建物の取引の公正を確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、購入者等の利益の保
護と宅地及び建物の流通の円滑化を図ることを目的として、宅地建物取引業に係る免許登録事務や指導等を行っ
ている。

※宅地建物取引業法の施行状況は「資料編」に記載
（３）建築士行政

「建築物の設計、工事監理を行う技術者の資格を定めて、その業務の適性をはかり、もって建築物の質の向上
に寄与させる」という建築士法の目的のもとに二級・木造建築士及び建築士事務所への指導監督を中心とした業
務を行っている。
平成２３年４月１日より大分県が（公社）大分県建築士会を二級及び木造建築士の免許登録事務を行う指定登録
機関に指定、また（一社）大分県建築士事務所協会を指定事務所登録機関に指定した。

※建築士法の施行状況は「資料編」に記載

� 住宅行政
（１）住生活基本計画

住生活基本法（平成１８年法律第６１号）に基づき、大分県の区域における住民の住生活の確保及び向上に関する
基本的な計画として定めるもの。県民や住宅関連事業者の参画をもとに、本県が住宅政策を総合的に推進するた
めの計画であり、県内の市町村が地域の実情に応じた住宅政策を展開する際の指針となる。
令和３年度に社会情勢の変化や住生活をめぐる新たな課題への対応等を踏まえ見直しを行い、各種施策に取り
組んでいる。（計画期間は令和３年度から令和１２年度までの１０年間）

（２）大分県賃貸住宅供給促進計画
本県の公的賃貸住宅及び民間賃貸住宅への円滑な入居等、要配慮者の住宅を確保することを目的として策定す
る。この計画において、公営住宅等公的賃貸住宅に関する供給目標や適正な整備・管理の方向性、民間賃貸住宅
に関する登録住宅の確保や大分県居住支援協議会との連携等を明記し、各種施策に取り組む。

（３）大分県公営住宅マスタープラン２０２０
昭和４０年代の高度成長期に大量に供給された公営住宅が更新時期を迎えている上、高齢者や子育て世帯が安心

して暮らすことができるという時代の要請に、間取りや設備が十分に応えきれていない状況が明らかになった。
これらの課題の解決を図るため、公営住宅を所有・管理する県と市町村は、共同して「大分県公営住宅マスター

プラン２０２０」（計画期間：令和２年度から令和２２年度まで）を策定し、入居管理から住宅の建替や改善等までの
必要な居住環境の提供に係る各種施策に連携して取り組んでいる。

（４）公営住宅等整備事業
国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低
額所得者に対して低簾な家賃で賃貸することにより、国民生活の安定と、社会福祉の増進に寄与する事を目的と
する事業

（５）住宅地区改良事業
不良住宅が密集する地区内の住宅を取り壊して、跡地にもとの居住者のための低家賃住宅（改良住宅）や道路、
公園等の公共的施設を整備することにより、新たに良好な住環境を形成しようとする事業

（６）住宅新築資金等償還推進事業
歴史的社会的理由により生活環境が阻害されている地域の整備改善を図るため、住宅の新築、もしくは改修又
は宅地の取得について必要な資金の貸し付けを行うため平成８年度まで実施された住宅新築資金等貸付事業の償
還推進を図る事業

（７）木造住宅の振興
住宅関連産業の振興、県産木材の需要拡大及び潤いのあるまちづくりの観点から、昭和６０年度に大分県木造住
宅等推進協議会を設立し、地域木造住宅供給促進事業を推進している。
その一環として、平成２８年度に優良な木造住宅等の顕彰事業である「おおいた木の良さを生かした建築賞」を
創設し、木造建築に対する県民意識の高揚と設計者、施工者の資質の向上を図っている。

建築住宅課
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５．主な当年度事業

（８）県営住宅のストック総合活用
長期的な維持管理を実現するため、平成２１年度に策定（平成２５年度改訂）した「大分県公営住宅等長寿命化計
画」を令和３年度に見直し、新たに令和４年度から令和１３年度までの１０年間における修繕、改善、建替などの県
営住宅の活用手法を定めた。これに基づき計画的な建替事業と改善事業を進めている。なお、既存住宅の浴室内
段差解消や手すりを設置する高齢者向け改善工事や、子育てしやすい間取りの改修や給湯器を整備する子育て世
帯向け改善工事などを実施し、住宅ストックの整備を進めている。

（９）居住支援の推進
高齢者や障がい者、生活困窮者など住宅確保要配慮者の住まい確保や暮らしを支援するため、各市町村におけ
る居住支援協議会の設立や活動の拡大など、居住支援の取り組みを推進する。

（１０）県営住宅の管理
県営住宅は、県内１８市町村に所在し、その管理戸数は８，５３４戸となっている。
平成２６年度より、入退去事務、使用料の収納事務、修繕事務などの県営住宅の管理業務に管理代行制度を導入

し、大分県住宅供給公社が協定に基づき県営住宅を管理している。
（１１）こどもがまんなか住環境整備事業

民間事業者による空き家を活用した低廉な子育て世帯向け戸建て賃貸住宅等の供給を促進する。

・住宅耐震化総合支援事業
・住まい守り隊、耐震・アドバイザー派遣制度の継続
・令和６年度 耐震診断実施件数 ２６７戸
・令和６年度 耐震改修実施件数 ５６戸
・令和６年度 ブロック塀等除却実施件数 １２８件

・県営住宅建設事業
・県営明野住宅建替事業

・既設県営住宅改善事業
・高齢者向け住戸改善 ５戸（寒田南住宅外）
・子育て世帯向け住戸改善 ４０戸（女島住宅外）

・子育て・高齢者世帯住環境整備事業
・令和６年度 子育て支援型 ３６件
・令和６年度 三世代同居型 ３１件
・令和６年度 高齢者バリアフリー型 ８６件

・居住支援体制構築事業
・居住支援協議会への活動支援補助 ９協議会

建築住宅課
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施設整備課

１．業務の概要

２．施策の方向

３．大分県の現状

施設整備課では、県有建築物を所管する部署からの依頼に基づいて、新築、増改築、改修等の企画、設計及び工事
に係る業務を行っている。また、既存県有建築物に対しては、それぞれの行政ニーズに応じた施設機能の維持を目的
として、長期的な計画に沿って良質で均衡のとれた保全業務に取り組んでいる。
さらに、県以外の事業主体が実施する国庫補助事業に係る設計及び工事の審査も担当している。

※詳細は「資料編」に記載

県有施設は、親しみやすく、便利で、かつ安全であることを基本として、それぞれの用途に応じた機能が十分発揮
できるよう整備が進められてきた。
また、一方では、少子高齢化等による需要の減少、県民生活の多様化、施設の老朽化対策等、様々な課題に対応し

たより質の高い社会資本整備が求められている。
県有施設の整備は、量的な充足と機能の確保に加えて、県民共有の資産として優れた建物の整備、長寿命化を図り、
県民一人一人が真に安全で安心な暮らしを送ることのできる社会の創造に寄与することが要請されている。

大分県の県有建築物は約３，８００棟あり、建設年度別で整理した建築物の保有面積を下のグラフに示す。
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４．施策の概要
（１）県有建築物防災対策推進事業

昭和５６年以前に着工された県有建築物について、利用者等の安全を図るため、平成７年度から平成２７年度に１２８
棟の耐震診断及び５４棟の耐震補強工事を実施した。また、災害時の復旧活動の拠点となる県庁舎及び地方総合庁舎
等の建築設備の防災対策強化を実施した。
さらに、県有建築物の利用者の安全を確保するため、地震時における天井材の落下防止対策を進めている。

（２）県庁舎等施設管理業務
県庁舎本館、県庁舎新館、県庁舎別館の３庁舎について、以下の施設管理業務を行う。
・建築、電気、空調、衛生、エレベーター、ガス整備等の日常的な維持・管理業務
・電気・機械設備の運転・保守管理委託の契約及び監督に関する業務

（３）営繕事業の受託業務
県有建築物を所管する部署からの依頼に基づき、建築物の調査、企画、設計、工事、工事監理等を行う。
計画にあたっては、全ての人が利用しやすい施設や建築における脱炭素化への取組など、人と環境にやさしい施
設の整備を目指す。

施設整備課
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５．主な当年度事業

事 業 名 当初予算（千円） 概 要

営繕管理費 ４，８６２ 営繕工事を適切に執行するための単価更新等

県有建築物脱炭素化調査事業費 ９，４３０
脱炭素化を推進するため、庁舎等の県有施設の省エネ・創エネの
効果的手法を調査する。

県有建築物防災対策推進事業費 ７４８，９６８ 県有建築物の吊り天井落下防止対策工事

庁舎営繕費 １１５，５６２ 県庁舎本館・別館・新館に係る改修工事及び日常的維持管理業務

営繕関係受託事業費 １１９，２００ 企業局長浜寮の解体・新築工事

合計 ９９８，０２２

施設整備課

（１）当年度事業概要一覧

（２）当年度の主な工事

●別府コンベンションセンター特定天井改修工事
（県有建築物防災対策推進事業）
◆目的
東日本大震災等で天井の落下による被
害が相次いだことにより関係法令が改
正された。旧基準の既存天井について
改修工事を実施することで施設利用者
の安全を確保し、地震後も使用可能と
なるよう施設を整備する。

●県立学校体育館空調設備工事
（受託事業）
◆目的
夏季の児童生徒の熱中症対策及び災害
時の避難所環境改善のため、県立学校
体育館に空調設備を整備する。

天井改修状況

体育館空調設備
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関係機関

大分県地域づくり機構（住宅供給公社・土地開発公社）
「新行政改革大綱」に基づく公社等外郭団体の共通事務局化の方針により、平成１３年度に住宅供給公社等３公社の

統合が行われ、統合（共通事務局化）後の職員の一体感等を高めるため、愛称を「大分県地域づくり機構」と定めた。
地域づくり機構として発足して２４年が経過し、道路公社が解散して２公社となったが、今後も円滑な事業の推進や
人事交流に伴う職員の意識改革、人件費削減などに一層留意し、事業の効率化等に務める。
地域づくり機構では、土地開発公社ビルの老朽化により旧住宅供給公社ビル跡地において公募型プロポーザルによ

るＢＯＴ方式で６階建ての新庁舎が完成、令和６年１０月２８日から新庁舎で各部の業務を行っている。

（令和７年６月１日）

関
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大分県住宅供給公社
１．概 要
（１）法人名 大分県住宅供給公社
（２）事務所の所在地 大分市城崎町１丁目２番３号 大分県地域づくり機構ビル

TEL（代表）０９７‐５３２‐５１３５
（県営）０９７‐５３２‐５１３７
（市営）０９７‐５３３‐１６７４

（３）法人の種別 特別法人
（４）設立の根拠法 地方住宅供給公社法

（昭和４０年６月１０日法律第１２４号）
（５）設立登記年月日 昭和４０年９月２０日
（６）基本財産の額 １０，０００千円（全額大分県出資）
（７）沿 革

住宅供給公社は、戦後の住宅難解消のため昭和２７年２月２日に設立された財団法人大分県住宅協会をその前
身とし、「地方住宅供給公社法」の公布施行により勤労者に居住環境の良好な住宅及び宅地を供給し、住民生
活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的として昭和４０年９月２０日に改組した。
高度経済成長や県都大分市の新産業都市の指定等による人口増加により、増大する住宅需要に対応するた
め、城南団地をはじめ明野団地や敷戸団地等これまで県内各地において多数の住宅建設及び宅地供給を実施し
てきた。
そのほかに公社賃貸住宅・利便施設の建設及び管理事業や県営住宅管理等の受託事業を実施してきた。
特に県営住宅管理については、昭和５３年度から管理業務を受託し平成１８年度からは「指定管理者」として、

平成２６年度からは「管理代行者」として事業に取り組んでいる。
市営住宅管理については、平成２３年度以降、佐伯市、竹田市、豊後高田市、豊後大野市、臼杵市、杵築市、
別府市、中津市、由布市、津久見市、そして令和５年４月からは新たに国東市の市営住宅を「管理代行者」と
して、大分市営住宅の一部を「指定管理者」として業務を実施している。
平成３１年４月からは、初の試みとして、県営、市営の窓口を一元化した「豊後大野・公営住宅管理センター」

を開設し、令和３年５月からは「佐伯・公営住宅管理センター」を開設した。

２．業務内容
（１）住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡
（２）住宅の用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡
（３）市街地において公社が行う住宅の建設と一体して商店、事務所等の用に供する施設の建設を行うことが適当で

ある場合において、それらの用に供する施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡
（４）住宅の用に供する宅地の造成と併せて学校、病院、商店等の用に供する宅地の造成を行うことが適当である場

合において、それらの用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡
（５）公社が賃貸し、又は譲渡する住宅及び公社が賃貸し、又は譲渡する宅地に建設される住宅の居住者の利便に供

する施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡
（６）前各号に掲げる業務に附帯する業務
（７）公営住宅法に基づき、公営住宅及び共同施設の管理（家賃の決定、金銭の請求等に関することを除く）を事業

主体に代わって行うこと
（８）建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、委託により、住宅並びに住宅の建設と一体として建設した商

店、事務所等の用に供する建築物及び集団住宅の存する団体の居住者の利便に供する建築物の耐震診断及び耐
震改修

（９）前各号に掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で、委託により、住宅の建設及び賃貸その他の管理、宅地の造

関係機関
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成及び賃貸その他の管理並びに市街地においてみずから又は委託により行う住宅の建設と一体して建設するこ
とが適当である商店、事務所等の用に供する施設及び集団住宅の存する団地の居住者の利便に供する施設の建
設及び賃貸その他の管理を行うこと

３．令和７年度事業の概要
（１）管理受託住宅管理事業

県営住宅管理事業は、平成２６年度より「管理代行者」として県下全域８，５０１戸の県営住宅の入退去・維持管理・
家賃収納等の業務を行っており、きめ細かなサービスの提供や更なる家賃収納率の向上に努める。
また、市営住宅管理事業は、佐伯市営住宅、竹田市営住宅、豊後高田市営住宅、豊後大野市営住宅、臼杵市営
住宅、杵築市営住宅、別府市営住宅、中津市営住宅、由布市営住宅、津久見市営住宅、国東市営住宅を「管理代
行者」として、大分市営住宅の一部を「指定管理者」として実施し、県営住宅と同様、公正かつ公平な住民サー
ビスの提供に努める。
なお、別府市より南部振興開発ビルの管理を受託している。

（２）賃貸管理事業

公社賃貸住宅１０６戸、賃貸店舗１６施設、賃貸土地等１３施設の適正な管理を行う。
（３）分譲事業

大分空港から約２．５kmに位置する電線類を地中化した「向陽台（国東市武蔵町・安岐町）」分譲団地の販売を
行う。

（４）受託事業

「大分県建築行政業務支援機関」として、市町村等から公共建築物建替工事実施設計業務等を受託する。また、
県教育委員会等から職員住宅、公共施設等の改修工事に係る設計監理業務等を受託し実施する。

関係機関
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大分県土地開発公社
１．概 要
（１）法人名 大分県土地開発公社
（２）事務所の所在地 大分市城崎町１丁目２番３号 TEL（代表）０９７‐５３６‐１４４６
（３）法人の種別 特別法人
（４）設立の根拠法 公有地の拡大の推進に関する法律

（昭和４７年法律第６６号）
（５）設立登記年月日 昭和４８年３月３１日
（６）基本財産の額 ３０，０００千円（全額大分県出資）
（７）沿革

昭和３５年１０月２４日財団法人大分県開発公社（基本財産１，０００千円）として発足以来、新産都一期計画の背後
地の整備事業用地並びに進出企業のための住宅用地の取得・造成工事及び内陸工業用地の取得等を推進してき
た。
昭和４８年３月には、「公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法律第６６号）」に基づく特別法人大分県
土地開発公社として組織改正され、大分自動車道、東九州自動車道及び一般国道、地方道等の道路用地や河川・
ダム用地、公園、学校等の公共の用に供する土地の取得造成などに取り組み、また、大分北部中核工業団地、
大分インテリジェントタウンや流通業務団地、内陸工業用地として、大分市等のキヤノン用地の取得・造成事
業や玖珠工業団地の造成事業を実施した。

２．業務内容
（１）道路改良工事及び新設工事に係る土地の取得
（２）河川改修工事に係る土地の取得
（３）住宅建設に係る土地の取得及び造成
（４）学校建設に係る土地の取得及び造成
（５）公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地の取得、造成及び管理
（６）内陸工業用地、流通業務団地、事務所及び店舗等に係る土地の造成事業並びに造成地についての賃貸
（７）上記事業の実施と併せて整備されるべき公共施設又は公用施設の整備で地方公共団体の委託に基づくもの及び

当該業務に付帯する業務
（８）その他公共用地の取得に関する調査、測量及び設計

３．令和７年度事業の概要（単位：千円）
（１）公有地取得事業（１，８５９，１００）

主な事業 ①鶴崎駅前松岡線（８０７，３９７）
②国道１９７号鶴崎拡幅（４５６，７９０）
③中津吉富線合馬交通安全（２９６，３７３）
④その他県内各地の公共用地の取得

（２）土地造成事業（１，５８８）
（３）あっせん等事業（９８２）
（４）関連施設整備事業（１，３５８，２８０）
（５）公有地売却事業（２，１６０，８０５）
（６）土地造成売却事業（３５３，３１９）

関係機関
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公益財団法人大分県建設技術センター

名 称 公益財団法人大分県建設技術センター

設立年月日

平成６年４月１日（民法第３４条に拠る財団法人として設立）

平成２５年４月１日（公益財団法人へ移行）

基本財産 ３，０００万円（出捐金 大分県２，０００万円 市町村１，０００万円）

所在地

総務部・技術部 TEL０９７‐５５２‐３２５５ FAX０９７‐５５２‐３４０３
〒８７０‐０９０５ 大分市向原西１丁目３番３３号
技術部 研修広報課・材料試験課 TEL０９７‐５５６‐２９８２ FAX０９７‐５５６‐３０７３
〒８７０‐０９３３ 大分市花津留２丁目２番５号 花津留庁舎

１．目 的
良質な社会資本の整備と秩序ある県土づくりによる地域社会の健全な発展を目指し、それらを担う人材の育成、社

会資本の整備や維持管理及び安全・安心を共有できる社会づくりへの支援等を行い、もって広く県民の福祉の増進に
寄与することを目的とする。

２．概 要

３．事 業
（１）社会資本の整備及び県土づくりを担う人材育成に向けた技術・技能の研修、普及啓発及び情報提供事業
（２）社会資本の整備や維持管理、県土づくり等に関する技術相談及び積算、技術審査、品質監理、検査等に係る支

援事業
（３）社会資本の品質確保に係る各種材料試験及び調査研究事業
（４）社会資本の情報化へ向けての支援事業
（５）その他目的を達成するために必要な事業

４．組 織 図

関係機関
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５．業務内容
５‐１．研修広報事業

（１）研修事業
■当センターは大分県内の県・市町村・建設業界の土木技術職員の資質向上を図るための研修を実施していま
す。
■この計画は、令和７年６月２３日現在のものです。都合により、計画を変更することがあります。

（企画・運営：（公財）大分県建設技術センター）
▼専門技術研修

№ 研修名 開催日 時間 受講対象者 階層／
区分の目安＊１ 受講形式

定員
研修会場

会場 オンライン

１ 土木行政の基礎知識と建設業・
建設関連業の役割

５月８日（木） １０：００～１５：５０ 県・市町村職員
建設会社（土木）
測量・設計会社
地質調査会社

新任（１年目）
／必修 会場

８０ － 【１日目】座学

５月９日（金） ９：００～１２：００ ８０ － 【２日目】現場見学

２ 公共工事の監督・検査 ５月１５日（木） １３：３０～１６：１０ 県・市町村職員
技師・主任・
主査／選択
検査担当職員

会場
オンライン ７０ １００ （公財）大分県建設技術センター

花津留庁舎研修室

３ 土木工事積算の基本 ５月２０日（火） １３：３０～１６：３０

県・市町村職員
建設会社（土木）
測量・設計会社
地質調査会社

新任（１年目）
／必修 会場 ７０ － （公財）大分県建設技術センター

花津留庁舎研修室

４

土木工事積算演習【基礎編】
（県・市町村職員）
※５／２７（火）開催の研修内容
と同じ

５月２６日（月） １０：００～１６：００ 県•市町村職員 新任（１年目）
／必修 会場 ３０ － （公財）大分県建設技術センター

花津留庁舎研修室

５

土木工事積算演習【基礎編】
（県・市町村職員）
※５／２６（月）開催の研修内容
と同じ

５月２７日（火） １０：００～１６：００ 県・市町村職員 新任（１年目）
／必修 会場 ３０ － （公財）大分県建設技術センター

花津留庁舎研修室

６ はじめての土木測量 ７月１日（火） １０：００～１６：００ 県・市町村職員 新任（１年目）
／必修 会場 ５０ － （公財）大分県建設技術センター

花津留庁舎研修室

７ 災害復旧実務 ６月５日（木） １０：００～１５：４０ 県・市町村職員 新任（１年目）
／必修 会場 ６０ － （公財）大分県建設技術センター

花津留庁舎研修室

８ 建築積算研修【設備編】 調整中 １０：００～１６：００ 県・市町村職員 － 会場 ７０ － （公財）大分県建設技術センター
花津留庁舎研修室

９ 土木技術者のためのＶＥワーク
ショップ

６月１９日（木）
６月２０日（金）

９：００～１７：００
９：００～１７：００

県・市町村職員
建設会社（土木）
測量・設計会社
地質調査会社

新任（３年目）
／必修

全階層／任意
会場 ２５ － （公財）大分県建設技術センター

花津留庁舎研修室

１０
技術者として必要なコミュニ
ケーション力のスキルアップセ
ミナー

６月２７日（金） １３：３０～１６：３０

県・市町村職員
建設会社（土木）
測量・設計会社
地質調査会社

新任（１年目）
／必修

全階層／特別

会場
オンライン ７０ １００ （公財）大分県建設技術センター

花津留庁舎研修室

１１
「知っておくべき地盤の調査と
評価（合理的な基礎・地盤の設
計・施工に向けて）」（民間）

７月９日（水） ９：５０～１６：２０
建設会社（土木）
測量・設計会社
地質調査会社

－ 会場
オンライン ７０ １００ （公財）大分県建設技術センター

花津留庁舎研修室

１２
「知っておくべき地盤の調査と
評価（合理的な基礎・地盤の設
計・施工に向けて）」（行政）

７月１０日（木）
～７月１１日（金）

９：５０～１６：２０
９：５０～１６：２０ 県・市町村職員 技師・主任／

必修
会場

オンライン ７０ １００ （公財）大分県建設技術センター
花津留庁舎研修室

１３ 実施例に学ぶ施工計画と現場管
理のポイント ７月１８日（金） １３：１５～１６：４５

県・市町村職員
建設会社（土木）
測量・設計会社
地質調査会社

技師・主任／
選択

会場
オンライン ７０ １００ （公財）大分県建設技術センター

花津留庁舎研修室

１４ ミドルマネジメントの強化 ７月２３日（水） １０：００～１６：００

県・市町村職員
建設会社（土木）
測量・設計会社
地質調査会社

主査以上／
選択

会場
オンライン ７０ １００ （公財）大分県建設技術センター

花津留庁舎研修室

１５ アスファルト舗装技術 ８月１日（金） １０：００～１６：００

県・市町村職員
建設会社（土木）
測量・設計会社
地質調査会社

技師・主任／
選択

会場
オンライン ７０ １００ （公財）大分県建設技術センター

花津留庁舎研修室

１６ はじめてみよう！３DCAD
【入門編】 ８月７日（木） １０：００～１６：００

県・市町村職員
建設会社（土木）
測量・設計会社
地質調査会社

技師・主任／
選択 会場 ２０ － （公財）大分県建設技術センター

花津留庁舎研修室

１７ はじめてみよう！３DCAD
【応用編】 ８月８日（金） １０：００～１６：００

県•市町村職員
建設会社(土木)
測量•設計会社
地質調査会社

技師・主任/
選択 会場 ２０ － （公財）大分県建設技術センター

花津留庁舎研修室

関係機関

関
係
機
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№ 研修名 開催日 時間 受講対象者 階層／
区分の目安＊１ 受講形式

定員
研修会場

会場 オンライン

１８ 現場のマネジメントと安全管理 ８月２２日（金） １０：００～１６：１０

県・市町村職員
建設会社（土木）
測量・設計会社
地質調査会社

主任・主査／
選択

会場
オンライン ７０ １００ （公財）大分県建設技術センター

花津留庁舎研修室

１９ 必ず身につくコンクリートの基
礎知識 ８月２７日（水） １０：００～１６：００

県・市町村職員
建設会社（土木）
測量・設計会社
地質調査会社

技師・主任／
選択

会場
オンライン ７０ １００ （公財）大分県建設技術センター

花津留庁舎研修室

２０ 業務効率化のためのプログラミ
ングスキル養成講座【基礎編】 ８月２９日（金） １０：００～１６：００

県・市町村職員
建設会社（土木）
測量・設計会社
地質調査会社

全階層／任意 会場 ２０ － （公財）大分県建設技術センター
花津留庁舎研修室

２１ 地盤リスクと斜面・地すべり対
策 ９月５日（金） １０：００～１６：００

県・市町村職員
建設会社（土木）
測量・設計会社
地質調査会社

主任・主査／
選択

会場
オンライン ７０ １００ （公財）大分県建設技術センター

花津留庁舎研修室

２２ 業務効率化のためのプログラミ
ングスキル養成講座【応用編】 ９月１９日（金） １０：００～１６：００

県・市町村職員
建設会社（土木）
測量・設計会社
地質調査会社

全階層／任意 会場 ２０ － （公財）大分県建設技術センター
花津留庁舎研修室

２３ 河川環境と景観 ９月２６日（金） １０：００～１５：００

県・市町村職員
建設会社（土木）
測量・設計会社
地質調査会社

主任・主査／
選択

会場
オンライン ７０ １００ （公財）大分県建設技術センター

花津留庁舎研修室

２４ 土木材料と品質管理【舗装編】 １０月３日（金） １０：３０～１６：００

県・市町村職員
建設会社（土木）
測量・設計会社
地質調査会社

技師・主任／
選択 会場 ２０ － （公財）大分県建設技術センター

花津留庁舎研修室

２５ 土石流対策えん堤の計画と設計 １０月１０日（金） １０：００～１６：００

県職員
建設会社（土木）
測量・設計会社
地質調査会社

技師・主任／
選択

砂防担当／
必修

会場
オンライン ７０ １００ （公財）大分県建設技術センター

花津留庁舎研修室

２６ インフラ点検のポイント
【橋梁・トンネル】 １０月１７日（金） １３：３０～１６：３０

県・市町村職員
建設会社（土木）
測量・設計会社
地質調査会社

技師・主任/
選択

会場
オンライン ７０ １００ （公財）大分県建設技術センター

花津留庁舎研修室

２７ インフラ点検・診断実地研修
【トンネル】 １０月２４日（金） ９：３０～１６：００

県・市町村職員
建設会社（土木）
測量・設計会社
地質調査会社

技師・主任／
選択 会場 ２０ － 【点検実習】未定

【模擬診断】花津留庁舎

２８ 建設ＤＸ【設計・施工編】 １０月３１日（金） １０：００～１５：４０

県・市町村職員
建設会社（土木）
測量・設計会社
地質調査会社

技師・主任／
選択

会場
オンライン ７０ １００ （公財）大分県建設技術センター

花津留庁舎研修室

２９ 道路の計画と設計 １１月７日（金） １０：００～１６：００

県・市町村職員
建設会社（土木）
測量・設計会社
地質調査会社

技師・主任／
必修

会場
オンライン ７０ １００ （公財）大分県建設技術センター

花津留庁舎研修室

３０ 補修補強工事の実際と解説 １１月１４日（金） １０：００～１６：００

県・市町村職員
建設会社（土木）
測量•設計会社
地質調査会社

技師・主任/
選択

会場
オンライン ７０ １００ （公財）大分県建設技術センター

花津留庁舎研修室

３１ 補強土壁工の調査・設計・施工 １１月２１日（金） １０：００～１６：００

県・市町村職員
建設会社（土木）
測量・設計会社
地質調査会社

技師・主任／
選択

会場
オンライン ７０ １００ （公財）大分県建設技術センター

花津留庁舎研修室

３２ 橋梁の計画から施工まで １１月２８日（金） １０：００～１６：００

県・市町村職員
建設会社（土木）
測量・設計会社
地質調査会社

技師・主任／
必修

会場
オンライン ７０ １００ （公財）大分県建設技術センター

花津留庁舎研修室

１，８７５ １，８００

関係機関

＊１ 階層／区分の目安：大分県土木建築部人材育成計画により定められたもの

関
係
機
関
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研 修 名 開催日 時 刻 受講対象者 会 場 定員
１ コンクリートの不思議（１回目） 未定 － 未定 未定 ２０名
２ コンクリートの不思議（２回目） 未定 － 未定 未定 ２０名
３ コンクリートの不思議（３回目） 未定 － 未定 未定 ２０名

▼一般県民向け研修

●所在地
（公財）大分県建設技術センター研修棟（〒８７０‐０９３３ 大分市花津留２‐２‐５）
https : //sites.google.com/view/oitacontech-seminar （TEL）０９７‐５５６‐２９８２

（２）新規採用土木技術職員研修 県及び市町村の新規採用土木技術職員等を対象に、早期に活躍できるよう基礎的、
実務的な知識・能力を習得させるため、積算及び災害復旧等の個別指導を行う。

（３）長期建設技術実務研修 市町村技術職員を対象に資質の向上並びに専門的な知識及び技術の習得を図り、もっ
て市町村建設行政の能率的な運営に資する目的で長期（１年以内）の実務研修を実
施する。
なお、実施にあたっては、センターが人件費を含む研修費用を負担して派遣元が研
修生を出しやすい環境を提供する。

（４）講師派遣事業 建設関係団体や地域住民グループの要請に基づき、社会資本整備推進や技術者の育
成に取り組むため、講師等としてセンター職員を派遣する。

（５）広報事業 土木技術等に関する情報の収集、発信を行う。また、一般県民への見学会を開催す
るなど、産学官連携を通じて建設事業に対する一般県民の理解の促進を図る。

５‐２．土木積算等技術支援事業

（１）技術審査・積算支援事業 設計時の技術的課題に対する専門的見地からの助言および設計成果の審査
技術的難易度の高い工事設計書の積算を支援

（２）品質監理支援事業 公共工事の品質・出来形・安全・工程・施工体制に関する総合的な施工監理の支援
（３）災害等緊急時支援事業 災害復旧の調査設計に係る技術指導、助言

査定設計書および査定後の工事設計書の積算を支援
大分県防災エキスパート技術者派遣制度による支援

（４）資料作成支援事業 道路台帳調製管理等、各種資料の作成を支援

５‐３．建設材料試験、審査事業

（１）建設材料試験事業 公共土木施設等の耐久性や安全性等の品質を確保するため、県内唯一の公的試験機
関としての県の品質管理基準に定める各種建設材料の試験を行う。
①コンクリート試験 ②鋼材試験 ③骨材試験 ④土質試験 ⑤アスファルト試験

（２）アスファルト混合物
事前審査事業

公共工事等に使用するアスファルト混合物の品質向上を目的に県内唯一の公的試験
機関として同混合物の事前審査及び品質の認定を行う。
①密度試験 ②マーシャル安定度試験 ③アスファルト抽出試験
④ふるい分け試験 ⑤ホイールトラッキング試験

関係機関

関
係
機
関
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サイトのお問い合わせフォームより、

いつでもご相談ください！

５‐４．情報化支援事業

（１）情報化技術・教育支援事業 公共事業に情報化技術を活用し効率化を図るCALS/ECの導入、運用支援を行う。
①CALS/EC普及支援
②IT教育研修
③CALS/EC関連システムの運用、保守

（２）積算システム運用事業 公共調達の適切な入札・契約に資するため、地方自治体が発注する工事、委託業務
の費用算出システム（県市町村共同利用型積算システム）に関する運用保守等を行
う。

５‐５．その他

（１）市町村よろず技術相談 これまで培った知識・経験をもとに、公共工事に携わる職員の「困った」を解決す
るための手助けとなる市町村よろず支援を開設した。専門スタッフが無料で相談に
乗る。

担当：技術部 鷲見（すみ）・阿部（あべ）・戸高（とだか）・高橋（たかはし）・
佐藤（さとう）・大野（おおの）・豊田（とよだ）

（２）市町村建設行政職員への技術支援 市町村の建設行政に携わる職員の基礎的技術力の向上等を目的として、ＯＪＴ研修
等を行っている。

関係機関

関
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資 料 編





事 業 名
公
単
別

平成29年度
最終予算額

平成30年度
最終予算額

令和元年度
最終予算額

令和２年度
最終予算額

令和３年度
最終予算額

令和４年度
最終予算額

令和５年度
最終予算額

令和６年度
最終予算額

令和７年度
当初予算額

企 画 総 務 費 ０ ０ ０ ０ ０ ０ １００ ０ ０

企 画 連 絡 調 整 費 単 １００

通 商 貿 易 振 興 費 ０ ２２，６８０ ２２，６８０ １８，６８０ １７，６８０ １６，６８０ １５，３４７ １５，３４７ １５，３４７

東九州海上物流拠点推進事業費 単 ２２，６８０ ２２，６８０ １８，６８０ １７，６８０ １６，６８０ １５，３４７ １５，３４７ １５，３４７

観 光 開 発 費 ４８，６４８ １４，１９０ １１，９１８ １６，１９９ １６，９７７ ６，９６６ ２６，２７２ １５，５５４ ３，３１９

観光施設維持管理調査事業費 単 ２，３２９ ２，３２９
観光地沿道景観づくり推進事業費 〃 ３３５ ３３５ ３３６ ３３６ ３９５ ３９５ ４８８ ４８８ ４８８
おもてなし観光案内標識整備事業費 〃 ３７，５００ ３，０７４
魅力ある景観づくり推進事業費 〃 ８，４８４ ８，４５２ １１，５８２ １５，８６３ １６，５８２ ６，５７１ ２１，５３２ １１，０２８ １，５７１
広域景観保全・形成推進事業費 〃 ４，２５２
広域景観エリア魅力発信事業費 〃 ４，０３８ １，２６０

土 木 総 務 費 ９８４，７６７ １，０５５，３６６ １，１９５，４６９ １，６７５，１２２ １，１０８，６３３ １，１５６，７３３ １，０８０，０２８ １，０７３，２１９ ２，２０５，８５２

給 与 費 単 ６４９，７８５ ６４３，５７２ ７９８，７８６ ７５７，３４５ ７１４，７６１ ６８７，２３５ ５８４，６４３ ６１０，８５７ ６９４，７６０
土 木 事 務 所 運 営 費 〃 ８８，７９４ ８８，４６３ １０１，３３１ １２９，６９２ １２３，８７９ １４１，００１ １４７，９７２ １７４，６７４ １８２，５２９
東日本大震災・熊本地震被災者支援事業費 〃 ３，１８８
被 災 地 復 興 支 援 事 業 費 〃 ２，７６８ ２，０２４ １，５６１ １，０７４ ７６３ １，３７８ ２，２１７
公共用地先行取得事業費 〃 １，０００，０００
用 地 取 得 対 策 費 〃 １，５５２ １，５５２ １，５５４ １，３５６ １，３５６ １，３５６ １，５５６ １，０６１ １，５５６
収用委員会費（収用委員報酬を含む） 〃 ３，４５８ ２，５５７ ２，５４４ １，６５１ １，９４９ ２，９６５ ３，１００ ３，７９４ ５，６７１
企 画 調 整 検 査 費 〃 １８，９８４ １９，０１８ ２２，１７２ ２１，７９４ ３３，７４２ ２１，５９５ ２１，８３１ ２２，１３６ ２２，１３６
公共事業情報システム開発事業費 〃 ７４，３８５ ４４，５０６ ６５，４８５ ３５，０５０
設 計 Ｖ Ｅ 強 化 事 業 費 〃 ３，６９６ ３，６９５ ３，７６６ ２，８７２
情報システム運営事業費 〃 １０，６８６ １０，６８３ １０，６７４ １０，５７０ １０，８２８ ４，５６１ ４，３８３ ４，０１３ ３，７３０
共 生 の ま ち 整 備 事 業 費 〃 ８０，０００ ８０，０００ ８０，０００ ８０，０００ ８０，０００ ８０，０００ ８０，０００ ８０，０００ ８０，０００
安全・安心を支えるインフラ点検事業費 〃 ２１，０００ ２１，０３０ ２６，０６１ ２６，０９０ ２６，０９０ ２６，０９０ ２６，０９０ ２６，０９０ ２６，０９０
地域の安心基盤づくりサポート事業費 〃 ７８，９１４ ７２，０００ ８２，０００ ８２，０００ ８２，０００ ８２，０００ ８２，０００ ８２，０００ ８２，０００
社会インフラ災害情報収集力強化事業費 〃 ３，１７９ ９，０６１
地域協働型土木行政推進事業費 〃 １，６４２ １，６４２ １，９０１ １，９９８ ２，２１３ １，６６０ ２，２４４ ２，２４４ ２，２４４
諸 費 〃 １８，５８９ ２３，６４０ ６１，３５６ ２３，６９７ ２９，８９１ ８０，１７２ ２３，８０６ ４１，１７０ ２７，１８０
高速自動車道建設促進事業費 〃 １，３００ １，３００ １，３００ ８５０ ８５０ １，３００ １，３００ １，４００ １，４００
建設産業ＤＸ推進事業費 〃 ２６，７９８ ２９，１４１ ２２，４０２
建設産業ＤＸ加速化事業費 〃 ３９，２８９
ドローン活用高度化事業費 〃 ５，７１４
観光道路等環境整備事業費 〃 ４８９，１４０

建 設 業 指 導 監 督 費 ７３，５３１ ８５，９２５ ４８，８１９ ６６，１７１ ６９，０６９ ６９，６３５ ７０，７３２ ６６，０９１ １４５，０３７

建 設 業 許 可 事 務 費 単 ９，４２０ ６，６９５ ６，８７４ ５，９６８ ６，５２６ ７，１２６ ６，９５８ ７，２００ ８，１７２
建 設 業 育 成 指 導 費 〃 ５０，０００ ５０，０００ １０，０００ １０，０００ １０，０００ １０，０００ １０，０００ １０，０００ １００，０００
建 設 統 計 受 託 事 務 費 〃 １，２９１ １，２６３ １，２７２ １，２７２ １，２７２ １，２７２ １，２７２ １，２７２ ６３６
公 正 入 札 推 進 事 業 費 〃 ２，４０４ ２，４０４ ２，４８７ ２，４３３ ２，４３３ ２，４３３ ２，４４４ ２，４４４ ２，４４４
建設産業構造改善・人材育成支援事業費 〃 １０，４１６ ２５，５６３ ２８，１８６ １９，５２２ ２０，９１９ ２０，８８５ ２０，８４５ １３，９６２ １６，８００
建設産業女性活躍推進事業費 〃 ２６，９７６ ２７，９１９ ２７，９１９

土木建築部の予算概要
１．土木建築部関係予算の事業別推移
一般会計（１） （単位：千円）
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平成30年度
最終予算額

令和元年度
最終予算額

令和２年度
最終予算額

令和３年度
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令和４年度
最終予算額

令和５年度
最終予算額

令和６年度
最終予算額

令和７年度
当初予算額

建設産業女性活躍加速化促進事業費 〃 ２９，２１３ ３１，２１３
建設産業女性人材確保・活躍推進事業費 〃 １６，９８５

建 築 指 導 費 ６，７７４ ６，９７４ ６，７５９ ５，２７０ ５，２３０ ５，５５２ ６，５７０ ７，２２６ ７，３７６

建築基準法等施行事務費 単 ４，８５３ ４，９３６ ４，７４７ ３，４４０ ３，４７０ ３，４３１ ４，５３９ ４，７７７ ４，４８４
宅 地 建 物 取 引 業 指 導 費 〃 １，９２１ ２，０３８ ２，０１２ １，８３０ １，７６０ ２，１２１ ２，０３１ ２，４４９ ２，８９２

営 繕 費 ３，４６５，３４６ ３，３３５，１２７ ３，１１９，４１９ ６３０，９０４ ２１６，２０６ ６３４，９３０ １，６２０，８９６ ７２２，４８８ ９９８，０２２

県有建築物防災対策推進事業費 単 ３５９，３３０ １０２，９４６ ３６４，１１７ ８５，２５７ ９６，０３８ ５２０，４２３ １，５００，４７２ ５９５，９２６ ７４８，９６８
県 有 建 築 物 保 全 事 業 〃 １，９１５，８９９ ２，０２２，２２２
県有建築物脱炭素化調査事業費 〃 ６，１３８ ９，４３０
庁 舎 営 繕 費 〃 １１５，２４７ １１３，６０６ １１３，５４４ １１８，２４１ １１７，５９１ １１１，６７４ １１６，５０８ １１５，５７４ １１５，５６２
営 繕 管 理 費 〃 ２，７８９ ２，７８９ ２，８２１ ２，１４５ ２，５７７ ２，８３３ ３，９１６ ４，８５０ ４，８６２
営 繕 関 係 受 託 事 業 費 〃 １，０７２，０８１ １，０９３，５６４ ２，６３８，９３７ ４２５，２６１ １１９，２００

道 路 橋 梁 総 務 費 ３８５，０１２ ３８７，６５６ ３９２，７７３ ５０３，２２８ ３６７，７５３ ３５１，９９３ ３２６，３８０ ３５７，８８３ ５７０，５１５

給 与 費 単 １４，７４９ １４，６１６ １４，６５３ １４，５８５ １４，３７４ １４，１９４ １４，３５６ １４，５４３ １５，３５０
道 路 管 理 費 〃 ２７２，３９１ ２７４，２４６ ２７７，８３１ ２８７，２７０ ２５９，７２６ ２４３，７５３ ２１８，１２６ ２４９，４１６ ２６２，６８６
市 町 村 指 導 監 督 事 務 費 〃 １，１７７ １，１９９ １，４９４ １，２９４ ９７４ １，３６７ １，２１９ １，２４５ ４，８００
道 路 橋 梁 調 査 費 〃 ９６，６９５ ９７，５９５ ９８，７９５ ９２，６７９ ９２，６７９ ９２，６７９ ９２，６７９ ９２，６７９ ２８７，６７９
道 路 交 通 情 勢 調 査 費 〃 １０７，４００

道 路 維 持 費 ２２，１３２，６３４ ２０，４６８，５９７ ２４，５１５，３２３ ２７，２４３，６５０ ２２，２３８，２２１ ２２，４７５，３１２ ２２，３４３，０５３ ２１，４６８，３１１ ２０，３４６，３１２

給 与 費 単 ８８１，１１５ ９９３，２１４ ８０２，２８９ ８９８，３００ ９９１，８０９ ９６４，２６６ ９６６，８４９ １，０２４，６５３ １，０３１，９９５
道 路 維 持 修 繕 費 〃 ２，４０６，７６１ １，９０６，７７０ ２，０４１，３２５ １，９７１，９４７ ２，０００，５０９ ２，０４１，６００ ２，０５８，８５６ ２，５９９，７８５ ２，６１７，６４８
（ 維 持 諸 費 ） １４９，９５８ １１１，５５３ １１５，０４６ １２８，３５１ １１８，４７１ １１８，４７１ １２０，３０９ １２４，５６８ １２０，５７７
（ 道 路 環 境 整 備 費 ） ２，２５６，８０３ １，７９５，２１７ １，９２６，２７９ １，８４３，５９６ １，８８２，０３８ １，９２３，１２９ １，９３８，５４７ ２，４７５，２１７ ２，４９７，０７１
交 通 安 全 事 業 費 単 ５０９，４００ ４６８，２００ ４８２，９２９ ４９４，０２１ ５０３，２００ ５０３，２２０ ５０３，２００ ５０３，２００ ５０３，２００
（ 第 二 種 事 業 費 ） １５０，０００ １４８，８００ １４８，８００ １４８，８００ １４８，８００ １４８，８００ １４８，８００ １４８，８００ １４８，８００
（ 交 通 安 全 維 持 費 ） ２６９，０００ ２２９，０００ ２４３，７２９ ２５４，８２１ ２６４，０００ ２６４，０００ ２６４，０００ ２６４，０００ ２６４，０００
（弱者事故対策事業費） ９０，４００ ９０，４００ ９０，４００ ９０，４００ ９０，４００ ９０，４００ ９０，４００ ９０，４００ ９０，４００
道 路 防 災 事 業 費 単 ２，１２４，５００ １，０８４，５００ ９２４，５００ ９２４，５００ ９２４，５００ ９２４，５００ ９２４，５００ ９２４，５００ ９２４，５００
身 近 な 道 改 善 事 業 費 〃 ８００，０００ ８００，０００ ８００，０００ ８００，０００ ８００，０００ ８００，０００ ８００，０００ ８００，０００ ８００，０００
側 溝 整 備 事 業 費 〃 １００，０００ ９５，４００ ９１，６１５ ９１，６１５ ９１，６１５ ９１，６１５ ９１，６１５ ９１，６１５ ９１，６１５
道 路 施 設 補 修 事 業 費 〃 ３，１５８，６２２ ２，４２７，５０７ ２，７２９，０２８ ２，７２９，０２８ ２，７２９，０２８ ２，７２９，０２８ ２，７３０，０２８ ２，７３４，７１９ ２，７５９，０２８
交 通 安 全 事 業 費 公 ２，６３３，０４７ ２，７９１，５８９ ４，１０１，１８５ ４，９８３，３７７ ２，５９３，９２４ ３，０９９，４４２ ２，９１１，４８０ ２，９７５，２８６ ２，３３５，３８２
道 路 防 災 事 業 費 〃 ２，２８６，６１７ ２，５３１，３０７ ３，４７０，７８２ ４，０５８，４７７ ２，１４９，９２５ １，５４０，０７１ １，４３４，５６９ １，４６４，５９７ １，５０６，４１２
道 路 施 設 補 修 事 業 費 〃 ７，２１６，５７２ ７，２２７，６１０ ８，９９０，６７０ １０，１２６，３８５ ９，４１７，７１１ ９，７３５，５９０ ９，７６９，９５４ ７，９８３，２０６ ７，３９８，２０７
道 路 災 害 関 連 事 業 費 〃 ３３０，７５０ ３３６，０００
クリーンロード支援事業費 単 １６，０００ １６，０００ １６，０００ １６，０００ １６，０００ １６，０００ １６，０００ １６，０００ １６，０００
おもてなしの観光道路等環境整備事業費 〃 １２６，５００ ６５，０００
安全・安心な道路環境創出事業費 〃 ３０，０００ ２０，０００ ３０，０００ ３０，０００ ２０，０００ ２０，０００
空港道路情報表示装置改修事業費 〃 １２０，０００
道路情報板オンライン化事業費 〃 ６，３２５
おもてなしの道路等環境整備事業費 〃 １０６，００２

予 算

一般会計（２） （単位：千円）
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平成30年度
最終予算額

令和元年度
最終予算額

令和２年度
最終予算額

令和３年度
最終予算額

令和４年度
最終予算額

令和５年度
最終予算額

令和６年度
最終予算額

令和７年度
当初予算額

道 路 新 設 改 良 費 ２４，６９４，６３１ ２４，３１２，４０５ ２８，４４１，１１６ ３５，９６６，８０３ ２７，１０４，２６８ ２６，９５６，２２４ ２９，０４０，６７４ ３０，２２１，４５５ ２４，１７０，７１２

給 与 費 単 １，４９６，７７２ １，５３４，３９２ １，４６８，５４６ １，４６８，４１８ １，５３８，８３０ １，５０７，９４０ １，４９２，４３０ １，６０２，２７４ １，７１７，９９８
道 路 改 良 事 業 費 〃 ４，０７５，０８０ ４，０７５，０８０ ４，０７５，０８０ ４，０７５，０８０ ４，０７５，０８０ ４，０７５，０８０ ４，０７５，０８０ ４，０７５，０８０ ４，０７５，０８０
道 路 改 良 事 業 費 公 １６，１０５，４２４ １６，１３８，８４０ １９，９７８，０７３ ２４，５８１，１７３ １６，２６８，２０５ １６，７２４，９４７ １９，６６５，８９５ ２０，７９７，８９０ １５，０３２，３０９
国 直 轄 道 路 事 業 負 担 金 〃 ３，０１３，４２８ ２，５４５，７１７ ２，９１３，７１８ ５，８１０，０４３ ５，１９７，９８９ ４，６３０，４９５ ３，６７２，２９１ ３，６０７，１５７ ３，０２９，８１０
道 路 関 係 受 託 事 業 費 受 ３，９２７ １８，３７６ ５，６９９ ３２，０８９ ２４，１６４ １７，７６２ １３４，９７８ １３９，０５４ ３１５，５１５

橋 梁 新 設 改 良 費 １５７，４６２ １５６，９６０ １５７，２５３ １５７，０８４ １５６，５６０ １５６，１０５ １５６，６４６ １５７，２７９ １５８，９９１

給 与 費 単 ３３，９６２ ３４，０６０ ３４，３５３ ３４，１８４ ３３，６６０ ３３，２０５ ３３，７４６ ３４，３７９ ３６，０９１
橋 梁 整 備 事 業 費 〃 １２３，５００ １２２，９００ １２２，９００ １２２，９００ １２２，９００ １２２，９００ １２２，９００ １２２，９００ １２２，９００

河 川 総 務 費 １，５６５，８６５ ６９９，５１２ ４６０，０４９ ８４３，７５８ ７７０，６００ ７０５，３１４ ６１３，７６４ ７３２，８６３ ７５１，８５８

給 与 費 単 ７，３７８ ７，３１２ ７，３２６ ７，２９４ ７，１８７ ７，０９９ ７，１５１ ７，２２３ ７，６７９
河 川 海 岸 維 持 管 理 費 〃 １９０，０２１ １８８，００７ １８６，８１４ ２２５，５８９ ２５８，４３０ ２３８，７９７ １６８，２９６ １７２，３３３ １８５，６７７
ダ ム 管 理 費 〃 ５６，７０３ ５６，６２９ ５７，２３６ ６０，７２４ ８３，１３２ ６４，５４０ ６８，６９９ ７８，９２１ ８２，９０３
水 害 統 計 受 託 事 務 費 〃 ２３１ ２３１ ２３１ ２３１ ２３１ ２３１ ２３４ ５７ ５７
河 川 海 岸 調 査 費 〃 ３６７，７６３ ４３，３２９ ４３，３２９ １７３，３２９ ４６，３２９ ６１，３２９ ６５，８２９ １７３，３２９ １７３，３２９
災 害 復 旧 調 査 費 〃 ７１７，１３６ ２２５，０００ ９１，１１５ ２２５，０００ １１５，２１８ ２２５，０００ ２８２，５５５ ２５５，０００ ２２５，０００
公共水域等放置船対策事業費 〃 １１，７９７
筑後川水系水環境改善事業費 〃 ４０，０００ ４１，０００
中小河川等洪水時避難行動支援事業費 〃 ２９，８１５ ２１，０００ １７，０００ ４０，０００
高潮時避難行動支援事業費 〃 １２１，０００
洪水時等避難行動支援事業費 〃 １７４，８３６ １３８，００４ ３４，９９８ ８，１３５
総合治水対策推進事業費 〃 ３６，０００ ５０，０００ ５０，０００
地域との連携による宮川再生・活性化事業費 〃 ２，０００ ２，０００ ２，０００
津久見復興街なかにぎやかプロジェクト事業費 〃 １，０００ １，２５０ １，７５０
河川堤防緊急対策事業費 〃 ０ ９０，０００ ８４，０００
リバーパーク犬飼管理維持体制持続化事業費 〃 ２０６ １，３２３
洪水時河川情報提供事業費 〃 ７５，６０３
河川情報整備支援事業費 〃 ２，９００
洪水時危機管理体制強化事業費 〃 ２９，０００ ２９，０００
治水ダム管理高度化事業費 〃 ８，２１３

河 川 改 良 費 １４，００８，５８６ １４，８５１，５００ １９，２８３，２１２ ２３，８７５，０８９ １８，６４１，０７６ １４，７０８，１２４ １１，８３８，２１３ １１，６１７，５５５ １０，１４３，１２３

給 与 費 単 ２６３，６２１ ２７２，１２３ １８７，４６１ １８０，７６９ ３４６，２９１ ２８０，２５６ ３０３，６１３ ２８８，０５１ ３５２，５３０
河 川 海 岸 改 良 事 業 費 〃 ２，３２５，０００ １，２７０，０００ ７２５，０００ ７２５，０００ ７２５，０００ ９２５，０００ ９２５，０００ ９３４，７６９ ９２５，０００
緊 急 河 床 掘 削 事 業 費 〃 ３００，０００ ４５０，０００ ６５０，０００ ７５０，０００ ７５０，０００ ７５０，０００ ８００，０００ ８００，０００ ８００，０００
広 域 河 川 改 修 事 業 費 公 ３，２３９，４２１ ５，０４７，７４６ ７，４１７，７７８ ９，５４２，４６１ ５，６９９，８０１ ４，５２０，３０９ ４，４０９，４４７ ３，９９５，０６１ ３，７５７，１９１
河川緊急情報基盤整備事業費 〃 ６８４，００１ １８６，４２４ ５４，７７２ ３２４，３２８ ７９，８００ ９６，９５０ １１９，３５０ １０２，９００ ６８，２５０
統合一級河川整備事業費 〃 ３３７，０５０ ２６１，４５０
統合二級河川整備事業費 〃 ４４５，７１２ ２７２，１０４
障 害 防 止 対 策 事 業 費 〃 ２０１，９４６ １６３，２５９ １５４，６６９ １７２，５６１ １００，３６９ １０７，７９２ ７７，８５８ ２４２，５１７ ２５２，４７５
河 川 災 害 関 連 事 業 費 〃 ７１３，０７５ ５２８，５７９ １，０７３，８７２ １，４１５，５１８ ３３７，９０５ ９３９，８７４ ２３６，３００ ４６６，２７８ ２１８，３００
治 水 ダ ム 建 設 事 業 費 〃 ２，００１，０８０ ３，７１１，８５０ ４，６０８，７２０ ６，１６２，７３８ ６，６５２，５２７ ３，３００，３３７ １，０００，９６６ １，２８１，８４３ ８１２，７００
ダム情報基盤総合整備事業費 〃 １０３，１０２ ２６，２６９ １０５，０００ １１３，４００ ７３，５００ ３０，４５０ ３０，４５０ １６，２４０
国 直 轄 河 川 事 業 負 担 金 〃 ２，８９３，７６６ ２，０４０，３４１ ２，１９９，７９４ ２，３９０，５４７ １，１１４，６５０ １，２０４，４９１ １，７００，４２８ １，３４１，１８３ ６８８，８４２

予 算

一般会計（３） （単位：千円）
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事 業 名
公
単
別

平成29年度
最終予算額

平成30年度
最終予算額

令和元年度
最終予算額

令和２年度
最終予算額

令和３年度
最終予算額

令和４年度
最終予算額

令和５年度
最終予算額

令和６年度
最終予算額

令和７年度
当初予算額

河 川 関 係 受 託 事 業 費 受 ２８７，４４６ ２９５，０００ ５５４，５１０ ５９７，７６７ ７１１，２３３ ３１８，２７５ １８４，８０１ ９８，７１３ ２１７，８３５
災 害 関 係 受 託 事 業 費 〃 ２１３，３６６ ３２６，３５５ ５１，６３６ １８４，３９０
河川施設災害防止緊急対策事業費 単 １，５００，０００ １，５００，０００ ２，０５０，０００ ２，０５０，０００ ２，０５０，０００ ２，０５０，０００ ２，０５０，０００

海 岸 保 全 費 ４７８，１３８ １，５１０，６６５ １，１０１，６４９ １，４０２，００４ １，２４９，４５９ １，３７７，１３２ １，３４８，７１５ １，１１２，１１８ ８５７，０５０

給 与 費 単 １１５，５３０ １１９，５５６ １１４，７１２ １１６，２１９ １１２，６３１ １０７，０２５ １０９，０３１ １１１，７９４ １１４，４６８
海岸環境整備事業費（建設） 公 ８３，６８９ ４１，９３５ ６７，６４７ ２２，５８０ ６４，４３８ １２４，８６９ ９６，５２４ ９６，５２４ １１８，８８２
海岸環境整備事業費（運輸） 〃 ４８，６０９ １２５，７５０ １３６，７３５ ５，５４３
侵食対策事業費（運輸） 〃 ５７９，５１３ ５２，２９０ １４９，８００ １１２，７００ ８６，６９５ ８２，５００ ９３，１００ ７３，５００
津波危機管理対策緊急事業費 〃 １５１，２７０ ４５０，４６１ １５６，４５０ ２４１，６４０ ２４０，０３０ ３６２，７８０ ３９４，１００ ３５４，４００ ２４９，９００
国直轄海岸事業負担金（運輸） 〃 ７９，０４０ ３１９，２００ ５８４，８００ ７１９，９６０ ６２５，６６０ ６０３，７２０ ５８６，５６０ ４５６，３００ ３００，３００
港湾津波避難計画策定事業費 単 １５，０７０ １２，０００ ８，５００
地震・津波・高潮対策調査事業費 〃 ８２，０００ ７８，０００ ８０，０００

水 防 費 ５，５１１ ５，５１１ ５，５６３ ５，４６４ ３４，２１２ ３８，８８９ ３９，３１６ ４１，１５９ ４６，６５０

水 防 活 動 事 業 費 単 ５，５１１ ５，５１１ ５，５６３ ５，４６４ ３４，２１２ ３８，８８９ ３９，３１６ ４１，１５９ ４６，６５０

砂 防 費 １２，８４６，０６７ ８，９０５，３４３ ９，９５５，９９８ １６，６０６，５９６ １１，８２７，６５１ １２，８８５，５５３ １３，６８０，４６８ １４，５６０，９７５ ９，８８９，３８４

給 与 費 単 ２４７，３５７ ２８５，７８５ ２４６，５３８ ２０４，１７５ １４２，５６４ ２６４，３８７ ２５１，９３３ ２４６，１７３ ２８２，９１４
砂 防 維 持 管 理 費 〃 ５，６５０ ５，６５０ ５，７４５ ５，４５０ ５，４５０ ５，４５０ ５，４５０ ５，４５０ ５，４５０
砂防・地すべり監視事業費 〃 １６，７３０ １６，７３０ １６，７３９ １７，３４０ ２０，２８４ ２２，３１７ ２０，１５８ ２１，７００ ２３，５１６
砂 防 調 査 費 〃 １２６，９２１ ２７，８３４ ２１，９２１ ８１，９２１ ３４，７７１ ８１，９２１ ８１，９２１ ８１，９２１ ８１，９２１
土砂災害避難促進事業費 〃 ４３，４７５ ３９，８９９ ３０，５７５
土砂災害情報周知啓発推進事業費 〃 １３，３０５ １９，０００
砂 防 改 修 事 業 費 〃 ５３８，０６０ ４６５，０００ ２３７，０００ ２３７，０００ ２３７，０００ ２３７，０００ ２３７，０００ １６７，０００ １５２，０００
急傾斜地崩壊対策事業費 〃 ９００，０００ ７８７，０００ ６３０，０００ ６８０，０００ ７３０，０００ ７３０，０００ ７３０，０００ ８００，０００ ８００，０００
砂 防 施 設 再 生 事 業 費 〃 １２７，０００ ５３，３００ ５３，３００ ５３，３００ ５３，３００ ５３，３００ ５３，３００ ５３，３００ ５３，３００
通 常 砂 防 事 業 費 公 ８４７，４８５ ９９５，２８７ １，１１５，５２１ ３，０７４，１６１ ２，５７７，４２４ ２，３５７，９５７ ２，６５４，１７５ ３，０９７，１０８ １，４０１，３９０
火 山 砂 防 事 業 費 〃 １，３５６，１１９ ７９８，０７３ １，３５７，７０６ ２，６５４，８８０ １，３４９，３５３ １，５７１，０３８ １，４６８，２７４ １，７８８，９５７ ８１０，４１１
特 定 緊 急 砂 防 事 業 費 〃 １６９，４０５ １７８，５００ ２７６，１５０ ７０，３５０ ９２，４００ ６３，０００ ８３，６５０ ３９３，９２５ ５７，７５０
地 す べ り 対 策 事 業 費 〃 ４５９，６１０ ８７２，６９２ ８６８，７７８ １，００５，９０４ ５３３，４８４ ３９９，０１８ ４６８，２２５ ４８１，２１０ ３０５，１３２
特定緊急地すべり対策事業費 〃 ３５７，０００ １０，５００ ２２４，０００ ２１，０００
急傾斜地崩壊対策事業費 〃 １，６８４，９２１ １，４６３，１２０ １，７８２，５２１ ２，５７３，９５２ ２，６２０，５３８ ２，０１２，９６３ ２，６０１，１１６ ２，４１２，４３７ １，２３５，７００
砂防施設緊急改築事業費 〃 ２７１，０７１ ２１９，４５０ ２８９，６２４ １，７４４，３１３ ６７１，０２５ １，４７３，７１３ １，４７１，０９９ ２，０８６，４９０ ６９０，９００
砂 防 事 業 調 査 費 〃 １，６０２，０００ ２，２９８，０００ １，７２２，０００
土砂災害警戒区域等調査費 〃 ７０２，０００ ３５１，０００ ３５１，０００ ３５１，０００ ３５１，０００
障 害 防 止 対 策 事 業 費 〃 １３６，２０８
砂 防 災 害 関 連 事 業 費 〃 ５５１，９８０ ４４１，５８３ １，０１４，９９９ ２０６，８８１ ８６０，９９９ ２３２，０００
緊 急 砂 防 事 業 費 〃 １，４８４，９８６ ８２８，１３５ ４８６，５９１ ９１２，４９１ １，６９８，０００
緊急地すべり対策事業費 〃 ２，７６１，３７３ ４５１，５００ ３５３，２２０ １２０，０００
緊急急傾斜地崩壊対策事業費 〃 １０２，１７１ ３３４，８５９ ２２０，０００
急傾斜地崩壊危険区域緊急伐採事業費 単 ９，０００ ９，０００ ９，１６７ １３，２００
土砂災害情報提供強化事業費 〃 ７２，９２２ １２，７８８ ２２，１７６
砂防施設・急傾斜地災害防止緊急対策事業費 〃 １，３００，０００ １，３００，０００ １，７００，０００ １，７００，０００ １，７００，０００ １，７００，０００ １，７００，０００
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港 湾 管 理 費 １４９，４９２ １６０，０９３ ２６６，７６１ ４０２，４０４ ２９４，８２４ ２３８，７０２ １９６，９２８ ２６７，６６３ ２５６，１５５

港 湾 管 理 費 単 ２７，７０９ ３５，１２１ ２８，４３２ ３１，５３４ ３０，７４１ ３３，１８９ ３３，１８３ ３６，２７０ ４２，７１６
港湾環境整備施設管理運営事業費 〃 ２，５７４ ２，５７４ ２，５９７ ２，６３１ ２，５８８ ２，５８８ ２，５８８ ２，５８８ ２，５８８
大 分 港 振 興 室 運 営 費 〃 ２，１８８ ２，３７６ ２，４８５ ６，３６０ ２，５７７ ２，６２１ ２，６５７ ２，８７６ ２，７５３
公共水域等適正管理推進事業費 〃 ２，９２０ １０８，０４３ １１１，１４３ ３８，０９８ ２８，８７５ １８，１４４ １０，２４２ ７，７６３
港湾施設管理運営事業費 〃 ６７，４９７ ６７，４１２ ６８，１３７ ６８，５９６ ６８，６１９ ６８，５９９ ６８，６５１ ６８，９８２ ８３，６３０
港 湾 統 計 受 託 事 務 費 〃 ３，０９５ ３，２８５ ３，０９５ ３，１５３ ２，４３７ ３，０００ ３，１５３ ３，１５３ ３，１５３
港 湾 調 査 費 〃 ３２，０４０ ３２，０１６ ３２，０１６ ３２，０２２ ５２，０５５ ５２，０５５ ３２，０５５ ５２，０５５ ５２，０５５
港 湾 維 持 修 繕 事 業 費 〃 １４，３８９ １４，３８９ ２１，９５６ ２１，４９７ ２１，４９７ ２１，３５５ ２１，４９７ ２１，４９７ ２１，４９７
港湾施設整備事業特別会計繰出金 〃 １０６，５４０ ６０，５９０
別府港機械管理駐車場等管理維持体制持続化事業費 〃 １８，９２８ １５，６２２
カーボンニュートラルポート形成計画策定事業費 〃 １９，４２０ ８，０００ ５０，０００
カーボンニュートラルポート形成事業費 〃 １０，０００
港湾施設点検ドローン活用推進事業費 〃 ７，０００ ７，０００ ２０，０００
クルーズ船受入環境整備事業費 〃 ３０，０００

港 湾 建 設 費 １，９８１，７６７ １，８８７，３２７ ２，９６０，７３１ ４，１０２，０７５ ５，２３９，０４６ ６，４０９，６０１ ５，５１９，５９８ ３，５４３，６７５ ３，２２６，２４４

給 与 費 単 １８７，９５８ １８７，１０６ １６７，５３４ １８１，４８１ １４９，２０９ １３６，７１２ １２８，８１６ １４０，７５９ １５１，７９３
港 湾 改 良 事 業 費 〃 ４３，７１１ ４３，５１１ ２２３，５１１ ２２３，５１１ ２２３，５１１ ２２３，５１１ ２２３，５１１ ２２３，５１１ ２２３，５１１
重 要 港 湾 改 修 事 業 費 公 １９８，５６１ ２４１，１７２ ４９６，９８３ ６０９，８７０ ７８４，２６１ １，２１５，２７８ ８１１，８４０ ７７８，６６１ ６４８，２１５
地 方 港 湾 改 修 事 業 費 〃 ５１９，４３３ ４６０，３５１ ９５５，１２５ ７６４，４７５ １，４４５，４８２ ９１０，７０４ １，２３７，５９０ １，１３２，００７ １，０２２，７００
港 湾 環 境 整 備 事 業 費 〃 ５８，６５１ １１４，３５２ １２７，４０９ ２１，７３９ １２１，１９１ ６５２
港 湾 改 修 統 合 事 業 費 〃 ５４９，０６１ ３６４，９４７ ７０４，７５３ ３８０，１５１ ５３８，０８２ １，５５３，２５２ ８９６，７００ ６８６，７００ ８７５，７００
国 直 轄 港 湾 事 業 負 担 金 〃 ４２４，３９２ ４７５，８８８ ２８５，４１６ １，９２０，８４８ １，９７７，３１０ ２，３６９，４９２ ２，２２１，１４１ ５８２，０３７ ３０４，３２５

空 港 建 設 対 策 費 ５０１，７０２ ５５３，８２１ ３５９，３８４ ３１３，３８８ ６０１，０７１ ３４０，９１９ ２７０，５６９ ５２９，００６ ４５２，４１２

空 港 建 設 対 策 費 単 ９２７ ９２７ ９１３ ２，４９６ １，９４３ １４，２９９ １，０１８ ７６１ ８０９
国 直 轄 空 港 事 業 負 担 金 公 ５００，７７５ ５５２，８９４ ３５８，４７１ ３１０，８９２ ５９９，１２８ ３２６，６２０ ２６９，５５１ ５２８，２４５ ４５１，６０３

都 市 計 画 総 務 費 ７８，９８２ ７６，６０９ ７３，４７８ ８６，７９８ ６５，３０５ ７０，１２７ ７２，５１０ ５２，４７９ ５５，６０４

給 与 費 単 ２２，１２８ ２１，９２９ ２１，９８０ ２１，８７８ ２１，５６６ ２１，２９１ ２１，５５５ ２１，９６６ ２３，０２８
都市計画指導監督事務費 〃 １，７８３ １，８７４ １，８３６ １，８２５ １，６９５ １，６５０ ２，６１８ ２，４９１ ４，２００
都 市 政 策 推 進 費 〃 ３１，６２５ ３９，１０５ ４４，１０５ ５８，３５５ ３８，０１４ ４２，１３４ ４２，９８３ ２２，６４３ ２２，６４３
宅 地 耐 震 化 推 進 事 業 〃 ６，８７０
都 市 計 画 諸 費 〃 ５，３１４ ５，０００ ４，４０３ ４，１２０ ３，３４５ ４，０４４ ４，１８０ ４，２０９ ４，０８０
大分都市圏交通戦略推進事業費 〃 ９，９００ ７，２００
まちづくり総合支援事業費 〃 １，３６２ １，５０１ １，１５４ ６２０ ６８５ １，００８ １，１７４ １，１７０ １，６５３

土 地 区 画 整 理 費 ７，４１０ ７，３４４ ７，３５８ ７，３２６ ７，２１９ ０ ０ ０ ０

給 与 費 単 ７，３７８ ７，３１２ ７，３２６ ７，２９４ ７，１８７
大在土地区画整理事業費 〃 ３２ ３２ ３２ ３２ ３２

街 路 事 業 費 ２，０２３，９１３ １，５５５，４０７ ２，８１６，５７９ ４，８８５，２１６ ３，９２２，９７８ ４，０５９，１１４ ５，５４８，２２３ ７，４２５，０７６ ４，７０９，４９９

給 与 費 単 １７０，２９８ １８６，０９６ １３７，２３９ １３２，２９８ １２９，６５０ １３４，６４７ １１２，７５３ １０１，３３２ １２７，６２１
街 路 維 持 修 繕 費 〃 ３，３７１ ３，３７１ ３，３７１ ３，３７１ ９３４ ３，３７１ ３，３７１ ３，３７１ ３，３７１
街 路 改 良 事 業 費 〃 ３６７，５００ ３０３，１１８ ３０５，８００ ３１４，７０２ ３２４，５７０ ３３２，２７０ ３３２，２７０ ３３２，２７０ ３３２，２７０
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街 路 改 良 事 業 費 公 １，４８２，７４４ １，０６２，８２２ ２，３７０，１６９ ４，４３４，８４５ ３，４６７，８２４ ３，５７７，６４０ ５，０９９，８２９ ６，９８８，１０３ ４，２４６，２３７
都市計画事業関係受託事業費 受 １１，１８６

都 市 環 境 整 備 費 １，４７０，４４７ １，８０４，２９５ １，６２４，２６９ １，６６１，０９９ １，２８４，６５４ １，７１３，０９０ １，４３１，７０７ １，５８７，７５９ １，５７９，３３３

給 与 費 単 ５８，６６４ ６３，７２３ ５８，４８５ ５１，６０６ ６０，６４５ ５６，９１５ ５７，１４７ ５８，３４３ ６０，８９９
公 園 維 持 管 理 費 〃 １２５，２９５ １３０，１９０ １３１，３８５ １３９，３５８ １４０，４６５ １４５，７０６ １４６，７３８ １４８，８６２ １４３，０８６
大分スポーツ公園等管理運営事業費 〃 ４６０，０１７ ４８６，７９３ ５１６，５４２ ５１１，２４０ ５１６，９３７ ５２２，８９６ ５１４，７９０ ５５８，７２５ ５６７，９６８
ハーモニーパーク環境整備事業費 〃 ４０，０００
県営都市公園施設整備事業費 〃 ２３７，９２６ ７７２，５５５ ３９３，６２５ ３６，４２４ ５１，１３０ ３５，５００ ３３，０７７ ３４，７６１ ３５，３６６
県営都市公園長寿命化等対策事業費 公 ２４９，４２９ ７５，０５０ ２３２，０５０ ５９３，１１０ １８５，６００ ５７３，６２２ ２６５，６２５ ４３４，９５９ ２６１，７５０
県営都市公園里山利活用推進事業費 単 １，９０４ １，９１７ １，９４３ １，９４３
生活排水処理施設整備推進事業費 〃 ３３６，４１４ ２７３，２６９ ２８９，４３６ ３２６，６１７ ３２９，０８３ ３７７，６０４ ３７３，３９８ ３５１，１７７ ５０９，３３２
きれいな水再生啓発事業費 〃 ７９８ ７９８ ８０３ ８０１ ７９４ ８４７ ９３２ ９３２ ９３２

住 宅 管 理 費 ９３８，５８８ ７３６，４０５ ９４７，７９９ １，０２７，０８９ ９０８，４７２ ７７９，７０９ ７１６，６２４ ８１３，８６３ ９１８，０７８

給 与 費 単 ２９，５０１ ２９，２３５ ２９，３０８ ２９，１７１ ２８，７５４ ２８，３９２ ２８，７５７ ２９，３３５ ３０，６９７
木造住宅耐震化促進事業費 〃 ３７，９６５
住宅耐震化総合支援事業費 〃 ３９，３０５ ３１，０８８ ２４，１４４ ２５，１８５ ２８，３７７ ２５，１８７ ３９，７４１ １４１，０７２
特定建築物等耐震対策促進事業費 〃 ２７４，２７６ ２６，７５７ ７４，２３５ ５３，７３４ ３６，７１９ ５９，０９５ ５８ ８５，３９６ ３８，０４７
地域木造住宅供給促進事業費 〃 ９００ ９００ ９００ ８００ ８００ ８００ ８００ ８００ ８００
住宅新築資金等貸付助成事業費 〃 ２，７９３ ９，５７６ １５，９７５ １５，８３７ １１，８７４ １５，１６８ １５，４２６ １４，４８１ １５，４２６
県営住宅等管理対策事業費 〃 ５６８，１４０ ５８０，５１７ ５６２，８０８ ５６５，２６８ ５６８，５１４ ５７７，３５４ ５７２，５９９ ５７６，９７１ ６０５，０８２
県営住宅管理システム改修事業費 〃 ７，２５８ ２１，３７４ ４，７５２ ８，１８４ ９，５０４ １４，９６０ ４，１３６ ９，７９０
住 宅 指 導 監 督 事 務 費 〃 ６２４ ６０８ ７２５ ４９６ ４３４ ４７８ ４６２ ４４３ １，０２６
住宅供給公社事業促進費 〃 ４，１８１ ４，０５５ ４，４８１ ４，７１７ ４，９３９ ５，０７０ ５，０１７ ５，１０３ ５，００４
子育て・高齢者世帯リフォーム支援事業費 〃 ２０，２０８
子育て・高齢者世帯住環境整備事業費 〃 ３７，２４４ ２５，２９４ ２６，１７４ ３１，００４ ２７，００３ ２７，２６６ ３１，５１６ ４３，３５６
がけ地近接等危険住宅移転事業費 〃 ９５０ １，６１１ ２，２９６ ２，３４９ ３，７４０ １，６４５ ８，９４５ ８，９４５
県営住宅ストック活用推進事業費 〃 １８０，０００ ２９９，７００ １８９，７１６
県営住宅子育て環境整備事業費 〃 １６，５００ １６，５００
建築物グリーン化促進事業費 〃 ８，２２８ ７，９４７ ８，８９２
居住支援体制構築事業費 〃 ８，１０４ １１，４７２
こどもまんなか住環境整備事業費 〃 ７，３６１

住 宅 建 設 費 ５８５，０６４ ５０８，６１２ ５６０，２１５ ９９４，９４０ ４７０，１０７ ６０９，６４０ １，７３４，８４３ １，１８９，４６５ １，５７２，６３３

給 与 費 単 １５，６９２ １７，４９２ １９，２４９ ４，９８７ ２８，２１７ １７，０８６ ９，３４６ １２，６０７ １７，５５２
県 営 住 宅 建 設 事 業 費 公 ２６３，９６４ ２７６，５９７ １１，６３７ ４３９，５６６ １９３，２９２ ７３，４４１ １，２５２，９９１ ６３０，０００ ９０３，０００
既設県営住宅改善事業費 〃 ３０５，４０８ ２１４，５２３ ５２９，３２９ ５１６，９０１ ２３７，９０６ ５１９，１１３ ４７２，５０６ ５４６，８５８ ６５２，０８１
県営住宅建替等推進事業費 〃 ３３，４８６ １０，６９２

土 木 費 計 ８８，５４１，６８９ ８３，０７１，４５４ ９８，２９９，９７６ １２２，４６１，４７８ ９６，５８２，６１４ ９５，７４２，３９８ ９７，６５６，４５７ ９７，５４７，６０８ ８３，０６０，８４０

予 算

一般会計（６） （単位：千円）

資料編

予

算

７１



事 業 名
公
単
別

平成29年度
最終予算額

平成30年度
最終予算額

令和元年度
最終予算額

令和２年度
最終予算額

令和３年度
最終予算額

令和４年度
最終予算額

令和５年度
最終予算額

令和６年度
最終予算額

令和７年度
当初予算額

土 木 災 害 復 旧 費 １２，９９４，２６７ ５，８０７，３５８ ２，８４４，０８１ ２１，７８７，５０９ ９，８６４，６０２ １０，９０４，３９６ １５，０１９，２２３ １９，４３０，７７４ １７，０６５，１５１

給 与 費 単 ３３，４５２ １８４，２９５ ３３，３４８ ７，７９６ ７３，４１６ ３６，５１９ ４４，７２６ ３１，６２４ ２７，８２８
建設単独災害復旧事業費 〃 ５４，０００ ２９，０００ ７，０００ ５，０００ ２，３７６ ４０，０００
建設過年災害復旧事業費 公 ４７９，４８２ ２，５１０，９６１ １，４６７，５３４ ３３５，２４２ ６，７７９，２０３ ３，１２７，５９６ ２，４１９，５３２ ４，６８３，９４１ ４，８０３，３２３
建設現年災害復旧事業費 〃 １２，３９０，０５８ ３，０８１，５５６ ７６７，２２２ １７，３２２，０４７ １，５０４，３８２ ３，２１８，７７０ ８，１７５，０２２ ９，０２８，０５５ ６，２２０，０００
運輸過年災害復旧事業費 〃 ３８，５８４
運輸現年災害復旧事業費 〃 ３６，５６９ ４６５，１９２ ２８０，０００
市 町 村 指 導 監 督 事 務 費 単 ７０６ １，５４６ ４７７ １，７３２ ７５０ １，００８ ９３３ ２，１５４ ９，０００
土木関係災害時緊急対応事業費 公 ５６８，５００ ４，１１５，６９２ １，５０６，８５１ ４，０５２，９３５ ４，３４０，４２６ ５，６８５，０００ ５，６８５，０００

公 債 費 ３７９，１２７ ４１５，４６１ ４１５，４６０ ４１５，４６０ ４１５，４６０ ４１５，４６０ ４１５，４６０ ４１５，４６０ ４１５，４６０

公債管理特別会計繰出金 単 ３７９，１２７ ４１５，４６１ ４１５，４６０ ４１５，４６０ ４１５，４６０ ４１５，４６０ ４１５，４６０ ４１５，４６０ ４１５，４６０

企 画 調 査 費 ６２，８８５ ５４，６４４ ６２，７５３ ５９，０９９ ６８，５９６ ７６，２４７ ７６，８９２ ７１，６９１ ７８，２８０

耶 馬 溪 ダ ム 水 源 対 策 費 単 ５３，６３４ ５２，８５０ ６１，３７０ ５８，３７７ ６７，９６８ ７５，７３１ ７６，５９６ ７１，３２６ ７７，７３２
水 源 地 域 振 興 対 策 費 〃 ２２２ ２２２ ２２３
大分川ダム建設対策事業費 〃 ７，４５７
水 資 源 開 発 費 〃 １，５７２ １，５７２ １，１６０ ７２２ ６２８ ５１６ ２９６ ３６５ ５４８

土 地 対 策 費 ２８，８８５ ３０，１４９ ２８，６９８ ２７，９８０ ２８，３９８ ４４，２８３ １１８，９８６ １０８，７９１ ５７，６０２

土 地 利 用 規 制 等 対 策 費 単 ５，９６８ ７，２３２ ５，７８０ ５，０７０ ５，４７１ ６，３２６ ６，１５７ ６，７１３ ６，３８７
地 価 調 査 事 業 費 〃 ２２，９１７ ２２，９１７ ２２，９１８ ２２，９１０ ２２，９２７ ２２，９５７ ２３，４９３ ２３，０３８ ２３，４９３
盛 土 規 制 関 係 事 務 費 〃 １７，７２２
盛 土 災 害 防 止 調 査 費 公 １５，０００ ８９，３３６ ７９，０４０ １０，０００

交 通 対 策 費 ９２，２４１ ９８，５７６ ６７，４９４ ２７，４４５ １３，０３４ １３，２８４ ２８，２１５ ２８，２１５ ２８，２１５

九州の東の玄関口としての拠点化推進事業費 単 ６６，３００ ８０，０００ ４８，９１１ １５，０００
ポートセールス戦略強化推進事業費 〃 ２５，９４１ １８，５７６ １８，５８３
ポートセールス体制強化推進事業費 〃 １２，４４５ １３，０３４ １３，２８４
ポートセールス推進加速化事業費 〃 ２８，２１５ ２８，２１５ ２８，２１５

土 地 改 良 費 ２７，０７２ ２６，２９８ ３２，４９５ ２９，６５０ ４３，３７５ １１４，５００ ８７，６１５ １５６，５００ １８０，０００

農 業 集 落 排 水 事 業 費 公 ２７，０７２ ２６，２９８ ３２，４９５ ２９，６５０ ４３，３７５ １１４，５００ ８７，６１５ １５６，５００ １８０，０００

漁 港 建 設 費 １２，５５２ ２２，７６４ ４３，５２５ ２９，５００ ６，０００ ０ ０ １２，５００ ５，０００

漁 業 集 落 排 水 事 業 費 公 １２，５５２ ２２，７６４ ４３，５２５ ２９，５００ ６，０００ １２，５００ ５，０００

土 木 建 築 部 計 １０２，１８７，３６６ ８９，５６３，５７４ １０１，８２９，０８０ １４４，８７３，０００ １０７，０５６，７３６ １０７，３３４，２１４ １１３，４４４，５６７ １１７，８０２，４４０ １００，９０９，２１４

予 算

一般会計（７） （単位：千円）

資料編

予

算

７２



事 業 名
公
単
別

平成29年度
最終予算額

平成30年度
最終予算額

令和元年度
最終予算額

令和２年度
最終予算額

令和３年度
最終予算額

令和４年度
最終予算額

令和５年度
最終予算額

令和６年度
最終予算額

令和７年度
当初予算額

公 債 費 単 ３３５，１２７ ３７９，１２７ ４１５，４６１ ４１５，４６０ ４１５，４６０ ４１５，４６０ ４１５，４６０ ４１５，４６０ ４１５，４６０

計 ３３５，１２７ ３７９，１２７ ４１５，４６１ ４１５，４６０ ４１５，４６０ ４１５，４６０ ４１５，４６０ ４１５，４６０ ４１５，４６０

事 業 名
公
単
別

平成29年度
最終予算額

平成30年度
最終予算額

令和元年度
最終予算額

令和２年度
最終予算額

令和３年度
最終予算額

令和４年度
最終予算額

令和５年度
最終予算額

令和６年度
最終予算額

令和７年度
当初予算額

６ 号 地 事 業 費 単 ８３０，３４０ ５７０，３６９ ３７４，８７５ ８２６，３８７ ２０，４７１ ３，５５０ ９９７，６００ ３，５５０ ３，６０１
公 債 費 〃 ２，６５６，７９６ ８，１７５ ８，５１４ ６，２６９ １，５９８，２６９ １，５１７，５０２ ３，１１２ ２，０２５，０９９ ８１９，９０１

計 ３，４８７，１３６ ５７８，５４４ ３８３，３８９ ８３２，６５６ １，６１８，７４０ １，５２１，０５２ １，０００，７１２ ２，０２８，６４９ ８２３，５０２

事 業 名
公
単
別

平成29年度
最終予算額

平成30年度
最終予算額

令和元年度
最終予算額

令和２年度
最終予算額

令和３年度
最終予算額

令和４年度
最終予算額

令和５年度
最終予算額

令和６年度
最終予算額

令和７年度
当初予算額

港 湾 施 設 管 理 費 １，４６４，０８１ １，２３２，９４８ １，２１８，０４７ １，３２９，０２２ ２，４７７，２４０ １，３５４，１０７ １，８０９，９８３ １，５９５，８５１ １，５２８，３６６

港 湾 施 設 管 理 費 単 ４３９，８２９ ２２３，４８７ １９９，６８１ ３８０，９１９ １，５４３，６３９ ４２３，２００ ９００，６７４ ７２０，５６４ ５５２，３８４
大分港大在コンテナターミナル管理運営事業費 〃 ７３，５３９ ７２，２０３ ７８，９９３ ８１，４４５ ８４，４３３ ８５，９２９ ６９，２９７ ７０，０３６ ７９，２４６
港湾施設維持修繕事業費 〃 ８３，４７０ ８３，４７０ １２７，１１１ １２０，４５４ １２０，４５４ １１８，７５４ １１７，１４６ ９０，０４８ １１８，４５４
公 債 費 〃 ８５６，４０５ ８４２，４６６ ８００，０７８ ７２８，３２０ ７１７，９６９ ７０９，９８２ ７０６，２４３ ６９９，２５２ ７６６，４５５
別府港北浜ヨットハーバー管理運営事業費 〃 １０，８３８ １１，３２２ １２，１８４ １７，８８４ １０，７４５ １６，２４２ １６，６２３ １５，９５１ １１，８２７

港 湾 施 設 建 設 費 ５３７，０００ ５８６，０００ １，２１２，７５０ １，５４２，４３６ ２，１０４，３０９ ３，６８０，０５０ ３，８８８，０５０ ４，５３９，５１５ ３，５８７，７４７

港湾機能施設整備事業費 単 ５３７，０００ ５８６，０００ １，２１２，７５０ １，５４２，４３６ ２，１０４，３０９ ３，６８０，０５０ ３，８８８，０５０ ４，５３９，５１５ ３，５８７，７４７

計 ２，００１，０８１ １，８１８，９４８ ２，４３０，７９７ ２，８７１，４５８ ４，５８１，５４９ ５，０３４，１５７ ５，６９８，０３３ ６，１３５，３６６ ５，１１６，１１３

予 算

公債管理特別会計 （単位：千円）

臨海工業地帯建設事業特別会計 （単位：千円）

港湾施設整備事業特別会計 （単位：千円）

資料編

予

算

７３



事 業 名
令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

国 県 市町村 国 県 市町村 国 県 市町村 国 県 市町村

◎ 道 路 事 業

国 道 改 築 事 業 １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐ ５．５／１０ ４．５／１０ ‐ ５．５／１０ ４．５／１０ ‐

地 方 道 改 築 事 業 ５．５／１０ ４．５／１０ ‐ ５．５／１０ ４．５／１０ ‐

交通安全対策（通学路緊急対策） ５．５／１０ ４．５／１０ ５．５／１０ ４．５／１０

道 路 メ ン テ ナ ン ス 事 業 ５．５／１０ ４．５／１０ ５．５／１０～
６．０５／１０

４．５／１０～
３．９５／１０

◎ 道 路 環 境 整 備 事 業

交 通 安 全 施 設 整 備 事 業 １／２～
５．５／１０

１／２～
４．５／１０ ‐ １／２～

５．５／１０
１／２～
４．５／１０ ‐ １／２～

５．５／１０
１／２～
４．５／１０ ‐ ５．５／１０ ４．５／１０ ‐

電 線 共 同 溝 整 備 事 業 １／２～
５．５／１０

１／２～
４．５／１０ ‐ １／２～

５．５／１０
１／２～
４．５／１０ ‐ １／２～

５．５／１０
１／２～
４．５／１０ ‐ ５．５／１０ ４．５／１０ ‐

障 害 防 止 対 策 事 業 １０／１０ ０ ‐ １０／１０ ０ ‐ １０／１０ ０ ‐ １０／１０ ０ ‐

◎ 離 島 振 興 法 適 用 事 業

地 方 道 改 良 事 業 ５．５／１０ ４．５／１０ ‐ ５．５／１０ ４．５／１０ ‐ ５．５／１０ ４．５／１０ ‐ ５．５／１０ ４．５／１０ ‐

◎ 社会資本整備総合交付金事業
（ 道 路 事 業 ） ５．５５／１０ ４．４５／１０ ‐ ５．５／１０ ４．５／１０ ‐

◎ 防 災 ・ 安 全 交 付 金 事 業
（ 道 路 事 業 ）

６．１０５／１０ ３．８９５／１０ ５．５／１０～
６．０５／１０

４．５／１０～
３．９５／１０

◎ 広 域 連 携 事 業 ４．５／１０ ５．５／１０ ‐ ４．５／１０ ５．５／１０ ‐

◎ 河 川 海 岸 事 業

広 域 河 川 改 修 事 業 １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐

広 域 河 川 改 修 事 業
（河川激甚災害対策特別緊急事業）

１／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐

広 域 河 川 改 修 事 業
（ 大 規 模 特 定 河 川 事 業 ）

１／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐

広 域 河 川 改 修 事 業
（ 河 川 メ ン テ ナ ン ス 事 業 ） １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐

統 合 一 級 河 川 整 備 事 業 １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐

統 合 二 級 河 川 整 備 事 業 １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐

河川緊急情報基盤整備事業 １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐

広 域 河 川 改 修 事 業
（河川災害復旧等関連緊急事業） １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐

広 域 河 川 改 修 事 業
（ 浸 水 想 定 区 域 図 作 成 事 業 ）

１／２～
１／３

１／２～
２／３ ‐ １／２～

１／３ １／２～２／３ ‐ １／２～
１／３

１／２～
２／３ ‐ １／２～

１／３
１／２～
２／３ ‐

河 川 災 害 関 連 事 業 １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐

障 害 防 止 対 策 事 業 ６．６７／１０ ３．３３／１０ ‐ ６．６７／１０ ３．３３／１０ ‐ ６．６７／１０ ３．３３／１０ ‐ ６．６７／１０ ３．３３／１０ ‐

治 水 ダ ム 建 設 事 業 ５．５／１０ ４．５／１０ ‐ ５．５／１０ ４．５／１０ ‐ ５／１０ ５／１０ ‐ ５／１０ ５／１０ ‐

予 算

２．建設事業の負担割合に関する調

（１）公共事業
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事 業 名
令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

国 県 市町村 国 県 市町村 国 県 市町村 国 県 市町村

治 水 ダ ム 建 設 事 業
（ ダ ム メ ン テ ナ ン ス 事 業 ）

４／１０～
１／２

６／１０～
１／２ ‐ ４／１０～

１／２
６／１０～
１／２ ‐ ４／１０～

１／２
６／１０～
１／２ ‐ １／３～

１／２
２／３～
１／２ ‐

ダム情報基盤総合整備事業 １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐

海 岸 保 全 事 業 （ 河 川 課 ）

海 岸 環 境 整 備 事 業 １／３ １７．９／３０ １．４／２０ １／３ １７．９／３０ １．４／２０ １／３ １７．９／３０ １．４／２０ １／３ １７．９／３０ １．４／２０

津波危機管理対策緊急事業
（海岸メンテナンス事業） １／２ ８．６／２０ １．４／２０ １／２ ８．６／２０ １．４／２０ １／２ ８．６／２０ １．４／２０ １／２ ８．６／２０ １．４／２０

◎ 災 害 復 旧 事 業

内 地 ６．６７／１０ ３．３３／１０ ‐ ６．６７／１０ ３．３３／１０ ‐ ６．６７／１０ ３．３３／１０ ‐ ６．６７／１０ ３．３３／１０ ‐

離 島 ８／１０ ２／１０ ‐ ８／１０ ２／１０ ‐ ８／１０ ２／１０ ‐ ８／１０ ２／１０ ‐

◎ 港 湾 事 業

港 湾 改 修 事 業

重 要 港 湾

（ 下 記 以 外 の 全 施 設 ） ５／１０ ３．７５／１０ １．２５／１０ ５／１０ ３．７５／１０ １．２５／１０ ５／１０ ３．７５／１０ １．２５／１０ ５／１０ ３．７５／１０ １．２５／１０

（‐５５ｍ以下の小型係留施設関連） ４／１０ ４．７５／１０ １．２５／１０ ４／１０ ４．７５／１０ １．２５／１０ ４／１０ ４．７５／１０ １．２５／１０ ４／１０ ４．７５／１０ １．２５／１０

（高規格ユニットロードターミナル高度化補助事業） １／３ １６．２５／３０ １．２５／１０ １／３ １６．２５／３０ １．２５／１０

港湾環境整備事業（緑地）

緑 地 ： 重 要 港 湾 ５／１０ ３．７５／１０ １．２５／１０ ５／１０ ３．７５／１０ １．２５／１０ ５／１０ ３．７５／１０ １．２５／１０ ５／１０ ３．７５／１０ １．２５／１０

用 地 ： 重 要 港 湾 １／３ １６．２５／３０ １．２５／１０ １／３ １６．２５／３０ １．２５／１０ １／３ １６．２５／３０ １．２５／１０ １／３ １６．２５／３０ １．２５／１０

港 湾 改 修 統 合 事 業

利 便 性 向 上 事 業 １／３ ７／１５ １／５ １／３ ７／１５ １／５ １／３ ７／１５ １／５ １／３ ７／１５ １／５

延 命 化 対 策 事 業 １／３ １／２ １／６ １／３ １／２ １／６ １／３ １／２ １／６ １／３ １／２ １／６

地 方 港 湾 改 修 事 業
【 旧 港 整 備 交 付 金 事 業 】

１／３～
４．４４／１０

１．４７５／３～
３．８１／１０ １．７５／１０ １／３～

５／１０
３．８１／１０～
１．４７５／３

１／１０～
１．７５／１０

１／３～
５／１０

３．８１／１０～
１．４７５／３

１／１０～
１．７５／１０

１／３～
５／１０

３．８９／１０～
１．４７５／３

１／１０～
１．７５／１０

海 岸 保 全 事 業 （ 港 湾 課 ）

海 岸 環 境 整 備 事 業 １／３ １７．９／３０ １．４／２０ １／３ １７．９／３０ １．４／２０ １／３ １７．９／３０ １．４／２０ １／３ １７．９／３０ １．４／２０

侵 食 対 策 事 業 １／２ ８．６／２０ １．４／２０ １／２ ８．６／２０ １．４／２０ １／２ ８．６／２０ １．４／２０ １／２ ８．６／２０ １．４／２０

津波・高潮危機管理対策緊急事業 １／２ ８．６／２０ １．４／２０ １／２ ８．６／２０ １．４／２０ １／２ ８．６／２０ １．４／２０ １／２ ８．６／２０ １．４／２０

◎ 砂 防 事 業

通 常 砂 防 事 業 １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐

火 山 砂 防 事 業 １／２～
５．５／１０

１／２～
４．５／１０ ‐ １／２～

５．５／１０
１／２～
４．５／１０ ‐ １／２～

５．５／１０
１／２～
４．５／１０ ‐ １／２～

５．５／１０
１／２～
４．５／１０ ‐

特 定 緊 急 砂 防 事 業 １／２～
５．５／１０

１／２～
４．５／１０ ‐ １／２～

５．５／１０
１／２～
４．５／１０ ‐ １／２～

５．５／１０
１／２～
４．５／１０ ‐ １／２～

５．５／１０
１／２～
４．５／１０ ‐

砂防激甚災害対策特別緊急事業 ５．５／１０ ４．５／１０ ‐ ５．５／１０ ４．５／１０ ‐ ５．５／１０ ４．５／１０ ‐ ５．５／１０ ４．５／１０ ‐

予 算
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事 業 名
令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

国 県 市町村 国 県 市町村 国 県 市町村 国 県 市町村

地 す べ り 対 策 事 業 １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐

特定緊急地すべり対策事業 １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐

砂 防 災 害 関 連 事 業 １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐

災害関連緊急地すべり対策事業 ２／３ １／３ ‐ ２／３ １／３ ‐ ２／３ １／３ ‐ ２／３ １／３ ‐

災 害 関 連 緊 急 砂 防 事 業 ２／３ １／３ ‐ ２／３ １／３ ‐ ２／３ １／３ ‐ ２／３ １／３ ‐

急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業

公 共 関 連 ４．５／１０～
４．７５／１０

４．５／１０～
４．７５／１０

１．０／１０～
０．５／１０

４．５／１０～
４．７５／１０

４．５／１０～
４．７５／１０

１．０／１０～
０．５／１０

４．５／１０～
４．７５／１０

４．５／１０～
４．７５／１０

１．０／１０～
０．５／１０

４．５／１０～
４．７５／１０

４．５／１０～
４．７５／１０

１．０／１０～
０．５／１０

一 般 ４．０／１０～
４．５／１０

４．０／１０～
４．５／１０

２．０／１０～
１．０／１０

４．０／１０～
４．５／１０

４．０／１０～
４．５／１０

２．０／１０～
１．０／１０

４．０／１０～
４．５／１０

４．０／１０～
４．５／１０

２．０／１０～
１．０／１０

４．０／１０～
４．５／１０

４．０／１０～
４．５／１０

２．０／１０～
１．０／１０

災害関連緊急急傾斜地崩壊対策
事 業

公 共 関 連 ４．５／１０～
４．８７５／１０

４．５／１０～
４．８７５／１０

１．０／１０～
０．２５／１０

４．５／１０～
４．８７５／１０

４．５／１０～
４．８７５／１０

１．０／１０～
０．２５／１０

４．５／１０～
４．８７５／１０

４．５／１０～
４．８７５／１０

１．０／１０～
０．２５／１０

４．５／１０～
４．８７５／１０

４．５／１０～
４．８７５／１０

１．０／１０～
０．２５／１０

一 般 ４．０／１０～
４．７５／１０

４．０／１０～
４．７５／１０

２．０／１０～
０．５／１０

４．０／１０～
４．７５／１０

４．０／１０～
４．７５／１０

２．０／１０～
０．５／１０

４．０／１０～
４．７５／１０

４．０／１０～
４．７５／１０

２．０／１０～
０．５／１０

４．０／１０～
４．７５／１０

４．０／１０～
４．７５／１０

２．０／１０～
０．５／１０

◎ 都 市 計 画 事 業

街 路 事 業

道 路 改 良 ５．５／１０ ２．２５／１０ ２．２５／１０ ５．５／１０ ２．２５／１０ ２．２５／１０ ５．５／１０ ２．２５／１０ ２．２５／１０ ５．５／１０ ２．２５／１０ ２．２５／１０

地域活力基盤街路改良事業
（社会資本整備総合交付金） ６．１０５／１０ ２．８９５／１０ １／１０ ６．１０５／１０ ２．８９５／１０ １／１０ ６．１０５／１０ ２．８９５／１０ １／１０ ６．０５／１０ ２．９５／１０ １／１０

連 続 立 体 交 差 事 業 １／２ １／４ １／４ １／２ １／４ １／４ １／２ １／４ １／４ １／２ １／４ １／４

◎ 住 宅 建 設 事 業

公 営 住 宅 整 備 事 業 １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐

◎ 直 轄 事 業 負 担 金

道 路 事 業

改 築 ２．２２／３ ０．７８／３ ‐ ２．２２／３ ０．７８／３ ‐ ２．２２／３ ０．７８／３ ‐ ２．２／３ ０．８／３ ‐

維 持 ５．５／１０～
１０／１０

４．５／１０～
０ ‐ ５．５／１０～

１０／１０
４．５／１０～
０ ‐ ５．５／１０～

１０／１０
４．５／１０～
０ ‐ ５．５／１０～

１０／１０
４．５／１０～
０ ‐

修 繕 ５．５／１０～
１０／１０

４．５／１０～
０ ‐ ５．５／１０～

１０／１０
４．５／１０～
０ ‐ ５．５／１０～

１０／１０
４．５／１０～
０ ‐ ５．５／１０～

１０／１０
４．５／１０～
０ ‐

交 通 連 携 推 進 事 業

電 線 共 同 溝 １．１１／２ ０．８９／２ ‐ １．１１／２ ０．８９／２ ‐ １．１１／２ ０．８９／２ ‐ １．１／２ ０．９／２ ‐

交 通 安 全 （ 一 種 ） ２／３ １／３ ‐ ２／３ １／３ ‐ ２／３ １／３ ‐ ２／３ １／３ ‐

交 通 安 全 （ 二 種 ） １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐

沿 道 環 境 改 善 ５．５／１０～
１０／１０

４．５／１０～
０ ‐ ５．５／１０～

１０／１０
４．５／１０～
０ ‐ ５．５／１０～

１０／１０
４．５／１０～
０ ‐ ５．５／１０～

１０／１０
４．５／１０～
０ ‐

高 速 道 路 事 業 ８．３２５／１０ １．６７５／１０ ‐ ８．３２５／１０ １．６７５／１０ ‐ ８．３２５／１０ １．６７５／１０ ‐ ８．３２５／１０ １．６７５／１０ ‐

予 算

資料編

予

算

７６



事 業 名
令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

国 県 市町村 国 県 市町村 国 県 市町村 国 県 市町村

河 川 事 業

直 轄 河 川 改 修 事 業 費 ７．３３／１０ ２．６７／１０ ‐ ７．３３／１０ ２．６７／１０ ‐ ７．３３／１０ ２．６７／１０ ‐ ７．３３／１０ ２．６７／１０ ‐

直 轄 河 川 環 境 整 備 費 １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐

直轄河川工作物関連応急対策費 ７．３３／１０ ２．６７／１０ ‐ ７．３３／１０ ２．６７／１０ ‐ ７．３３／１０ ２．６７／１０ ‐ ７．３３／１０ ２．６７／１０ ‐

直 轄 ダ ム 周 辺 環 境 整 備 費 １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐ １／２ １／２ ‐

直 轄 河 川 災 害 復 旧 等
関 連 緊 急 改 修 費 ７．３３／１０ ２．６７／１０ ‐ ７．３３／１０ ２．６７／１０ ‐ ７．３３／１０ ２．６７／１０ ‐ ７．３３／１０ ２．６７／１０ ‐

多 目 的 ダ ム 建 設 事 業 費

多目的ダム（一般分） ７．７／１０ ２．３／１０ ‐ ７．７／１０ ２．３／１０ ‐ ７．７／１０ ２．３／１０ ‐ ７．７／１０ ２．３／１０ ‐

〃 （大規模分） ７．７／１０ ２．３／１０ ‐ ７．７／１０ ２．３／１０ ‐ ７．７／１０ ２．３／１０ ‐ ７．７／１０ ２．３／１０ ‐

建 設 機 械 使 用 料 ５．５／１０ ４．５／１０ ‐ ５．５／１０ ４．５／１０ ‐ ５．５／１０ ４．５／１０ ‐ ５．５／１０ ４．５／１０ ‐

災 害 復 旧 事 業 費

（ 過 年 災 ） ６．６７／１０ ３．３３／１０ ‐ ６．６７／１０ ３．３３／１０ ‐ ６．６７／１０ ３．３３／１０ ‐ ６．６７／１０ ３．３３／１０ ‐

（ 現 年 災 ） ６．６７／１０ ３．３３／１０ ‐ ６．６７／１０ ３．３３／１０ ‐ ６．６７／１０ ３．３３／１０ ‐ ６．６７／１０ ３．３３／１０ ‐

水 資 源 開 発 公 団 交 付 金 ７．７７／１０ ２．２３／１０ ‐ ７．７７／１０ ２．２３／１０ ‐ ７．７７／１０ ２．２３／１０ ‐ ７．７７／１０ ２．２３／１０ ‐

港 湾 事 業

直 轄 港 湾 事 業 負 担 金 ５．５５／１０～
６．１０５／１０

３．２／１０～
２．６４５／１０ １．２５／１０ ５．５５／１０～

６．１０５／１０
３．２／１０～
２．６４５／１０ １．２５／１０ ５．５５／１０～

６．１０５／１０
３．２／１０～
２．６４５／１０ １．２５／１０ ５．５／１０～

６．０５／１０
３．２５／１０～
２．７／１０ １．２５／１０

海 岸 事 業

直 轄 海 岸 事 業 負 担 金 ２．２２／３ ０．７８／３ ‐ ２．２２／３ ０．７８／３ ‐ ２．２２／３ ０．７８／３ ‐ ２．２０／３ ０．８０／３ ‐

空 港 事 業

直 轄 空 港 事 業 負 担 金 ２．２２／３ ０．７８／３ ‐ ２．２２／３ ０．７８／３ ‐ ２．２２／３ ０．７８／３ ‐ ２．２０／３ ０．８０／３ ‐

予 算

資料編

予

算

７７



事 業 名
令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

国 県 市町村 国 県 市町村 国 県 市町村 国 県 市町村

道 路 改 良 事 業 ‐ １０／１０～
４／５ ０～１／５ ‐ １０／１０～

４／５ ０～１／５ ‐ １０／１０～
４／５ ０～１／５ ‐ １０／１０～

４／５ ０～１／５

舗 装 道 補 修 事 業 ‐ １０／１０ ‐ ‐ １０／１０ ‐ ‐ １０／１０ ‐ ‐ １０／１０ ‐

交 通 安 全 施 設 事 業 ‐ １０／１０ ‐ ‐ １０／１０ ‐ ‐ １０／１０ ‐ ‐ １０／１０ ‐

橋 梁 整 備 事 業 ‐ １０／１０ ‐ ‐ １０／１０ ‐ ‐ １０／１０ ‐ ‐ １０／１０ ‐

共 生 の ま ち 整 備 事 業 ‐ １０／１０ ‐ ‐ １０／１０ ‐ ‐ １０／１０ ‐ ‐ １０／１０ ‐

河 川 海 岸 改 良 事 業 ‐ １０／１０ ‐ ‐ １０／１０ ‐ ‐ １０／１０ ‐ ‐ １０／１０ ‐

緊 急 河 床 掘 削 事 業 ‐ １０／１０ ‐ ‐ １０／１０ ‐ ‐ １０／１０ ‐ ‐ １０／１０ ‐

河川施設災害防止緊急対策事業 ‐ １０／１０ ‐ ‐ １０／１０ ‐ ‐ １０／１０ ‐ ‐ １０／１０ ‐

砂 防 改 修 事 業 ‐ １０／１０ ‐ ‐ １０／１０ ‐ ‐ １０／１０ ‐ ‐ １０／１０ ‐

砂 防 修 繕 事 業 ‐ １０／１０ ‐ ‐ １０／１０ ‐ ‐ １０／１０ ‐ ‐ １０／１０ ‐

砂 防 施 設 再 生 事 業 － １０／１０～
９／１０

０～
１／１０ － １０／１０～

９／１０
０～
１／１０ － １０／１０～

９／１０ ０～１／１０ － １０／１０～
９／１０

０～
１／１０

砂 防 調 査 事 業 ‐ １０／１０ ‐ ‐ １０／１０ ‐ ‐ １０／１０ ‐ ‐ １０／１０ ‐

急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業 ‐ ９．５／１０～
８／１０

０．５／１０～
２／１０ ‐ ９．５／１０～

８／１０
０．５／１０～
２／１０ ‐ ９．５／１０～

８／１０
０．５／１０～
２／１０ ‐ ９．５／１０～

８／１０
０．５／１０～
２／１０

砂防施設・急傾斜地災害防止緊急対策事業 ‐ １０／１０～
８／１０ ０～２／１０ ‐ １０／１０～

８／１０
０～
２／１０ ‐ １０／１０～

８／１０ ０～２／１０ ‐ １０／１０～
８／１０

０～
２／１０

街 路 改 良 事 業 ‐ １０／１０～
１／２ ０～１／２ ‐ １０／１０～

１／２ ０～１／２ ‐ １０／１０～
１／２ ０～１／２ ‐ １０／１０～

１／２ ０～１／２

公 園 事 業 １／２ １／２～
１／４

０～
１／４ １／２ １／２～

１／４
０～
１／４ １／２ １／２～

１／４
０～
１／４ １／２ １／２～

１／４ ０～１／４

予 算

（２）単独事業

資料編

予

算

７８



現 員
事務 土木 建築 電気 機械 農業土木 林業 化学 技労

土木建築企画課（部長・審議監含む） ３３ ２９ ４

公共工事入札管理室 １０ ６ ４

建設政策課 １８ ４ １３ １

工事検査室 ８ ３ １ ３ １

用地対策課 ８ ８

道路建設課 ２１ ４ １７

道路保全課 １６ ４ １１ １

河川課 ２４ ７ １７

港湾課 ２０ ９ １１

砂防課 １４ ４ １０

都市・まちづくり推進課 ３１ １０ １４ ６ １

公園・生活排水課 １５ ４ １０ １

建築住宅課 １３ ４ ９

公営住宅室 ８ ５ ３

施設整備課 １３ ２ ５ ３ ３

小 計 ２５２ １００ １１４ ２５ ３ ３ ４ ２ １ ０
【（ ）内は前年度】 （２５０） （９９）（１１０） （２８） （３） （３） （３） （３） （１） （０）

豊後高田土木事務所 ２７ １１ １５ １

国東土木事務所 ３１ １０ ２０ １

別府土木事務所 ５６ １９ ３０ ５ ２

大分土木事務所 ９８ ３０ ４８ ６ ３ ４ ７

臼杵土木事務所 ４５ １３ ２３ ５ ４

佐伯土木事務所 ５６ １５ ３３ ８

豊後大野土木事務所 ４０ １３ ２１ ３ ３

竹田土木事務所 ３２ １０ １９ ３

玖珠土木事務所 ３１ １２ １６ ３

日田土木事務所 ５３ １４ ３５ ３ １

中津土木事務所 ５８ １５ ３３ ４ ２ ２ ２

宇佐土木事務所 ２８ １０ １４ ４

小 計 ５５５ １７２ ３０７ ２６ ５ ６ ０ ０ ０ ３９
【（ ）内は前年度】 （５６６）（１７３）（３０６） （２７） （６） （６） （０） （０） （０） （４８）

合 計 ８０７ ２７２ ４２１ ５１ ８ ９ ４ ２ １ ３９
【（ ）内は前年度】 （８１６）（２７２）（４１６） （５５） （９） （９） （３） （３） （１） （４８）

土木建築部の組織

職員の構成 （令和７年４月１日現在）

７９



施設 種 別 事 業 概 要 事 業 費
歩 道 等 改 良 工 事 鉄輪亀川線など 計１０箇所
県有施設改修工事 産業科学技術センターなど 計７箇所 ８０，０００千円
交通環境整備工事 乙津橋東交差点など 計１８箇所

事 業 概 要 事 業 費
地域住民等との協働のもと、河川や砂防、港湾施設など県が管理する土
木施設を維持管理し、地域の生活環境の保全・向上を図る。
・自主的に生活環境の保全活動を行っている地域において、活動能力の
維持・向上を図るため、作業環境の整備等を行う。
・施設などの異常を発見した県民からの要請に対し、すぐに現場に駆け
付け、倒木や流木等の除去、施設の修繕など迅速な対策を講じる。
・災害時等の応急対応や、NPOやボランティアによる生活環境の保全
活動を支援するために必要な資機材を確保する。

８２，０００千円

事 業 概 要 事 業 費

建設産業の更なる生産性向上を図るため、ＩＣＴ建機等の導入に取り組
む建設業者を支援するとともに、ＩＣＴ活用人材の育成等に取り組む。
・ＩＣＴ建機等の導入に取り組む事業者への助成

ＩＣＴ建機 通 常 枠 補助率 １／２ 限度額 １００万円
賃上げ枠 補助率 ２／３ 限度額 １５０万円

ＩＣＴ機器 通 常 枠 補助率 １／２ 限度額 ５０万円
賃上げ枠 補助率 ２／３ 限度額 ７５万円

・経営者向けセミナーや３次元データ活用研修会の開催 など

３９，２８９千円

各課（室）の資料

建設政策課、工事検査室

１．共生のまち整備事業 令和７年度の事業計画

２．地域の安心基盤づくりサポート事業 令和７年度の事業計画

３．建設産業ＤＸ加速化事業 令和７年度の事業計画

建
設
政
策
課

工
事
検
査
室

８０



事務所名 番号 事業名 実施箇所 協働の相手 内容

豊後高田土木 １ 桂川清掃活動 桂川 右岸河川敷
（豊後高田市是永町）

大分県建設業協会 豊後高田支部
豊後高田市役所

７月は「河川愛護月間」であることから、河川愛護並びに河川
環境の保全の醸成及び啓発のため、市民生活に身近な河川（桂
川）の草刈、清掃等を地元企業団体と行政が共同して行った。

国東土木

２
武蔵川（市道成吉手野線）「ら
んかん橋」橋名版レプリカ贈呈
式

国東市武蔵町成吉 国東市立志成学園
橋名版の文字を書くことを通して河川事業や防災へ関心を持っ
てもらうため、選出された文字を揮毫した生徒を招いて橋名版
レプリカ贈呈式を開催した。

３ 行入ダム見学会 国東小学校
行入ダム 国東市立国東小学校

児童の地元地域における土木事業の役割について学習するとと
もに、防災への関心を持ってもらうため、教室ではダムについ
ての説明を行い、現地ではダム本体や管理棟内機器の見学を
行った。

別府土木 ４ 境川１日砂防教室 境川
（別府市大字南立石）

別府市立大平山小学校
大分県砂防ボランティア協会

土砂災害の危険性を認識するとともに防災・減災意識の向上を
図るため、屋内学習による座学及び屋外学習における実際の現
場見学を行った。

大分土木

５ あまがせ川清掃活動 尼ヶ瀬川（荏隈公園～深河内橋） 大分市立城南中学校
尼ヶ瀬川の良好な環境の保全・創出を積極的に推進するととも
に、生徒にも環境保全に対する意識の醸成を図るため、河川敷
及び周辺の清掃及び雑草の除去を行った。

６ 国道４４２号宗方拡幅 道路清掃
活動 大分市上宗方～市

期成会
自治会
地元住民 外

地域間交流の活性化や、地域との協働により土木建築行政に関
する認識を深め、道路に対する愛護精神の醸成を図るため、道
路清掃を行った。

７ 国道１９７号 乙津橋お絵描きイ
ベント 大分市乙津港町～西鶴崎 大分市立鶴崎小学校

大分市立桃園小学校

舗装面（基層）にチョークで絵を描くことを通じて、地域の将
来を担う子供たちに、土木・建築のすばらしさ、自分たちの地
域が変わっていく姿を感じ、自らが生活する場である地域と今
後の地域づくりについて、関心を持ってもらうこと、併せて、
土木建築行政への理解を深めるとともに、その認識を深め、さ
らには職員の県民目線、地域密着意識の向上を図った。

臼杵土木

８ 海の日清掃活動 臼杵港
下ノ江港

大分県漁業協同組合臼杵支店
臼杵市役所

海岸、港湾の環境の保全を図るとともに、関係機関との良好な
関係の構築を図るため、「海の日」における臼杵市内沿岸一帯
での海岸、港湾における一斉清掃活動を行った。

９ 臼杵川 川あそび 臼杵川

臼杵市立臼杵南小学校
臼杵市立下南小学校
臼杵市立福良ヶ丘小学校
大分県立臼杵支援学校
臼杵中央こども園
臼杵川河川漁業協同組合

臼杵川周辺地域住民の身近な自然空間である「川」への愛護意
識を高めるとともに、河川と地域との結びつきを再認識しても
らうため、臼杵河川漁協と協働し、子供達に臼杵川に生息する
生き物とふれあいの場を設けた。

１０ 土木未来教室 津久見市立青江小学校 津久見市立青江小学校
津久見市立堅徳小学校

防災教育を通して土木に興味を持ってもらう機会とするため、
津久見市の小学生を対象に、土木未来教室を行った。

１１ 土木未来教室 津久見市立津久見小学校 津久見市立津久見小学校 防災教育を通して土木に興味を持ってもらう機会とするため、
津久見市の小学生を対象に、土木未来教室を行った。

１２ 土木未来教室 津久見市立千怒小学校 津久見市立千怒小学校 防災教育を通して土木に興味を持ってもらう機会とするため、
津久見市の小学生を対象に、土木未来教室を行った。

１３ 土木未来教室 臼杵市立南野津小学校 臼杵市立南野津小学校 防災教育を通して土木に興味を持ってもらう機会とするため、
臼杵市の小学生を対象に、土木未来教室を行った。

１４ 臼杵港新フェリーターミナル竣
工式典・オープニングイベント

臼杵港新フェリーターミナル
（臼杵市板知屋）

臼杵市役所
臼杵市中央地区振興協議会
大分県建設業協会臼杵支部
大分県立臼杵高校
臼杵市立東中学校
大分県立海洋科学高校
日本文理大学附属高校

新臼杵港の竣工を広報し、地域住民等に対し港湾事業に対する
理解を深め、今後の港湾・緑地の利活用促進を図るとともに臼
杵の観光産業振興の発展につなげるため、竣工式典を行った。

佐伯土木

15 佐伯豊南高等学校現場見学会 国道２１７号戸穴バイパス 道路改良工
事現場（佐伯市大字狩生～戸穴） 大分県立佐伯豊南高等学校

学校で学ぶことのできない仕事内容などを肌で感じるととも
に、進路選択に対する意識を高めてもらうため、実際の工事現
場の見学会を行った。

１６ 河川・海岸愛護月間清掃活動 中江川左岸
（佐伯児童館前～県職員佐伯住宅前）

清掃活動ボランティア団体
（一社）大分県測量設計コンサルタン
ツ協会
（一社）大分県建設業協会佐伯支部

７月１日～７月３１日の河川・海岸愛護月間中、河川等の良好な
環境の保全・創出を積極的に推進するとともに、河川・海岸愛
護意識の醸成を図るため、堤防、河川敷及び周辺の草刈り、ご
み拾いを行った。

豊後大野土木

１７ 玉田川清掃活動（春期） 玉田川
（豊後大野市三重町玉田）

玉田川を愛する会
地域住民

玉田川の景観や生活環境の保全のため、地域住民と協働して、
草刈りや河川清掃活動を行った。

１８ 大野川清掃活動 大野川
（豊後大野市犬飼町久原）

柴北川を愛する会
建設業協会大野支部
豊後大野市役所

犬飼地区で実施中の河川改修事業を円滑に推進するため、ま
た、７月は「河川愛護月間」であることから河川愛護活動の一
環として地域住民と協働して、大野川の草刈りや河川清掃活動
を実施することで、地域住民との協力体制を確立した。

１９ 玉田川清掃活動（秋期） 玉田川
（豊後大野市三重町玉田）

玉田川を愛する会
近隣住民

玉田川の景観や生活環境の保全のため、地域住民と協働して、
草刈りや河川清掃活動を行った。

２０ 三重川河川清掃活動 三重川
（豊後大野市三重町市場） 三重川を守る会 三重川の景観や生活環境の保全のため、地域住民と協働して、

草刈りや河川清掃活動を行った。

２１ 土木未来教室in犬飼小中学校 豊後大野市立犬飼小中学校 豊後大野市立犬飼小中学校

地域の将来を担う子供たちに、土木・建築のすばらしさ、自分
たちの地域が変わっていく姿を感じ、自らが生活する場である
地域と今後の地域づくりについて、関心を持ってもらうため、
座学や体験会を行った。

竹田土木 ２２ 竹田阿蘇道路見学会 竹田市立南部中学校
竹田阿蘇道路工事現場

竹田市立南部中学校
国土交通省佐伯河川国道事務所
（株）松井組

中学１年生向けに「ものづくり」「職業体験」の一環として、
公共事業を担う土木技術職の仕事を紹介し、土木に関する職業
の魅力を発信した。また、竹田市内で行われている中九州横断
道路（竹田阿蘇道路）の事業紹介を行い、実際の工事現場を見
学した。

建設政策課
工事検査室
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事務所名 番号 事業名 実施箇所 協働の相手 内容

竹田土木

２３ 芹川かわまちづくり教室 竹田市立直入小学校
芹川工事現場

竹田市立直入小学校
九州建設コンサルタント（株）
（株）高山組

親水意識の高揚、河川文化の伝承を図るため、事業中の芹川に
おいて環境イベント（座学や体験会）を実施した。

２４ 防災教室 稲葉ダム 稲葉ダム管理所、稲葉発電所
竹田市立直入小学校
（株）ニシコー
（株）ミゾタ

治水対策の重要性や防災意識の啓発を行うため、ダムの役割や
竹田市の水害の歴史などを学習し、ダム見学などを行った。

２５ 防災教室 玉来ダム 玉来ダム管理所 竹田市立久住小学校
竹田市立白丹小学校

治水対策の重要性や防災意識の啓発を行うため、ダムの役割や
竹田市の水害の歴史などを学習し、ダム見学などを行った。

玖珠土木

２６ 菅原山浦線の支障木等伐採 玖珠郡玖珠町大字山浦 県道菅原山浦線期成会
沿線住民

道路環境改善に対する住民意識の高めるため、住民と協働して
菅原山浦線の支障木の伐採作業を行った。

２７ 森川親水広場復活に向けた取組
における現場見学会 玖珠郡玖珠町大字森

玖珠町立学びの多様化学校
建設業協会玖珠支部
玖珠町役場

旧玖珠町立片草小学校の廃校に伴い使用していなかった『森川
親水広場』を関係者と協働して復活させ、旧片草小学校舎を使
用する学びの多様化学校の生徒達に水辺に親しむ空間を提供す
るとともに、河川愛護意識の醸成を図るため、清掃活動、現場
見学会を行った。

２８ 野上小学校 土木未来教室 玖珠郡九重町大字右田 九重町立野上小学校
建設業協会玖珠支部

土木未来教室において、地域の将来を担うこども達に地域が変
わっていく姿を感じ、土木建築行政や建設産業に興味・関心を
持ってもらうため、野上川広域河川改修事業の工事現場見学を
行った。

日田土木

２９ 中津日田道路（日田山国道路）
５号トンネル現場見学会

中津日田道路
（日田山国道路：日田市大字花月）

日田市立桂林小学校
前田建設工業・菅組・下徳産業特定建
設工事共同企業体

地元の小学生を対象に、日頃の生活を支え身近にある建設業に
対しての興味・関心を高めてもらうため現場見学会を行った。

３０ 栃野西大山線（中津江工区）
新蕨野トンネル現場見学会

栃野西大山線
（中津江工区：日田市中津江村栃野）

日田市立津江小学校
つえっ子こども園
菅組・谷組特定建設工事共同企業体

地元の小学生・園児を対象に、日頃の生活を支え身近にある建
設業に対しての興味・関心を高めてもらうため現場見学会を
行った。

３１ 中津日田道路現場見学会

三光本耶馬渓道路
（中津市本耶馬渓町跡田）
日田山国道路
（日田市大字花月）

日田市の明日の道を思う女性の会
中津下毛管内の道づくりを考える女性
の会
中津日田地域の将来を思う若者の会

中津日田道路のうち、現在施工中である三光本耶馬渓道路及び
日田山国道路の工事現場にて、現場の進捗状況、整備目的など
を学んでいただくことで、今後の機運醸成に向けた活動に役立
てて頂くとともに、将来を担う子供、孫世代に中津日田道路整
備の重要性や、建設産業の大切さを伝えて頂くため、現場見学
を行った。

３２ 栃野西大山線（中津江工区）
新蕨野トンネル現場見学会

栃野西大山線（中津江工区）
（日田市中津江村栃野）

日田市立津江中学校
菅組・谷組特定建設工事共同企業体

地元の中学生を対象に、日頃の生活を支え身近にある建設業に
対しての興味・関心を高めてもらい、愛着を持ってもらうた
め、イベント（トンネル銘板お披露目式）を実施した。

３３ 小野川かわづくり土木未来教室 小野川
（日田市大字小野）

日田市立小野小学校
日田漁業協同組合

令和５年７月豪雨で被災を受けた小野小学校において、防災意
識の醸成を図るとともに、身近な自然空間である「川」に親し
み愛着をもってもらうため、併せて、川づくりについて知って
もらい、土木に興味を持ってもらうために、子どもたちに小野
川に生息する生き物とふれあいの場を設けた。

中津土木

３４ 中津日田道路現場見学会

三光本耶馬渓道路
（中津市本耶馬渓町跡田）
日田山国道路
（中津市山国町守実）

中津下毛管内の道づくりを考える女性
の会
日田市の明日の道を想う女性の会
中津日田地域の将来を思う若者の会

中津日田道路のうち、現在施工中である三光本耶馬渓道路及び
日田山国道路の工事現場にて、現場の進捗状況、整備目的など
を学んでいただくことで、今後の機運醸成に向けた活動に役立
てて頂くとともに、将来を担う子供、孫世代に中津日田道路整
備の重要性や、建設産業の大切さを伝えて頂くため、現場見学
を行った。

３５ 女性活躍応援！
中津土木管内現場見学会！

大分県立中津東高校改修工事の現場
（中津市大字如水）
急傾斜地崩壊対策事業の現場
（中津市耶馬溪町大字大野）
道路改良事業の現場
（中津市耶馬溪町大字深耶馬、中津市
三光田口）

大分県立中津東高校
建設業界での女性活躍の現状や、職場環境の実態について知っ
てもらい、将来の職業を考える選択肢としてもらうために、女
性の働く建設現場で研修を行った。

宇佐土木 ３６ 駅館川河川清掃 駅館川
（宇佐市大字法鏡寺）

大分県建設業協会宇佐支部
宇佐市役所
大分県北部振興局

駅館川の良好な河川環境の保全を積極的に推進するとともに、
市民の河川愛護意識の醸成を図るため、関係団体と協働して、
河川清掃活動を行った。

都市・まちづ
くり推進課 ３７ 都市計画教室

大分市立敷戸小学校はばたき分校
大分市立こうざき小学校
別府市立東山小学校
中津市立大幡小学校
中津市立真坂小学校
佐伯市立宇目緑豊小学校
臼杵市立南野津小学校

大分市立敷戸小学校はばたき分校
大分市立こうざき小学校
別府市立東山小学校
中津市立大幡小学校
中津市立真坂小学校
佐伯市立宇目緑豊小学校
臼杵市立南野津小学校

地域の将来を担う子供達に土木や都市計画・まちづくりへの関
心をもってもらうため、楽しみながら学習できるように都市計
画に関するゲーム（すごろく・まちづくり）を行った。

公園・生活排
水課

３８ 地域イベントにおける生活排水
きれい推進活動

サーラ・デ・うすき
（臼杵市臼杵２１０‐３） 臼杵市役所上下水道課

水環境保全及び水を大切に使用する意識の高揚並びに積極的な
実践活動の促進を図るため、地域イベントにおいて、市町村と
協力して生活排水きれい推進コーナーを設置し、パネル展示、
チラシ配布、啓発資材の配布等の普及啓発活動を行った。

３９ 大分スポーツ公園環境学習及び
保護池清掃活動

大分スポーツ公園
（大分市大字横尾）

日本文理大学の学生
大分スポーツ公園に関係した県職員等
ボランティア
ＮＰＯ法人環境カウンセラー協会 等

絶滅危惧種のオオイタサンショウウオを保全するため、地域住
民や学生を中心に、保護池の清掃活動を実施した。また、学生
等に対し環境調査結果の報告などを盛り込んだ環境学習を実施
した。

建設政策課 ４０ 第４回土木建築フェスタin
大分駅前 大分駅前北口広場１・２ （一社）大分県建設業協会

国土交通省大分河川国道事務所

建設産業に触れる機会を創出し、広く県民に産業の重要性や必
要性を理解してもらうとともに、小中学生などに対し建設業の
魅力や面白さをアピールすることで、将来の担い手の確保と若
年者や女性の入職促進を図るため、大分駅前で展示、体験ブー
スを複数設け災害対応車両等の試乗体験などを行った。

建設政策課
工事検査室
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１．大分県長期道路整備計画『おおいたの道構想２０２４』について

（１）主要施策の実施方針
１）生活の安全・安心を高める道路整備
◇防災・減災対策
〇近い将来発生が予想される南海トラフ地震や、昨今の頻発する豪雨
災害に備えるため、防災・減災対策を着実に推進する。
〇最優先を含む優先啓開ルート上の橋梁耐震化、啓開道路１や災害時
の孤立対策に資するのり面対策などを優先して実施。

１：「大分県道路啓開計画」における「最優先啓開ルート」、「優先啓開ルート」「啓開
ルート」の３段階すべてのルート

◇交通安全対策
〇事故危険箇所については、警察と連携しながら歩道・自転車歩行者
道整備、交通安全施設設置等の対策を推進する。
〇主要な通学路である法指定通学路や歩行者が多い区間において、優
先的に歩道整備を進める。また、学校関係者や警察と連携し、通学
路の合同点検や、未就学児の移動経路における安全点検を行い、地
域の実情に合わせた交通安全対策を実施。

◇老朽化対策
〇各施設の長寿命化計画に基づき、定期点検で対策が必要と判定され
た施設について、対策を推進する。
〇予防保全型維持管理として利用者の安全・安心とネットワークの信
頼性を確保するとともに、施設の長寿命化及び維持管理コストの平
準化を図る。
〇道路施設の定期点検においては、ドローンやＡＩなどの新技術を積
極的に活用し、効率的な点検や補修工事を行う。また、市町村が管
理する道路施設と合わせた点検業務の一括発注を行うなど、市町村
のインフラ維持管理業務の支援に取り組む。なお、新たに道路を整
備する際には、将来必要となる維持管理費用を軽減出来るよう取り
組む。

◇適切・効率的な維持管理
〇道路パトロールは、日々、路面の損傷や交通安全施設の破損、通行
支障木など道路異常の発見、応急措置を行う「日常パトロール」等を実施しており、道路施設の損傷や路上
の落下物等による事故・被害の防止に努める。
〇県民からの要請が多い草刈りや街路樹管理等に着実に応えるため、防草対策や道路照明のＬＥＤ化など維持
管理の効率化に加え、街路樹の点検や不健全街路樹の植え替えなど、維持管理施設の見直しを推進し、適切
な維持管理に努める。

２）元気で快適に暮らせる地域づくりを支える道路整備
◇渋滞対策
〇県内の主要渋滞箇所は令和７年４月時点で１３７箇所
あり、依然として大分都市圏をはじめとした都市部
を中心に交通渋滞が発生していることから、引き続
き、主要渋滞箇所における渋滞対策を中心に、快適
な交通環境の形成に向けた取組を推進する。
〇ハード対策として、都市計画道路庄の原佐野線や国

道路建設課、道路保全課

落橋防止装置の設置
（大分臼杵線 高田橋：大分市）

歩道の整備による通学児童の安全確保
朝田日田線（銭花工区）

レーザーと高解像カメラを搭載した
専用車両による走行型のトンネル点検

完成予想図
(都市計画道路庄の原佐野線 :大分市)
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道１９７号鶴崎拡幅などの整備、交差点の右折レーンの延伸などを推進する。
〇ソフト対策として、警察と連携しながら、必要に応じて信号現示や
車線運用の変更などを検討する。

◇快適で多様なニーズに対応した道路空間の形成
〇都市の骨格を形成する都市計画道路の整備を促進する。
〇自転車走行空間の整備を推進する。
〇「大分県無電柱化推進計画」に基づき無電柱化を推進する。
〇居心地が良く歩きたくなるまちなかの実現に向け、道路空間を活用
したまちなかの賑わいや憩いの場の創出などに取り組む。
〇道路のバリアフリー・ユニバーサルデザイン化に取り組む。
◇ツーリズム支援
〇県内外からの観光客の来訪を促進するため、広域道路ネットワーク
と主要な観光地を結ぶアクセス道路や周遊ルートの整備を推進す
る。
〇区画線の更新や路面補修、防草対策などを適切に行い、安全で快適
に移動出来る道路環境の創出・維持に努める。また、サイクリング
レース（ツール・ド・九州）への対応など、歩行者や自転車が通行
しやすい道路空間の創出を進める。

◇持続可能な環境づくり
〇道路ネットワークの整備や渋滞対策などによる道路交通の円滑化、
自転車利用促進のための自転車通行空間の整備、電気自動車などの
普及に向けた道路環境整備、道路照明のLED化など、カーボン
ニュートラルの実現に向け、CO2排出量の削減に寄与する取組を推
進する。
〇「第４次大分県環境基本計画」を踏まえ、沿道環境対策に取り組む。

３）おおいたの未来創造に向けた道路整備
◇広域道路ネットワークの充実
〇高規格道路の早期完成に向けた整備を推進する。
〇重要物流道路や代替・補完路において、未供用区間などの道路整備
を推進する。
〇東九州自動車道については、事業実施中の区間の早期完成と、残る
優先整備区間の早期事業化に向けた取組を推進する。
〇中九州横断道路については、事業中区間の整備促進を図るととも
に、大分～犬飼間の早期事業化・工事着手に向けた取組を推進す
る。
〇中津日田道路については、事業中箇所（三光本耶馬渓道路、日田山
国道路、耶馬溪山国道路）の早期完成に向けて整備を推進する。

道路建設課
道路保全課

歩道整備などが必要な都市計画道路
（(都)南立石亀川線：別府市)

自転車走行空間の分離
(国道442号 : 大分市)

車両のすれ違いが困難な立羽田の景への
アクセスルート (玖珠山国線：玖珠町)

路肩拡幅による歩行者通行空間の創出
(別府一の宮線：九重町)

大分県の広域道路ネットワーク図
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◇地域を支える道路ネットワークの充実
〇地域の骨格となるネットワークを形成する幹線道路については、渋
滞や歩道の未整備など多くの課題を有する箇所から優先的に整備を
推進する。
〇整備された高規格道路をより一層活かすため、インターチェンジや
港湾などの交通拠点へのアクセス強化に寄与する道路整備を推進す
る。
〇その他の地域ネットワークを形成する道路について、未だ多くの未
改良区間が残されていることから、「１．５車線的道路整備」や「身
近な道改善事業」も活用しながら着実に改善を図る。

◇高齢化集落対策
〇中山間地域や半島部などの高齢化集落では、日常生活を送る上で自
動車に大きく依存しているが、集落から幹線道路までを結ぶ道路に
は未改良箇所が多く残されている。こうした集落が近隣の複数集落
などと地域の機能を補い合いながら、全体として地域の機能を維持
していく「ネットワーク・コミュニティ」の取組を支援するため、
集落と幹線道路を結ぶ道路などの整備を進める。

（２）道路行政の進め方
１）県民の声に応える道づくり
◇地域住民等との協働
〇道路整備を進めるにあたっては、地域住民や各種団体からの意見を
把握しながら、地域と協働で事業を進めていく参加型行政を推進す
る。また、道の駅・道守大分会議・日本風景街道が連携した「三つ
の輪」による道路環境創出などの取組や、「クリーンロード支援事
業」、｢おおいた灯りのサポーター事業｣など、地域と協働した取組
や事業について引き続き推進する。
〇安全かつ円滑な道路交通の確保のため、道路に関する情報提供を適
切に行う。
〇橋梁・トンネルなどのインフラを活用したイベントや現場見学会、
工事現場における完成予想図を示した看板の設置など、道路の広
報・魅力発信のための取組を行う。

２）計画的・効率的な事業の推進
◇「選択と集中」による事業計画
〇適切に選択と集中を進め、計画的に道路事業を推進する。
◇的確な事業評価
〇社会情勢の変化を踏まえつつ、公共事業の効率化及び重点化を図る
とともに、事業実施過程における透明性の向上を図るため、公共事業評価を各段階で的確に行う。

◇各種事業間等の調整
〇地域の課題に対して国道・県道・市町村道が一体的に対応できるよう、国や市町村と各種事業間の調整を行
う。

◇旧道の市町村移管
〇バイパス整備に伴い発生する旧道について、事前に市町村と旧道移管協議を行うなど計画的に移管する。
◇道路の整備に関するプログラム、豊ちゃく
〇「豊ちゃく」や「道路の整備に関するブログラム」など、道路整備に係る計画を策定・公表し、計画的な事

道路建設課
道路保全課

幹線道路における渋滞状況
(中津高田線：宇佐市）

半島部の未改良区間
(大泊浜徳浦線：臼杵市)

クリーンロード支援事業を活用した
植樹帯の花植え(大分臼杵線：大分市)

開通前トンネルでのトンネルキャンプ開催による
道路の魅力発信(耶馬溪道路：中津市)
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業に努める。
３）道路・交通分野のDX

〇AIによる交通量調査、ドローンを活用した橋梁点検などにより、
調査・点検などの業務の効率化や高度化を図る。
〇自動運転の取組への協力を行う。

（３）目標指標

指 標 名 単位 基準値（Ｒ５） 現状（Ｒ５） Ｒ１５時点

優先啓開ルート上における橋梁耐震化率 ％ ５８．２ ５８．２ ８０．３

優先啓開ルート上におけるのり面対策率 ％ ６４．５ ６４．５ ７９．８

孤立集落発生の恐れがある道路におけるのり面対策率 ％ ５０．０ ５０．０ ７０．０

県管理道路における法指定通学路の歩道整備率 ％ ８２．７ ８２．７ ８９．９

通学路合同点検の要対策箇所の対策率 ％ ０ ０ １００

令和５年度までの点検で確認された、早期対策が必要な橋梁の対策率 ％ ４０．３ ４０．３ １００

令和５年度までの点検で確認された、早期対策が必要なトンネルの対策率 ％ ６０．３ ６０．３ １００

対策を講じた主要渋滞箇所数 箇所 ２９ ２９ ４３

対策を講じた主要渋滞箇所における渋滞削減時間 万人・時間
/年 ０ ０ ４４１

都市内の街路整備延長 km ５０９ ５０９ ５２０

無電柱化推進計画における無電柱化整備率 ％ １４．０ １４．０ ９３．９

自転車道の整備延長 km ０ ０ ３．７

交通円滑化によるCO2排出量の削減量 千t-CO2
/年 ０ ０ ６．６

高規格道路の整備延長

高速自動車国道を
除く高規格道路 km ８７ ８７ １０４

東九州自動車道
４車線化 km ５３ ５３ ７４

最寄りICまで概ね１５分で到達できる地域の割合
［増加する面積］

％
［km２］

６２．８
［０］

６２．８
［０］

６４．８
［４９．１］

九州の東の玄関口としての拠点化主要施設まで概ね３０分で到達できる地域の割合
［増加する面積］

%
[km2]

５４．４
［０］

５４．４
［０］

５５．５
［２７．０］

２次改築の整備延長 km ０ ０ ４０．８

１次改築の整備延長 km ０ ０ ６９．４

１．５車線的道路整備区間延長 km ０ ０ ３０．１

高齢化集落から幹線道路へのアクセスを改善した集落数 集落 １３１ １３１ ３０６

道路建設課
道路保全課

ドローン撮影を用いた橋梁点検
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県名 実延長
（km）

改良 舗装
改良済延長（km） 改良率（％） 沖縄除き順位 順位 舗装済延長（km） 舗装率（％） 順位

全国 １８６，０８９．２ １４５，１１４．８ ７８．０ １８１，８９０．０ ９７．７ －
九州 ２４，２１１．４ ２０，０２７．７ ７７．３ － ３１，４３８．１ ９９．３ －

九州（沖縄を除く） ２２，７８９．０ １８，５４６．２ ７６．７ － ２３，８７６．８ ９９．３ －
大分県 ３，５８５．７ ２，８１３．９ ７８．５ ４ ５ ３，５５８．８ ９９．２ ６
福岡県 ３，９３７．７ ３，２４９．２ ８２．５ １ ２ ３，８７８．９ ９８．７ ７
佐賀県 １，９０２．２ １，５５５．７ ８１．８ ２ ３ １，９０２．２ １００．０ １
長崎県 ２，６６８．３ １，９８６．０ ７４．４ ５ ６ ２，５９１．５ ９７．１ ８
熊本県 ３，７９６．７ ２，７４７．１ ７２．４ ６ ７ ３，７８１．０ ９９．６ ４
宮崎県 ３，１９９．７ ２，２６４．４ ７０．８ ７ ８ ３，１９９．４ １００．０ １
鹿児島県 ４，８５２．２ ３，９２９．９ ８１．０ ３ ４ ４，８５２．２ １００．０ １
沖縄県 １，５９２．６ １，４８１．５ ９３．０ １ １，５９４．３ ９９．５ ５

・九州自動車道、東九州自動車道は除く・改良済延長：幅員５．５ｍ以上・舗装済延長：簡易舗装含む・福岡については福岡市・北九州市を除く
・熊本については熊本市を除く

道路種別
（路線数）

改良・未改良内訳 路面別内訳
道路延長

橋 梁 トンネル

実延長 ５．５ｍ未満含
改良済延長

５．５ｍ未満含
改良率

５．５ｍ以上
改良済延長

５．５ｍ以上
改良率 未改良延長 左のうち交

通不能延長 砂利道 舗装道 舗装率 高級舗装
済延長

高 級
舗装率 橋 数 延 長 箇所数 延 長

一般国道
（ １６）１，０４５．９ １，０２５．０ ９８．０ １，００４．２ ９６．０ ２０．９ ２．１ ０．２ １，０４５．８ １００．０ ９９６．２ ９５．２ ９４７．７ ９６０ ５０．６ １４４ ４７．６

指定区間
（ ３） ３４０．１ ３４０．１ １００．０ ３４０．１ １００．０ ３４０．１ １００．０ ３４０．１ １００．０ ３１０．５ ３５２ ２０．３ ３５ ９．３

指定区間外
（ １４） ７０５．８ ６８４．９ ９７．０ ６６４．１ ９４．１ ２０．９ ２．１ ０．２ ７０５．７ １００．０ ６５６．１ ９３．０ ６３７．３ ６０８ ３０．３ １０９ ３８．３

県 道
（ ２４０）２，５２５．６ ２，１１０．５ ８３．６ １，８０７．８ ７１．６ ４１５．０ １０．８ ２６．８ ２，４９８．８ ９８．９ １，７１７．８ ６８．０ ２，４４０．６ １，７２３ ５０．９ １４５ ３４．０

主要地方道
（ ４５） ９８７．４ ８５６．５ ８６．７ ７８０．４ ７９．０ １３０．９ ９．４ ９７８．０ ９９．０ ７３３．６ ７４．３ ９４６．９ ７４５ ２４．５ ６４ １６．０

一般県道
（ １９５）１，５３８．１ １，２５４．０ ８１．５ １，０２７．４ ６６．８ ２８４．１ １０．８ １７．３ １，５２０．８ ９８．９ ９８４．３ ６４．０ １，４９３．７ ９７８ ２６．４ ８１ １８．０

合 計
（ ２５６）３，５７１．５ ３，１３５．５ ８７．８ ２，８１２．１ ７８．７ ４３５．９ １２．８ ２６．９ ３，５４４．６ ９９．２ ２，７１４．０ ７６．０ ３，３８８．４ ２，６８３ １０１．６ ２８９ ８１．５

県管理分合計
２５４ ３，２３１．４ ２，７９５．５ ８６．５ ２，４７２．０ ７６．５ ４３５．９ １２．８ ２６．９ ３，２０４．５ ９９．２ ２，３７３．９ ７３．５ ３，０７７．９ ２，３３１ ８１．２ ２５４ ７２．３

（４）道路現況
１）九州各県の整備状況（国県道）

九州管内道路整備状況（国県道） 令和５年３月３１日現在 道路統計年報２０２４

２）大分県内の整備状況
道路現況総括表（旧道、有料含み自転車道、高速除く） 令和５年３月３１日現在 単位：㎞、％

３）高速自動車道
高規格幹線道路（全国：約１４，０００km）は、「高速自動車国道（Ａ路線）」（全国：１１，５２０km）と「一般国道
自動車専用道路（Ｂ路線）」（全国：約２，４８０km）に分けて整備されている。
令和７年５月１５日現在、高速自動車国道の開通延長は、全国で９，２３０kmで８０％（高速自動車国道に並行する一
般国道自動車専用道路（Ａ’路線）１０，３０４kmで８９％）である。
県内においては、一般国道自動車専用道路に該当するものはなく、高速自動車国道は九州横断自動車道長崎大
分線（県内１０６km）が平成８年１１月に全線開通しており、東九州自動車道も高速自動車国道に並行する一般国道
自動車専用道路（宇佐道路、宇佐別府道路）を含むと、暫定２車線ながら県内約１０９kmが平成２７年３月に全線開
通している。
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◇東九州自動車道のこれまでの経緯
Ｓ４１．５．２３ 東九州自動車道建設促進協議会設立（４県１市）
Ｓ５２．２．１１ 第三次全国総合開発計画で明示される。（閣議決定）
Ｓ６２．６．３０ 第四次全国総合開発計画で高規格幹線道路網構想として１４，０００kmの中に位置づけられる。（閣

議決定）
Ｓ６２．６．３０ 建設省において高規格幹線道路網を策定、これに組み入れられる。（建設省令）
Ｓ６２．９．１ 国土開発幹線自動車道建設法が改正され、予定路線に組み入れられる。
Ｈ １．１．３１ 第２８回国土開発幹線自動車道建設審議会において県関係分として「大分市～佐伯市間」４０kmが

基本計画として決定
Ｈ １．２．２ 国土開発幹線自動車道の建設に関する基本計画として告示される。（総理府告示第十号）、高速

自動車国道として路線を指定される。（法令改正）
Ｈ ３．１２．３ 第２９回国土開発幹線自動車道建設審議会において、県関係分として、「福岡県椎田町～日出町間」

４６kmと「佐伯市～蒲江町間」１９kmが基本計画区間に組み入れられるとともに、「大分市～津久
見市間」２７kmが整備計画区間に格上げされた。

Ｈ ３．１２．１２ 建設省から日本道路公団に県関係分として「大分市～津久見市間」の調査の指示が出される。
Ｈ ５．１１．１９ 建設大臣から日本道路公団に施行命令が出される。（大分～津久見間）
Ｈ ６．６．２１ 日本道路公団から事業説明（路線発表）がなされる。（大分～津久見間）
Ｈ ６．９．２０ 建設大臣から日本道路公団に工事実施許可が出される。（大分～津久見間）
Ｈ ７．３．１６ 「大分～津久見間」で起工式が行われる。
Ｈ ８．３．１８ 臼杵市で起工式が行われる。
Ｈ ８．４．２２ 津久見市で起工式が行われる。
Ｈ ８．１２．２７ 第３０回国土開発幹線自動車道建設審議会において県関係分として、「津久見市～蒲江町間」が整

備計画区間へ、「蒲江町～延岡市間」が基本計画区間へそれぞれ格上げされた。
Ｈ ９．１２．２５ 建設大臣から日本道路公団に施行命令が出される。（津久見～佐伯間）
Ｈ１０．６．７ 「津久見～佐伯間」の現地調査に着手。（杭打ち式）
Ｈ１０．１２．２５ 建設大臣から日本道路公団に施行命令が出される。（佐伯～蒲江間）
Ｈ１１．３．１３ 「佐伯～蒲江間」の現地調査に着手。（杭打ち式）
Ｈ１１．１１．２７ 「大分米良～大分宮河内間」が供用開始される。東九州自動車道として初開通。
Ｈ１１．１２．２４ 第３２回国土開発幹線自動車道建設会議において県関係分として、「椎田町～宇佐市間」、「蒲江

町～北川町間」が整備計画区間に格上げされた。
Ｈ１３．１０．２２ 「津久見～佐伯間」で起工式が行われる。
Ｈ１３．１２．２７ 「大分宮河内～津久見間」が供用開始される。
Ｈ１４．６．１７ 「佐伯～蒲江間」で着工式が行われる。
Ｈ１５．１２．２５ 第１回国土開発幹線自動車道建設会議において「蒲江町～北川町間」が新直轄区間に選定される。
Ｈ１６．１１．１９ 「蒲江～県境間」の着手式が行われる。
Ｈ１８．２．７ 第２回国土開発幹線自動車道建設会議において「椎田南～宇佐間」、「津久見～佐伯間」が有料

道路方式で、「佐伯～蒲江間」が新直轄方式で整備されることになった。
Ｈ１８．１１．１３ 宇佐市域の現地調査に着手。（杭打ち式）
Ｈ１８．１１．２７ 中津市域の現地調査に着手。（杭打ち式）
Ｈ１９．２．１８ 「佐伯～県境間」の着工式が行われる。
Ｈ２０．６．２８ 「津久見～佐伯間」が供用開始される。
Ｈ２１．６．３０ 蒲江波当津インターチェンジ連結許可
Ｈ２４．４．２０ 佐伯堅田インターチェンジ連結許可
Ｈ２５．２．１６ 「蒲江～県境間」が供用開始される。
Ｈ２７．３．１ 「豊前～宇佐間」が供用開始される。
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区 間 県境～宇佐 宇佐～速見 速見IC～
大分米良IC

大分米良IC
～大分宮河内IC

大分宮河内IC
～津久見IC

津久見IC
～佐伯IC 佐伯～蒲江 蒲江～県境

距 離 １３km ２７km※１ （３３km） ６km ２１km １３km ２０km ９km

規 格 １種２級 １種３級 １種３級 １種２級 １種２級 １種２級 １種２級 １種３級

設 計 速 度 １００km／時 ８０km／時 ８０km／時 １００km／時 １００km／時 １００km／時 １００km／時 ８０km／時

車 線 数 ４車暫定２車 ４車暫定２車 ４車 ４車 ４車暫定２車 ４車暫定２車 ４車暫定２車 ４車暫定２車

予 定 路 線 Ｓ６２．９．１ Ｓ６２．９．１ Ｓ４１．７．１ Ｓ６２．９．１ Ｓ６２．９．１ Ｓ６２．９．１ Ｓ６２．９．１ Ｓ６２．９．１

基 本 計 画 Ｈ３．１２．２０ Ｈ３．１２．２０ Ｓ４７．６．３０ Ｈ１．２．２７ Ｈ１．２．２７ Ｈ１．２．２７ Ｈ３．１２．２０ Ｈ９．２．５

整 備 計 画 Ｈ１１．１２．２４ － Ｓ４８．１０．１９ Ｈ３．１２．３ Ｈ３．１２．３ Ｈ８．１２．２７ Ｈ８．１２．２７ Ｈ１１．１２．２４

事業の現況 Ｈ２７．３．１
供用

宇佐別府道路
２２．４km供用中 ※２ Ｈ１１．１１．２７

共用
Ｈ１３．１２．２７
供用

Ｈ２０．６．２８
供用

Ｈ２７．３．２１
供用

Ｈ２５．２．１６
供用

Ｈ２７．３．２１ 「佐伯～蒲江間」が供用開始される。
Ｈ２８．４．２４ 「椎田南～豊前」が供用開始され、北九州～大分～宮崎がつながる。
Ｈ３１．３．２９ 国土交通大臣から高速道路各社へ事業許可が出される。

「宇佐～院内間」約４．６km、「大分宮河内～津久見間」約６．０km
Ｒ １．９．１０ 「高速道路における安全・安心基本計画」が策定され、優先的に事業化し、概ね１０年から１５年で

４車線化を目指す「優先整備区間」が選定される。
大分県では、「院内～速見」（対面通行区間計約１２km）、「大分宮河内～佐伯」（同計約２４km）が選定。

Ｒ １．９．２３ 佐伯弥生パーキングエリア（上り線）が運用開始
Ｒ ２．１２．１３ 「宇佐～院内間」、「大分宮河内～津久見間」の着工式が行われる。
Ｒ ３．３．３０ 国土交通大臣から高速道路各社へ事業許可が出される。

「大分宮河内～臼杵間」約６．８km
Ｒ ４．３．３０ 国土交通大臣から高速道路各社へ事業許可が出される。

「津久見～佐伯間」約３．３km
Ｒ ６．３．１０ 「大分宮河内～臼杵間」の着工式が行われる。

整備計画区間の概要

・区間：福岡県境から宇佐市、大分市から佐伯市を経て宮崎県境まで
・通過市町村：中津市、宇佐市、大分市、臼杵市、津久見市、佐伯市
・車線数：４車線（さしあたり、２車線で供用開始）
・設計速度：１００km／時～８０km／時
・連結位置（基本計画区間を除き、重用区間を含まない）：中津市（一般国道２１２号）、宇佐市（一般国道１０号）、
大分市（一般国道１９７号）、臼杵市（一般国道５０２号）、津久見市（一般県道津久見インター線）、
佐伯市（主要地方道佐伯津久見線、一般国道３８８号、市道パークウェイ線、一般県道蒲江波当津インター線）

※１ 宇佐～速見間２７kmには、一般国道１０号～宇佐IC間（宇佐道路）４．９kmを含む
※２ 速見～日出JCT：Ｈ６．１２．１５供用 日出JCT～別府：Ｈ元．７．２０供用

別府～大分：Ｈ４．１２．３供用 大分～大分米良：Ｈ８．１１．２６供用

◇九州横断自動車道長崎大分線のこれまでの経緯
Ｓ３９．９．１０ 九州横断高速自動車道建設期成会設立（長崎県、佐賀県、福岡県、大分県）
Ｓ４１．７．１ 国土開発幹線自動車道建設法による予定路線に指定される。
Ｓ４４．１．２２ 「大村～日田間」が基本計画区間に決定
Ｓ４７．６．３０ 「日田～大分間」が基本計画区間に決定
Ｓ４８．１０．１９ 「鳥栖～日田間」、「湯布院～大分間」が整備計画区間に決定および施行命令
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Ｓ５３．１１．２１ 「日田～玖珠間」が整備計画区間に決定および施行命令
Ｓ５７．３．１ 「玖珠～湯布院間」が整備計画区間に決定
Ｓ６０．２．１３ 「玖珠～湯布院間」に施行命令が出される。
Ｓ６１．３．１４ 整備計画区間の一部変更（日出JCT、大分IC）
Ｓ６１．３．１４ 日出JCT，大分ICに施行命令が出される。
Ｓ６２．６．３０ 第四次全国総合開発計画決定及び建設省において高規格幹線道路網を構成する予定路線に組み込

まれる。（全国１４，０００km）
Ｓ６２．９．１ 国土開発幹線自動車道建設法の改正（国土開発幹線自動車道１１，５２０km）
Ｈ １．１．３１ 「荏隈～片島間」が整備計画区間に決定
Ｈ １．７．２０ 「湯布院～別府間」が供用開始される。
Ｈ ２．３．１０ 「朝倉～日田間」が供用開始される。
Ｈ ２．４．２６ 「荏隈～片島間」に施行命令が出される。
Ｈ ４．１２．３ 「大分～別府間」が供用開始される。
Ｈ ６．１２．１５ 日出JCTが供用開始される。
Ｈ ７．３．１０ 「日田～玖珠間」が供用開始される。
Ｈ ８．３．２８ 「玖珠～湯布院間」が供用開始される。
Ｈ ８．１１．２６ 「大分～大分米良間」が供用開始される。
Ｈ１０．１１．１１ 「杷木～日田間」４車線供用開始される。
Ｈ１０．１２．２５ 「玖珠～日出JCT間４車線化」について整備計画区間の一部変更及び施行命令が出される。
Ｈ１２．３．２１ 「日田～玖珠間」４車線供用開始される。
Ｈ１５．１２．２５ 第１回国土開発幹線自動車道建設会議において「地域の活性化を支援するインターチェンジの追

加」として大分光吉IC（フルインター化）が選定される。
Ｈ１７．３．１９ 「玖珠～湯布院間」４車線供用開始される。
Ｈ２０．８．１１ 大分光吉ICフルインターチェンジ化開通
Ｈ２０．９．１２ 別府湾スマートインターチェンジ社会実験開始
Ｈ２１．４．１ 別府湾スマートインターチェンジ運用開始
Ｈ２５．６．１１ 由布岳スマートインターチェンジ連結許可
Ｈ２６．８．８ 別府湾スマートインターチェンジフル化連結許可
Ｈ２８．１１．２７ 由布岳スマートインターチェンジ運用開始
Ｈ３０．８．１ 大分自動車道「速見～大分米良間」が東九州自動車道に名称変更
Ｈ３０．８．５ 別府湾スマートインターチェンジフル化運用開始

（ア）日田地区（県境～日田）
日田地区９．７kmについては、昭和５７年度から用地買収に着手し、平成２年３月１０日に供用開始された。
また、４車線化については、平成７年９月に工事に着手し、平成１０年１１月１１日に供用開始された。

（イ）日田～玖珠間
日田～玖珠間２４．７kmについては、昭和６３年度から用地買収に着手し、平成７年３月１０日に供用開始さ
れた。また、４車線化については、平成８年８月に工事に着手し、平成１２年３月２１日に供用開始された。

（ウ）玖珠～湯布院間
玖珠～湯布院間２１．８kmについては、平成２年度から用地買収に着手し、平成８年３月２８日に供用開始
された。また、４車線化については、平成１０年１２月２５日の整備計画変更決定により、平成１１年４月に工事
に着手し、平成１７年３月１９日に供用開始された。

（エ）湯布院～別府間
湯布院～別府間２３．９kmについては、昭和５４年度から用地買収に着手し、平成元年７月２０日に県内で初
めての高速道路として供用開始された。また、湯布院～日出JCT間の４車線化については、平成１０年１２月
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２５日に事業化が決定し、平成１４年５月２５日に供用開始された。また、別府湾SAにおいて、平成２１年４月
１日からスマートIC（下り線）の運用を開始し、平成３０年８月５日にスマートIC（上り線）の運用が開
始された。また、由布岳スマートICは平成２８年１１月２７日に運用が開始された。

（オ）別府～大分間
別府～大分間１４．８kmについては、昭和５７年度から用地買収に着手し、平成４年１２月３日に供用開始さ
れた。

（カ）大分～大分米良間
大分～大分米良間７．８kmについては、平成３年度から用地買収に着手し、平成８年１１月２６日に供用開始

された。また、大分光吉ICのフルインター化については、平成１５年１２月２５日の第１回国土開発幹線自動
車道建設会議を経て、平成１６年１月３０日に整備計画が決定（変更）され、平成１６年４月２８日に日本道路公
団に連結許可及び施行命令が出された。西日本高速道路（株）及び県により工事が行われ、平成２０年８月
１１日に完成した。

１）事業区間 鳥栖市・日田市
（日田地区） 日田市・玖珠町 玖珠町・由布市 由布市・大分市 大分市荏隈～

大分市片島
２）経過する

市町村
日田市 日田市

玖珠町
玖珠町
九重町
由布市

由布市
日出町
別府市
大分市

大分市

３）車線数 ４車線 ４車線 ４車線 ４車線 ４車線

４）設計速度 ８０km／時 ８０km／時 ８０km／時 ８０km／時 ８０km／時

５）連結位置及び
連結施設

日田市：一般国道２１２号 玖珠町：
主要地方道玖珠
天瀬線
玖珠町：一般国道
３８７号

九重町：
主要地方道飯田高
原中村線

由布市：一般国道２１０号
一般県道塚原天間線

日出町：一般国道１０号
別府市：主要地方道別府一の宮線、

市道八石荷戸２号線
大分市：主要地方道大分臼杵線

大分市：
一般国道１０号、
一般国道２１０号

道路建設課
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５）その他の高規格道路
◇中九州横断道路
中九州横断道路は、「大分市～熊本市間」を結ぶ延長約１２０kmの高規格道路（自動車専用道路）である。現在、

「豊後大野市犬飼町～阿蘇市波野間」が整備区間に指定されている。
整備区間のうち「豊後大野市犬飼町～豊後大野市千歳町間（犬飼千歳道路）」４．３kmが平成１９年に、「豊後大
野市千歳町～豊後大野市大野町間（千歳大野道路）」８．７kmは平成２０年に開通した。また、「豊後大野市大野町
～竹田市会々間（大野竹田道路）」１２．３kmについては、平成２０年に着工し、平成２７年２月１５日に「大野～朝地
間」６．３kmが開通し、「朝地～竹田間」６．０kmについては、平成３１年１月１９日に開通した。また平成３１年度から
「竹田～阿蘇間（竹田阿蘇道路）」２２．５kmが新規事業化され、「大分～犬飼間」については、令和６年４月
「都市計画・環境アセスメントを進めるための調査」への移行が示された
◇中津日田道路
中津日田道路は、「中津市～日田市間」を結ぶ延長約５５kmの高規格道路であり、現在「中津市定留～日田市
間」が整備区間に指定されている。
整備区間のうち、県が事業を行った「中津市定留～中津市犬丸間（中津港線）」１．５kmと「中津市犬丸～中津

市伊藤田間（中津道路）」２．１kmは平成２１年３月に開通、「中津市伊藤田～中津市三光西秣間（中津三光道路）」
３．０kmは平成２７年２月に開通、「中津市本耶馬渓町落合～中津市耶馬溪町山移間（本耶馬渓耶馬溪道路）」５．０km
は平成２４年３月に開通、「中津市耶馬溪町山移～中津市耶馬溪町大島間（耶馬溪道路）」５．０kmは令和３年２月
に開通している。「中津市山国町守実～日田市三和間（日田山国道路）」８．８kmについては、平成２７年度から事
業着手、「中津市耶馬溪町大島～中津市山国町守実間（耶馬溪山国道路）」８．５kmについては、令和３年度から
事業着手しており、現在も整備が進められている。
「中津港～中津市定留間」３．４kmについては、平成２０年度から国が臨港道路として整備事業に着手し、平成２７
年３月に開通している。また、「中津市三光西秣～中津市本耶馬渓町落合間（三光本耶馬渓道路）」１２．８kmに
ついては、平成１９年度から国直轄権限代行事業として着手しており、「中津IC～田口IC間」２．８kmが平成３１年３
月に開通、「田口IC～青の洞門・羅漢寺IC間」５．３kmが令和６年３月に開通し、現在も残る区間の整備が進めら
れている。
◇大分空港道路
大分空港道路は「日出町～国東市武蔵町間」を結ぶ延長約３０kmの高規格道路であり、現在「日出町南畑～国
東市安岐町大添間」が整備区間に指定されている。
整備区間のうち「日出町大神（藤原JCT）～国東市安岐町大添（安岐IC）間」１３．５kmは平成３年に、「日出

町南畑（速見IC）～日出町大神（藤原JCT）間」１１．５kmは平成１４年に開通した。また、「国東市安岐町大添
（安岐IC）～国東市安岐町塩屋（国道２１３号）間」６．０kmについては、平成３年に自動車専用道路として開通し
た県道糸原杵築線を活用している。
また、平成２８年度から取り組んできた４車線区間延伸事業が令和元年７月２６日に完了した。
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年災
全 国 九 州 全 域 大 分 県

箇 所 被害報告額 箇 所 被害報告額 箇 所 被害報告額
Ｒ２ １３，０９２ ５１１，１３８，１４２ ７，８１２ ２６３，１９９，９１６ １，２５６ ３６，５１１，６４７
Ｒ３ ９，７７６ ２５９，１１８，２５７ ２，８９６ ５２，７８９，８９０ １８０ ３，５５３，４８０
Ｒ４ ９，８１２ ３８９，２１３，５８８ ２，８４１ ８８，６３７，８９７ ４４２ １３，６９７，５５０
Ｒ５ １０，９０３ ３６９，２８４，６１０ ３，５１５ １１０，９７８，１１８ ５１１ １８，２０３，８００
Ｒ６ １３，６２５ １，６３１，６１５，４３３ ２，１９５ ７８，５４３，０９３ ８５５ ２８，７０８，４９０
平 均 １１，４４２ ６３２，０７４，００６ ３，８５２ １１８，８２９，７８３ ６４９ ２０，１３４，９９４

年 災 事 業 費
左 の 財 源 内 訳

国庫支出金 県 債 一 般 財 源

令和５年災害 １０９，６５９ ７０，８３２ ３４，０００ ４，８２７

令和６年災害 ４，６９３，６６４ ３，０３１，７７８ １，４９６，０００ １６５，８８６

令和７年災害 ６，２２０，０００ ４，１１８，８６９ ２，１０１，０００ １３１

計 １１，０２３，３２３ ７，２２１，４７９ ３，６３１，０００ １７０，８４４

河 川 課

国土交通省所管公共土木施設災害復旧事業／過去５箇年の比較表（補助分）
（単位：千円）

令和７年度公共土木施設災害復旧工事／県実施計画表
（単位：千円）
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区
分

事
業
名

事
業
費

新
規
、
継
続

備
考

公
共

２２
，７
５０
，９
６３

広
域
河
川
改
修
事
業

３，
７５
７，
１９
１

一
級
玖
珠
川
（
天
ケ
瀬
温
泉
街
）
、
野
上
川
等
河
川
の
流
下
能
力
を
確
保
す
る
た
め
、
令
和
２
年
７
月
豪
雨
等
に
よ
り
被
災
し
た
河
川
等
に
お
い
て
、
河
川
改
修
を
実
施
す
る
。

河
川
緊
急
情
報
基
盤
整
備
事
業

６８
，２
５０

水
位
情
報
の
提
供
等

河
川
災
害
関
連
事
業

２１
８，
３０
０

災
害
復
旧
事
業
に
あ
わ
せ
、
被
害
を
受
け
な
か
っ
た
区
間
を
含
め
一
連
区
間
に
つ
い
て
再
度
災
害
防
止
の
た
め
の
改
良
工
事
を
実
施
す
る
も
の
。

治
水
ダ
ム
建
設
事
業

８１
２，
７０
０

ダ
ム
本
体
、
放
流
設
備
、
関
連
設
備
、
貯
水
池
等
の
緊
急
性
の
高
い
改
良
を
行
い
、
ダ
ム
の
機
能
の
回
復
又
は
向
上
を
図
る
。

国
直
轄
河
川
事
業
負
担
金

６８
８，
８４
２

障
害
防
止
対
策
事
業

２５
２，
４７
５
一
級
大
分
川

防
衛
施
設
庁
所
管
の
事
業
で
、
防
衛
施
設
の
設
置
に
よ
り
生
じ
た
河
川
の
障
害
に
つ
い
て
そ
の
機
能
を
復
元
し
、
又
、
障
害
を
除
去
す
る
も
の
。

海
岸
環
境
整
備
事
業

１１
８，
８８
２
国
東
海
岸
（
小
原
地
区
）

波
浪
に
よ
る
被
害
を
防
ぎ
、
良
好
な
海
岸
環
境
・
利
用
を
促
進
す
る
と
共
に
、
背
後
地
の
整
備
と
一
体
に
な
っ
た
海
岸
環
境
整
備
を
図
る
。

津
波
危
機
管
理
対
策
緊
急
事
業

１２
６，
００
０
宇
佐
海
岸
等

高
潮
・
津
波
、
海
岸
浸
食
等
か
ら
生
命
・
財
産
を
守
る
た
め
、
海
岸
堤
防
等
の
耐
震
化
対
策
及
び
老
朽
化
対
策
を
実
施
す
る
。

災
害
復
旧
事
業

１１
，０
２３
，３
２３

土
木
関
係
災
害
時
緊
急
対
応
事
業
５，
６８
５，
００
０

非
公
共

４，
９１
０，
９４
４

河
川
海
岸
改
良
事
業

９２
５，
００
０

緊
急
河
床
掘
削
事
業

８０
０，
００
０

河
川
海
岸
調
査
費

１７
３，
３２
９

河
川
関
係
受
託
事
業

２１
７，
８３
５
一
級
堤
内
川
、
濁
淵
川
等

災
害
復
旧
事
業

４０
，０
００

災
害
復
旧
調
査
費

２２
５，
００
０

河川
施設
災害
防止
緊急
対策
事業

２，
０５
０，
００
０

中小
河川
等洪
水時
避難
行動
支援
事業

４０
，０
００

洪
水
時
危
機
管
理
体
制
強
化
事
業

２９
，０
００

治
水
ダ
ム
管
理
高
度
化
事
業

８，
２１
３

そ
の
他
事
業

４０
２，
５６
７

２７
，６
６１
，９
０７

河 川 課

令
和
７
年
度
主
要
事
業
の
概
要
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施設名 諸元 舗装の種類 備考

着陸帯 ３，１２０ｍ×３００ｍ 芝一部コンクリート 等級Ａ級

滑走路 ３，０００ｍ４５ｍ アスファルトコンクリート 強度PCN８３/F/C/X/T

誘導路 ３，４３２ｍ２３～２４ｍ アスファルトコンクリート

駐機場 ９２，４５０㎡ アスファルトコンクリート
及びセメントコンクリート １０バース

施設名 諸元 舗装の種類 備考

駐車場 ２１，１２８㎡ アスファルトコンクリート 第１駐車場 ９２０台
第２駐車場 １３３台

場周道路 ２０，１３８㎡ アスファルトコンクリート
及びセメントコンクリート

保安道路 １２，５８４㎡ アスファルトコンクリート

路線 便数／日 所要時間 航空会社 運航日

東京
（羽田） １４ 約９０分 日本航空・全日空・

ソラシドエア 毎日

東京
（成田） ２（最大） 約１００分 ジェットスター・ジャパン 毎日

大坂
（伊丹） ７ 約５５分 日本航空・全日空・IBEX 毎日

名古屋
（中部） ２ 約６５分 IBEX／全日空 毎日

路線 便数／週 所要時間 航空会社 運航日

ソウル ３ 約９５分 チェジュ航空 火・木・土

台北 ２ 約１４５分 タイガーエア台湾 水・土

港 湾 課

大分空港

■大分空港の航空輸送実績

■基本施設 ■国内定期路線（→大分）

■付帯施設 ■国際定期路線

資料編
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水系名 渓流数 指定面積（ha）
五 ヶ 瀬 川 ３６ ３８０．４４
番 匠 川 １０４ １，２６４．５０
大 野 川 １７５ １，５２８．３９
大 分 川 ７２ ８５４．４８
筑 後 川 ２７０ １，５８０．１８
山 国 川 １４９ ８８２．８８
二 級 水 系 ３８５ ２，４３１．２２
そ の 他 水 系 １６１ ５２７．８１

計 １，３５２ ９，４４９．９０

砂 防 課

（１）指定地（令和７年３月末現在）

ア）砂防指定地について（資料１、２）
砂防法第２条により、砂防設備を要する土地として国土交通大臣が指定した砂防指定地は令和７年３月末現
在、別府市境川ほか１，３５２渓流、面積９，４４９．９０ヘクタールである。

イ）地すべり防止区域について（資料３）
地すべり等防止法第３条により、国土交通大臣が指定した地すべり防止区域は令和７年３月末現在、別府市乙
原地区ほか８６地区、面積１，２６４．０９ヘクタールである。
ウ）急傾斜地崩壊危険区域について（資料３）

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第３条により、県知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域は、令
和７年３月末現在、佐伯市西谷地区ほか１，３７５地区、面積１，７６９．３ヘクタールである。

エ）土砂災害警戒区域等について（資料４）
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第７条、第９条により、県知事が指定した
土砂災害警戒区域は令和７年３月現在２５，２１２区域、土砂災害特別警戒区域は２３，２４９区域である。

（資料１）砂防指定地一覧表（水系別）
（令和７年３月３１日現在）
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土
木
事
務
所
名

一
級
水
系

二
級
水
系

普
通
水
系

合
計

一
級

河
川
普

通
河

川
二

級
河

川
普

通
河

川
普

通
河

川
渓
流
数
延

長
ｍ
渓
流
数
延

長
ｍ
渓
流
数
延

長
ｍ
渓
流
数
延

長
ｍ
渓
流
数
延

長
ｍ
渓
流
数
延

長
ｍ

豊
後
高
田
土
木
事
務
所

１６
６６
，４
３９

４５
４５
，３
９９

７
８，
６０
０

６８
１２
０，
４３
８

国
東
土
木
事
務
所

３６
１１
０，
６６
４

５８
４６
，２
８２

２５
２３
，７
８６

１１
９

１８
０，
７３
２

別
府
土
木
事
務
所

２４
９３
，４
７４

４３
３８
，２
７７

１０
１９
，４
５７

７７
１５
１，
２０
８

大
分
土
木
事
務
所

３７
１７
０，
０１
７

４４
３２
，５
８２

６
１５
，１
８８

６
４，
６２
７

１１
８，
５３
７

１０
４

２３
０，
９５
１

臼
杵
土
木
事
務
所

１０
２４
，９
１２

１３
１４
，７
５４

１５
３７
，３
７４

２１
２３
，５
９８

２７
９，
５０
０

８６
１１
０，
１３
８

佐
伯
土
木
事
務
所

４７
１６
６，
１８
２

９４
１３
２，
０３
９

１７
４３
，８
３４

１３
１１
，３
８０

８１
４８
，２
６０

２５
２

４０
１，
６９
５

豊
後
大
野
土
木
事
務
所

２０
７３
，６
５５

６０
４７
，７
９９

８０
１２
１，
４５
４

竹
田
土
木
事
務
所

２９
９５
，６
７８

３４
２１
，９
６７

６３
１１
７，
６４
５

玖
珠
土
木
事
務
所

３０
１０
４，
０１
４

６２
７７
，０
８６

３
２，
５８
０

９５
１８
３，
６８
０

日
田
土
木
事
務
所

２６
７１
，４
８４

１６
２

１０
９，
６８
７

１８
８

１８
１，
１７
１

中
津
土
木
事
務
所

２９
５７
，８
８４

１１
２

６５
，０
２１

５
１６
，６
９６

８
５，
５６
０

１５
４

１４
５，
１６
１

宇
佐
土
木
事
務
所

２２
６８
，６
３１

４８
６３
，７
２８

７０
１３
２，
３５
９

合
計

２２
８

７６
３，
８２
６

５８
１

５０
０，
９３
５

１４
１

４５
２，
３０
０

２４
５

２４
１，
４３
０

１６
１

１１
８，
１４
０
１，
３５
６

２，
０７
６，
６３
１
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土木名 市町村名 旧市町村名 新規・追加
の別

地すべり防止区域 急傾斜地崩壊危険区域
地区数 指定面積：ha 面積計 地区数 指定面積：ha 面積計

高田
豊後高田市

豊後高田市
新規 ０ ０

０．００
３２ ３，３１３

３，４２０．００
追加 ０ ０ ３ １０７

真玉町
新規 ０ ０

０．００
８ ３０３

３０３．００
追加 ０ ０ ０ ０

香々地町
新規 ０ ０

０．００
１２ １，４６７

１，６１８．００
追加 ０ ０ ４ １５１

小計
新規 ０ ０

０．００
５２ ５，０８３

５，３４１．００
追加 ０ ０ ７ ２５８

国東

国東市

国見町
新規 ０ ０

０．００
２１ １，４４３

１，４６８．００
追加 ０ ０ ２ ２５

国東町
新規 ０ ０

０．００
３５ ５，２０５

５，５７９．００
追加 ０ ０ ５ ３７４

武蔵町
新規 ０ ０

０．００
６ １，０２９

１，１００．００
追加 ０ ０ １ ７１

安岐町
新規 ０ ０

０．００
１４ ２，８８４

３，０００．００
追加 ０ ０ １ １１６

合併後計
新規 ０ ０

０．００
７６ １０５６１

１１，１４７．００
追加 ０ ０ ９ ５８６

姫島村
新規 １ １２．９５

１２．９５
６ ９７５

１，００６．００
追加 ０ ０ ２ ３１

小計
新規 １ １２．９５

１２．９５
８２ １１，５３６

１２，１５３．００
追加 ０ ０ １１ ６１７

別府

別府市
新規 ４ ８１．３

９０．００
２６ ４，１３３

４，５３８．００
追加 １ ８．７ ６ ４０５

杵築市

杵築市
新規 ４ ４１．８５

７７．５２
２３ １，７９４

２，５２７．００
追加 ３ ３５．６７ ６ ７３３

山香町
新規 １ ２４．６

２４．６０
１８ ２，０５８

２，１０５．００
追加 ０ ０ １ ４７

大田村
新規 ２ １６．２４

１６．２４
１ １６３

１６３．００
追加 ０ ０ ０ ０

合併後計
新規 ７ ８２．６９

１１８．３６
４２ ４０１５

４，７９５．００
追加 ３ ３５．６７ ７ ７８０

日出町
新規 ０ ０

０．００
１５ ９４６

１，０８９．００
追加 ０ ０ ２ １４３

小計
新規 １１ １６３．９９

２０８．３６
８３ ９，０９４

１０，４２２．００
追加 ４ ４４．３７ １５ １，３２８

大分

大分市

大分市
新規 １２ １５０．６５

１７３．６５
９１ ９，０９２

１０，２５０．００
追加 ２ ２３ ２０ １，１５８

野津原町
新規 ３ ３２．５４

３６．６２
４ ５８６

５８６．００
追加 ２ ４．０８ ０ ０

佐賀関町
新規 ５ ３２．４９

５４．４９
３８ ２，７９６

３，３４９．００
追加 ２ ２２ １１ ５５３

合併後計
新規 ２０ ２１５．６８

２６４．７６
１３３ １２４７４

１４，１８５．００
追加 ６ ４９．０８ ３１ １７１１

由布市

挾間町
新規 ２ １１．３７

１１．３７
６ １，２１９

１，４３９．００
追加 ０ ０ １ ２２０

庄内町
新規 ０ ０

０．００
９ １，３１７

１，３１７．００
追加 ０ ０ ０ ０

湯布院町
新規 １ ３０．５３

３０．５３
９ １，０９３

１，３１３．００
追加 ０ ０ １ ２２０

合併後計
新規 ３ ４１．９

４１．９０
２４ ３６２９

４，０６９．００
追加 ０ ０ ２ ４４０

小計
新規 ２３ ２５７．５８

３０６．６６
１５７ １６，１０３

１８，２５４．００
追加 ６ ４９．０８ ３３ ２，１５１

臼杵

臼杵市

臼杵市
新規 ５ ２９．４２

２９．４２
７２ ８，５９８

８，９７４．００
追加 ０ ０ ７ ３７６

野津町
新規 ３ １８．８

１８．８０
３９ ４，０２７

４，０５４．００
追加 ０ ０ ２ ２７

合併後計
新規 ８ ４８．２２

４８．２２
１１１ １２６２５

１３，０２８．００
追加 ０ ０ ９ ４０３

津久見市
新規 ０ ０

０．００
７９ １０，７５４

１２，１５７．４８
追加 ０ ０ １８ １，４０３

小計
新規 ８ ４８．２２

４８．２２
１９０ ２３，３７９

２５，１８５．４８
追加 ０ ０ ２７ １，８０６

佐伯
佐伯市

佐伯市
新規 ０ ０

０．００
８７ １０，４６９

１１，６３８．００
追加 ０ ０ １７ １，１６９

上浦町
新規 ０ ０

０．００
１３ １，７６４

１，７６４．００
追加 ０ ０ ０ ０

弥生町
新規 ０ ０

０．００
４３ ６，０３７

６，６１１．００
追加 ０ ０ ４ ５７４

本匠村
新規 ２ ６２．８８

６２．８８
１６ ２，３６６

２，３６６．００
追加 ０ ０ ０ ０

宇目町
新規 ０ ０

０．００
２７ １，９３１

２，０５４．００
追加 ０ ０ ２ １２３

直川村
新規 ０ ０

０．００
２３ ３，０４６

３，２３１．００
追加 ０ ０ １ １８５

鶴見町
新規 ０ ０

０．００
２７ ４，６８１

５，１０３．００
追加 ０ ０ ４ ４２２

米水津村
新規 １ １２．０４

１２．０４
１６ １，９４２

１，９４２．００
追加 ０ ０ ０ ０

蒲江町
新規 ０ ０

０．００
３８ ５，２９５

５，３５５．４７
追加 ０ ０ ４ ６０

小計
新規 ３ ７４．９２

７４．９２
２９０ ３７，５３１

４０，０６４．４７
追加 ０ ０ ３２ ２，５３３

土木名 市町村名 旧市町村名 新規・追加
の別

地すべり防止区域 急傾斜地崩壊危険区域
地区数 指定面積：ha 面積計 地区数 指定面積：ha 面積計

豊後大野
豊後大野市

三重町
新規 ２ １４．９９

１４．９９
２７ ２，４３６

２，４９６．００
追加 ０ ０ １ ６０

清川村
新規 ０ ０

０．００
５ ４７９

４７９．００
追加 ０ ０ ０ ０

緒方町
新規 １ ６．５１

１７．１１
１８ １，９３５

２，００２．００
追加 １ １０．６ ２ ６７

朝地町
新規 ２ １９．８

４３．０８
１６ ２，１４３

２，３０３．００
追加 １ ２３．２８ １ １６０

大野町
新規 ２ １７．１９

１７．１９
２５ １，７５３

１，７５３．００
追加 ０ ０ ０ ０

千歳村
新規 １ ５．３

９．２１
７ ６６２

８２１．６７
追加 １ ３．９１ ３ １６０

犬飼町
新規 １ ３１．５

３１．５０
１５ １，３０８

１，３９２．００
追加 ０ ０ ２ ８４

小計
新規 ９ ９５．２９

１３３．０８
１１３ １０，７１６

１１，２４６．６７
追加 ３ ３７．７９ ９ ５３１

竹田
竹田市

竹田市
新規 ２ １５．３１

１５．３１
８７ ９，７００

１１，４４４．００
追加 ０ ０ ２８ １，７４４

荻町
新規 ０ ０

０．００
２ ４０３

４０３．００
追加 ０ ０ ０ ０

久住町
新規 ０ ０

０．００
６ ８２９

８２９．００
追加 ０ ０ ０ ０

直入町
新規 ０ ０

０．００
８ １，０１０

１，０１０．００
追加 ０ ０ ０ ０

小計
新規 ２ １５．３１

１５．３１
１０３ １１，９４２

１３，６８６．００
追加 ０ ０ ２８ １，７４４

玖珠

九重町
新規 ０ ０

０．００
３４ ２，８７４

３，０８７．００
追加 ０ ０ ５ ２１３

玖珠町
新規 ０ ０

０．００
２４ ３，７５９

３，９６７．００
追加 ０ ０ ３ ２０８

小計
新規 ０ ０

０．００
５８ ６，６３３

７，０５４．００
追加 ０ ０ ８ ４２１

日田
日田市

日田市
新規 １ １３．４４

１３．４４
７８ ８，８６７

１０，１３４．００
追加 ０ ０ １７ １，２６７

前津江村
新規 １０ ８９．７９

１００．６７
３ ２７２

２７２．００
追加 １ １０．８８ ０ ０

中津江村
新規 １１ １３３．９６

１９８．７０
２ ６０７

６０７．００
追加 ２ ６４．７４ ０ ０

上津江村
新規 １ １１．２

１１．２０
８ ６１６

６１６．００
追加 ０ ０ ０ ０

大山町
新規 ２ ６５．１７

６５．１７
１６ １，７５９

１，９７３．００
追加 ０ ０ ２ ２１４

天瀬町
新規 ０ ０

０．００
１５ １，６４７

１，７５９．００
追加 ０ ０ １ １１２

小計
新規 ２５ ３１３．５６

３８９．１８
１２２ １３，７６８

１５，３６１．００
追加 ３ ７５．６２ ２０ １，５９３

中津
中津市

中津市
新規 ０ ０

０．００
０ ０

０．００
追加 ０ ０ ０ ０

三光村
新規 ０ ０

０．００
５ ６８２

６８２．００
追加 ０ ０ ０ ０

本耶馬渓町
新規 ０ ０

０．００
２１ ２，２７１

２，３３７．００
追加 ０ ０ ３ ６６

耶馬溪町
新規 １ ５．６

５．６０
１９ ２，９７１

２，９７１．００
追加 ０ ０ ０ ０

山国町
新規 ０ ０

０．００
２９ ３，８１３

４，４９３．００
追加 ０ ０ ７ ６８０

小計
新規 １ ５．６

５．６０
７５ ９，７５９

１０，５０５．００
追加 ０ ０ １０ ７４６

宇佐
宇佐市

宇佐市
新規 ０ ０

０．００
１１ １，２５２

１，２５２．００
追加 ０ ０ ０ ０

院内町
新規 ２ ４５．８７

６３．３１
２１ ２，３３３

２，７４１．００
追加 ２ １７．４４ ２ ４０８

安心院町
新規 １ ６．５

６．５０
１８ ２，３８４

２，５６６．００
追加 ０ ０ ３ １８２

小計
新規 ３ ５２．３７

６９．８１
５０ ５，９６９

６，５５９．００
追加 ２ １７．４４ ５ ５９０

合 計
新規 ８６ １０３９．７９

１，２６４．０９
１，３７５ １６２，６１２

１７６，９３０．６２
追加 １８ ２２４．３ ２０５ １４，３１９

砂 防 課

（資料３）地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域指定状況
（令和７年３月３１日現在）

資料編

砂

防

課

１０１



指
定
区
域

土
石
流

急
傾
斜

地
す
べ
り

合
計

土
砂
災
害
警
戒
区
域

土
砂
災
害
警
戒
区
域

土
砂
災
害
警
戒
区
域

土
砂
災
害
警
戒
区
域

う
ち
特
別

う
ち
特
別

う
ち
特
別

う
ち
特
別

区
域
数

区
域
数

区
域
数

区
域
数

区
域
数

区
域
数

区
域
数

区
域
数

２９
１

２３
２

５４
３

５２
１

２
０

８３
６

７５
３

３９
２

２９
７

７５
９

７０
９

４
０

１ ，
１５
５

１，
００
６

０
０

３０
２４

１
０

３１
２４

１０
４

７９
４０
０

３９
０

１２
０

５１
６

４６
９

２２
０

１７
８

９９
８

９６
５

１３
０

１ ，
２３
１

１，
１４
３

３１
２５

２０
９

１９
７

２
０

２４
２

２２
２

４２
３

３５
４

２ ，
１３
６

２，
０３
９

３６
０

２，
５９
５

２，
３９
３

２７
８

２３
２

６５
５

６２
９

１５
０

９４
８

８６
１

３５
２

２７
４

１ ，
０１
０

９６
４

１５
０

１，
３７
７

１，
２３
８

２３
９

２０
４

４４
２

４３
１

１
０

６８
２

６３
５

１ ，
２１
０

１，
０５
４

２，
４１
８

２，
３７
９

１５
０

３，
６４
３

３，
４３
３

３７
１

３２
５

２ ，
３０
１

２，
２２
７

６１
０

２，
７３
３

２，
５５
２

１４
０

１０
７

１ ，
８６
４

１，
８２
３

２
０

２，
００
６

１，
９３
０

２０
３

１６
５

５９
３

５７
８

６
０

８０
２

７４
３

１４
１

１１
７

５２
２

５１
３

４
０

６６
７

６３
０

６２
３

４８
４

１ ，
７８
９

１，
７６
０

６２
０

２，
４７
４

２，
２４
４

７６
７

６２
４

１ ，
１４
８

１，
１３
４

１６
０

１，
９３
１

１，
７５
８

３９
８

３２
６

９１
２

８８
９

３３
０

１ ，
３４
３

１，
２１
５

６，
１８
３

５，
０７
７

１８
，７
２９

１８
，１
７２

３０
０

０
２５
，２
１２

２３
，２
４９

土
木
事
務
所
名

市
町
村
名

危
険
渓
流
数
及
び
危
険
箇
所
数

調
査
完
了

箇
所
数

完
了
率

土
石
流

急
傾
斜

地
滑
り

合
計

豊
後
高
田

豊
後
高
田
市

２４
２

３７
６

１
６１
９

６１
９
１０
０．
００
％

国
東

国
東
市

３６
７

６４
５

２
１，
０１
４

１，
０１
４
１０
０．
００
％

姫
島
村

０
２４

０
２４

２４
１０
０．
００
％

別
府

別
府
市

８１
２８
５

８
３７
４

３７
４
１０
０．
００
％

杵
築
市

１７
３

８３
６

１０
１，
０１
９

１，
０１
９
１０
０．
００
％

日
出
町

２９
１８
０

１
２１
０

２１
０
１０
０．
００
％

大
分

大
分
市

３３
４

１，
５９
２

３２
１，
９５
８

１，
９５
８
１０
０．
００
％

由
布
市

３０
１

４６
４

９
７７
４

７７
４
１０
０．
００
％

臼
杵

臼
杵
市

３６
２

７３
９

１１
１，
１１
２

１，
１１
２
１０
０．
００
％

津
久
見
市

２１
４

３６
２

１
５７
７

５７
７
１０
０．
００
％

佐
伯

佐
伯
市

８８
８

２，
０９
３

１５
２，
９９
６

２，
９９
６
１０
０．
００
％

豊
後
大
野

豊
後
大
野
市

２７
７

１，
７０
６

５７
２，
０４
０

２，
０４
０
１０
０．
００
％

竹
田

竹
田
市

１１
９

１，
２６
３

１
１，
３８
３

１，
３８
３
１０
０．
００
％

玖
珠

九
重
町

１６
１

３２
３

０
４８
４

４８
４
１０
０．
００
％

玖
珠
町

８８
４６
１

２
５５
１

５５
１
１０
０．
００
％

日
田

日
田
市

５１
７

１，
３７
０

５０
１，
９３
７

１，
９３
７
１０
０．
００
％

中
津

中
津
市

６５
５

９２
２

１４
１，
５９
１

１，
５９
１
１０
０．
００
％

宇
佐

宇
佐
市

３１
７

６５
２

８
９７
７

９７
７
１０
０．
００
％

合
計

小
計

５，
１２
５

１４
，２
９３

２２
２

１９
，６
４０

１９
，６
４０

１０
０．
００
％

累
計

砂 防 課

令
和
７
年
３
月
3
1
日
現
在

（
資
料
４
）
土
砂
災
害
防
止
法
に
基
づ
く
警
戒
区
域
等
の
指
定
状
況
に
つ
い
て
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区 分
砂防指定地

砂防堰防 渓流保全工 床 固 工
箇 所 面 積

数 量
ha 基 ｍ 基

１，３５２ ９，４４９．９０ １，３６７ ３０２，８７７ １，１２４

区 分
地すべり防止区域

ボーリング工 水路工 杭打工 集水井工 谷止工
箇 所 面 積

数 量
ha ｍ ｍ 本 基 基

８６ １，２６４．０９ ２９９，８４０ ５１，３１４ ４，４１０ ２０３ １１３

区 分
急傾斜地崩落危険区域

擁 壁 工 法 枠 工 吹 付 工 落石防止工
箇 所 面 積

数 量
ha ｍ ㎡ ㎡ ｍ

１，３７５ １，７６９．３ ８０，２８３ １５５，２９９ １５７，８１４ ４９，７７７

土木事務所名
砂防 地すべり 急傾斜

全体
危険箇所 整備箇所 整備率 危険箇所 整備箇所 整備率 危険箇所 要対策箇所 整備箇所 整備率

豊後高田土木事務所 １１９ ２９ ２４．４％ １ ０ ０．０％ １０３ ９６ ４４ ４５．８％ ３３．８％

国東土木事務所 １９９ ５０ ２５．１％ ２ ０ ０．０％ １８２ １５９ ６５ ４０．９％ ３１．９％

別府土木事務所 １３４ ５２ ３８．８％ １９ ８ ４２．１％ ３２６ ２９６ ８０ ２７．０％ ３１．２％

大分土木事務所 ２７２ ３７ １３．６％ ４１ １７ ４１．５％ ７２７ ５２８ ９８ １８．６％ １８．１％

臼杵土木事務所 ２５１ ５２ ２０．７％ １２ ８ ６６．７％ ３８３ ３３３ １６０ ４８．０％ ３６．９％

佐伯土木事務所 ４８８ １０５ ２１．５％ １５ ３ ２０．０％ ８５９ ７３３ ２５１ ３４．２％ ２９．０％

豊後大野土木事務所 ８１ ２３ ２８．４％ ５７ ９ １５．８％ ２７２ ２４０ ９５ ３９．６％ ３３．６％

竹田土木事務所 ４５ １３ ２８．９％ １ １１００．０％ ２３８ ２２１ ９８ ４４．３％ ４１．９％

玖珠土木事務所 １２７ ４８ ３７．８％ ２ ０ ０．０％ １６６ １５６ ４９ ３１．４％ ３４．０％

日田土木事務所 １７５ ６８ ３８．９％ ５０ ２４ ４８．０％ ３２１ ２８９ ８２ ２８．４％ ３３．９％

中津土木事務所 ２１１ ８４ ３９．８％ １４ １ ７．１％ １７５ １３４ ４２ ３１．３％ ３５．４％

宇佐土木事務所 １２２ ３１ ２５．４％ ８ ３ ３７．５％ １３６ １１５ ３９ ３３．９％ ２９．８％

合 計 ２，２２４ ５９２ ２６．６％ ２２２ ７４ ３３．３％ ３，８８８ ３，３００ １，１０３ ３３．４％ ３０．８％

砂 防 課

（２）施設（令和７年３月末現在）

ア）砂防設備

イ）地すべり防止施設

ウ）急傾斜地崩壊防止施設

整備率（令和７年３月末時点）

砂防………土石流危険渓流Ⅰ（人家５戸以上）における概成箇所の割合
地すべり…危険箇所における概成箇所の割合
急傾斜……要対策箇所（急傾斜地崩壊危険箇所Ⅰ（人家５戸以上）のうち人工がけを除くもの）における概成箇所の

割合
※概成については予算年度で判定（例：Ｒ２年度繰越予算で概成→Ｒ２年度概成）
※土砂災害危険箇所は、Ｈ２６土砂災害危険箇所再点検結果を反映させたもの。
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（３）予算

資料編

砂

防

課

１０４



都市名 準都市計画区域名 面積（ha）
大分市 本神崎準都市計画区域 ９５
大分市 佐賀関準都市計画区域 ４９４
中津市 三光準都市計画区域 １，４５９

都
市
計
画
の
内
容

都

市

名

土地利用
都市施設 市街地

開発事業
市
街
化
区
域
・
市
街
化
調
整
区
域

地 域 地 区
用 途 地 域※

特

別

用

途

地

区

防

火

地

域

準

防

火

地

域

風

致

地

区

臨

港

地

区

生

産

緑

地

地

区

地

区

計

画

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域

第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域

第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域

第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域

第

一

種

住

居

地

域

第

二

種

住

居

地

域

準

住

居

地

域

近

隣

商

業

地

域

商

業

地

域

準

工

業

地

域

工

業

地

域

工

業

専

用

地

域

道
路
（
自
動
車
専
用
道
路
）

道

路

（

幹

線

道

路

）

道
路
（
区
画
街
路
・
特
殊
街
路
）

駅

前

広

場

都

市

高

速

鉄

道

駐

車

場

公

園

緑

地

墓

園

そ
の
他
の
公
共
空
地

汚

物

処

理

場

ご

み

焼

却

場

市

場

一
団
地
の
住
宅
施
設

火

葬

場

防

火

水

槽

公

共

下

水

道

都

市

下

水

路

土
地
区
画
整
理
事
業

新
住
宅
市
街
地
開
発
事
業

市
街
地
再
開
発
事
業

大 分 市 ３ １ １ ２ １ １７ １ １０２１３７１２ ３ １ ２２５２６ ４ １ ２ １ １ １ １ ２０ １ １
別 府 市 １ １ ５ １ １ ９ ２１ ４ ６ ３５ ３ １ １ １ １ １ １ ２ １
中 津 市 １ １ １ ２ ２３ １０ ４ １ １ ２８ １ １ １ １ ３
日 田 市 １ ２２ １ ４ ２５ １ １ １ １ １ ３
佐 伯 市 １ １ １ １ ２６ １ ２１ ２ １ １ １ １ １ １ ４
臼 杵 市 ２ １ １１ ９ １ ６ １ １ １ １ １
津 久 見 市 １ １ １ １７ ２ １５ １ １ １ １ ６
竹 田 市 １ １ ８ １ ４ １
豊後高田市 １ １ ８ ６ １ ２ １ １ １
杵 築 市 １ ２ １ １１ １３ ９ １ １ １ １
宇 佐 市 ２ ２８ １ １１ １ １ １
豊後大野市 ９ １ ６ １
由布市（旧湯布院町） １ ６ １ ６ １
（旧挾間町） ９ １ １ １
国 東 市 １ １ ３ ２ １ １
日 出 町 １ ２ １ １２ ６ ３ １０ １ １ １ １ １ １
玖 珠 町 １ ３ ２ ４ １
計 ９ １ ７ ７ １１ １ ３３ ９ ３１９１８０３７ ４ ３ ４１１３２ ５ ９ １２ ２ ２ １１ ４ １３ １０ ４１ １ ２

都市・まちづくり推進課

１．都市計画の現状
（１）都市計画決定の現況
都市計画の内容は主として以下の計画で構成されている。
ア）土地利用・・・市街化区域・市街化調整区域の区域区分、用途区域、風致地区等の地域地区
イ）都市施設・・・道路、公園、下水道等の施設
ウ）市街地開発事業・・土地区画整理事業、市街地再開発事業等の事業
エ）地区計画等

都市計画決定一覧表
令和７年３月３１日現在

・その他地域地区
高度地区（別府市、日田市、中津市）、高度利用地区（大分市、別府市）、流通業務地区（大分市）、伝統的建造物群
保存地区（日田市、杵築市）、特定用途制限地域（大分市、中津市）
・その他都市施設
自動車ターミナル（別府市）、港湾（別府市）、水道（別府市）、病院（大分市）、河川（竹田市）、学校（別府市）
注） は大分県内で定めている都市計画
※県内に田園住居地域なし

準都市計画区域指定市町村一覧表
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地域地区

都市計画
区 域 名

用 途 地 域※５

特別用
途地区 風致地区第１種

低層住居
専用地域

第２種
低層住居
専用地域

第１種中
高層住居
専用地域

第２種中
高層住居
専用地域

第１種
住居地域

第２種
住居地域

準住居
地域

近隣
商業地域 商業地域 準工業

地域 工業地域 工業専用
地域 計

大 分 ２，４４０ １５５ １，２９４ １，０５８ １，７６６ ４５７ １３１ ５０６ ３４６ ８５８ ５９９ １，６７７１１，２８８
※１
※３
※４

６３
７６０
３５

４３７

別 府※ ２１６ １９８ ５６１ ８９ ７９２ ２０９ １０７ ６１２ ３２ ２ ２，８１８※３ ３２ ４，４１２
中 津 ４６４ ４７６ ５７ ６７０ １０ ２３ ４６ ９８ ２９０ ５１９ ２，６５３
日 田 ４１ ６７ ４８３ ２３２ ５２ １１０ ５２ １０８ ７５ ２４ １，２４４
佐 伯 ２９３ ３８ ３６０ ３０ ９９ １５９ ７９ １０９ １，１６７※３ １５９
臼 杵 ２６９ ２８０ ３０９ ２８ ５５ ５４ ４９ ６５ １，１０９
津 久 見 ５０ １３９ １５２ １８ １７ １６ ３６ ６１ １０１ ５９０
竹 田 ９ ４ １６２ ９９ ２３ ２４ ３２ ２９ ４９ ４３１※３ ４９
豊後高田 ５４ ８６ ５７ １０２ ４９ ５ ３０ ２８ ８２ ９３ ５８６※３ ８２
杵 築 １２０ ９３ １７ ４３ ３ ２８ ６３ ３３ ４００
宇 佐 ５７ １１３ ３５７ ３１ ７７ ８１ ４２ ２４ ７８２
三 重
（豊後大野市） ９ ８ １５ １３６ ８５ ４５ ５２ ６ ４８ ３５ ４４０

挾 間
（由布市） １０６ ２０９ ６ ９０ １１ １８ ２２ ４６２

湯 布 院
（由布市） ２８７ ７ ２００ １０１ ４ ６ ２６ ６３１

※２
２７８

国 東 ２ ６３ ５８ ６１ ２５ １３ ２１ ２１ ２６４
日 出 ５３ ２５ ２７１ ７ １０８ ６１ ２６ ９ １０ ５７０
玖 珠 ２１ ４５ ９５ ７６ ２ １１ ２１ １６ １４ ３８ ３３９※１ ７
計 ３，９７１ ５１７ ３，５２７ ２，９００ ５，１３１ １，２８４ ４７３ １，０７９ １，６５６ １，８６１ １，５８７ １，７８６２５，７７４ １，４６５ ４，８４９

都市・まちづくり推進課

（２）地域地区
都市における土地利用に計画性を与え、適正な制限のもとに土地の合理的な利用を図ることを目的とし、土地の
自然的条件及び土地利用の動向を勘案して、住居、商業・工業、その他の用途を適正に配分することにより、都市
機能を維持増進し、かつ、良好な住居の環境を保護し、商業・工業等の利便を増進し、美観風致を維持し、公害を
防止する等適正な都市環境を保持するように定める。

主 な 地 域 地 区
令和７年３月３１日現在（単位：ha）

※別府市の都市計画区域名は、別府国際観光温泉文化都市建設計画 注）※１ 特別業務地区
※２ 娯楽・レクリエーション地区
※３ 大規模集客施設制限地区
※４ 住環境保全地区
※５ 県内に田園住居地域なし

資料編
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街路延長 計画延長 改良済延長 改良率
大 分 ３９２．０１ ３３３．４９ ８５．１％
別 府 ６８．７５ ４３．１５ ６２．８％
中 津 ９１．４９ ３８．３１ ４１．９％
日 田 ５７．３０ ３５．４５ ６１．９％
佐 伯 ６０．９８ ３５．７３ ５８．６％
臼 杵 ２４．２８ １３．７７ ５６．７％
津 久 見 ２７．５４ ２３．４７ ８５．２％
竹 田 ９．１２ ８．０５ ８８．３％
豊 後 高 田 １５．７８ ７．５９ ４８．１％
杵 築 ２０．４２ ８．１２ ３９．８％
宇 佐 ８１．９９ １９．６０ ２３．９％
豊 後 大 野 ２０．０６ ９．６８ ４８．３％
国 東 ６．２７ ４．９１ ７８．３％
日 出 ２６．９１ １５．２７ ５６．７％
挾 間 １６．０３ ２．６７ １６．７％
湯 布 院 ７．６１ ０．０４ ０．５％
玖 珠 ６．１９ ４．５０ ７２．７％

計 ９３２．７３ ６０３．８０ ６４．７％

都市名 平成２０年 平成２１年 平成２２年 平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和１年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年
大 分 市 ７，１６４，４９０ ４，１０６，９５１ ５，２２１，７８０ ４，９１５，４７６ ５，１７０，０４２ ５，２２８，５８７ ４，６３５，３１８ ５，０８８，８２７ ４，５８４，３７６ ２，６２８，７９０ ５５２，１０２ ９２１，９４５ ３，１４４，５１０ ２，５３６，３４８ ３，５６５，５７７ ４，７６８，９９１ ７，４５１，９９８
別 府 市 ７４０，０００ ６９５，２００ ５５５，７２７ ４０５，７２３ ４３９，４９５ ６５４，６６０ ４４９，７００ ７６８，５８１ １，２３１，７２９ ９６６，７７２ ７５１，７１３ １，１８９，２２１ １，００２，１８３ １，６９０，１２１ ９８０，４１２ １，１６２，４４４ ６１２，３３４
中 津 市 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １４，９６０ １８３，８２２ ２７０，１６８ ２５８，５０３ ３２０，６７６ ６１４，３６６ ５９２，８１６ ３５４，４８６ ４５６，２００ ２５６，６３０
日 田 市 ４１６，５００ ４２５，５００ ３９６，９６４ ５０１，４８６ ４７５，５２８ ５６４，４８０ ５３６，７００ ３６９，９０９ ２６１，６７５ １２６，３３７ ２６２，１１８ ３７５，９４４ ４４２，２１０ ５２５，２６７ ７２８，３９０ ６６８，０５４ ３５３，９６０
佐 伯 市 ０ ０ ２７，９７４ ５０，０００ ４５，２００ １８４，７７４ １０９，６００ １４５，７３１ １０３，２１５ ０ ８５，７８５ ０ ０ ６，２９９ １７，９０２ ４０，０００ ６１，８９４
臼 杵 市 １７７，０００ ２４７，６００ １６０，２１２ １４０，８６３ ７９，０１５ １８７，０００ ２９２，７９１ ６９４，６５１ ２４１，０４０ １０２，６８３ １２０，１０５ １５５，８６３ １７９，１０３ ２５１，８７０ ７，０００ ０ ０
津久見市 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ６，２７０ ０
竹 田 市 ３５１，０００ ４１４，３４９ １６４，３２８ ５１，１２０ １６８，６４３ ２７０，０００ １３４，５４５ １５，６００ ０ ０ ９，０７３ １２，７２７ ９，９３６ ４１，８９０ ２５２，０００ ３６８，６２５ ３５９，８００
豊後高田市 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
杵 築 市 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
宇 佐 市 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
国 東 市 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
日 出 町 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
由 布 市 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
豊後大野市 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １３，０５１ ４０，５０５ ７３，０００ ２７８，１６４ ３４１，８５０
玖 珠 町 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
計 ８，８４８，９９０ ５，８８６，６００ ６，５２６，９８５ ６，０６４，６６８ ６，３７７，９２３ ７，０８９，５０１ ６，１５８，６５４ ７，０９８，２６１ ６，６０５，８５７ ４，０９４，７５０ ２，０３９，３９９ ２，９７６，３７６ ５，４０５，３５９ ５，６８５，１１６ ５，９７８，７６７ ７，７４８，７４９ ９，４３８，４６６

都市・まちづくり推進課

２．都市計画事業
（１）街路
ア）事業の概要

本県の都市計画による街路の決定は昭和６年の大分市が最初で、以後、別府市、中津市と順次決定したが、戦
後は急激に都市計画法適用の市町村が増加し、これに伴って街路の決定数も増加、現在では都市計画適用１６市町
村全ての市町で街路を決定しており、路線数は５０９路線、総延長は９３２．７３kmである。
イ）施策の計画

良好な市街地の形成を図るため、都市構造の骨格を形成するとともに、都市交通の円滑化、住宅、宅地の供給
促進、防災避難路の確保、情報通信施設等の収容等の多様な機能を有する都市内道路網として街路事業の整備促
進を図る。

令和７年３月３１日現在

ウ）事業費の推移 （単位：千円）

※令和３年度までは決算額を記載。令和４年度からは予算額を記載している。
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区分年度 開催回数（回） 付議件数（件） 議 決 答 申 件 数（件）
県 決 定 市 町 決 定 そ の 他

平成元年 １ ６ ４ ２ ０
平成２年 ４ １８ ８ ９ １
平成３年 ４ ２０ ４ １５ １
平成４年 ５ ２３ ８ ６ １
平成５年 ３ １９ ７ １２ １
平成６年 ５ ３５ １３ ２１ １
平成７年 ６ ３１ １７ １１ ３
平成８年 ４ ６４ ２３ ４０ １
平成９年 ２ １２ ４ ７ １
平成１０年 ４ ２０ ９ １１ ０
平成１１年 ２ ５ ４ ０ １
平成１２年 ３ ５ ５ ０ ０
平成１３年 ３ ５ ５ ０ ０
平成１４年 ２ ６ ４ ０ ２
平成１５年 ５ ３７ ３３ ０ ４
平成１６年 ５ ３５ ２２ ０ １３
平成１７年 ３ １２ ９ ０ ３
平成１８年 ２ ４ ３ ０ １
平成１９年 ２ ３ ３ ０ ０
平成２０年 １ １ １ ０ ０
平成２１年 ５ １２ ７ ０ ５
平成２２年 ４ ３１ ３０ ０ １
平成２３年 ２ １１ ９ ０ ２
平成２４年 ２ ６ ４ ０ ２
平成２５年 ２ ７ ５ ０ ２
平成２６年 ２ ６ ６ ０ １
平成２７年 ２ ４ ４ ０ ０
平成２８年 ２ ３ ２ ０ １
平成２９年 １ １ ０ ０ １
平成３０年 １ ３ １ ０ ２
令和１年 ２ ２ ２ ０ ０
令和２年 ４ ２７ ２６ ０ １
令和３年 １ ２ １ ０ １
令和４年 ２ ３ ３ ０ ０
令和５年 ２ ４ ２ ０ ２
令和６年 １ １ １ ０ ０

都市・まちづくり推進課

３．都市計画事務
（１）都市計画審議会

都市計画法により、その権限に属させられた事項を調整審議するとともに、知事の諮問に応じ都市計画に関する
事項を調査審議する。
最近における審議会の開催回数及び審議件数は、次のとおりである。

大分県都市計画審議会審議件数

注）平成１２年度からは市町で都市計画審議会を開催できることとなっている。
令和２年度開催回数のうち、１回は常務委員会での審議（その他）である。
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件 数（件） 面 積（ha）
２０ha未満 ２０ha以上 計 ２０ha未満 ２０ha以上 計

平成６年度 ６５ ０ ６５ ２８．７ ０．０ ２８．７
平成７年度 ６２ ０ ６２ ２３．１ ０．０ ２３．１
平成８年度 ７８ ０ ７８ ７３．３ ０．０ ７３．３
平成９年度 ８０ ３ ８３ ３０．９ ２４３．０ ２７３．９
平成１０年度 ９７ １ ９８ ５８．６ ２０．６ ７９．２
平成１１年度 ６４ １ ６５ ３２．４ ３９．０ ７１．４
平成１２年度 ５９ １ ６０ １４．０ １１２．８ １２６．８
平成１３年度 ６１ ０ ６１ ２９．７ ０．０ ２９．７
平成１４年度 ７７ １ ７８ ２１．９ １１２．８ １３４．７
平成１５年度 ６４ ２ ６６ ４８．７ ２０２．２ ２５０．９
平成１６年度 ５８ ０ ５８ １５．１ ０．０ １５．１
平成１７年度 ５８ １ ５９ ２２．５ １１２．８ １３５．３
平成１８年度 ６２ ２ ６４ ２９．０ １８５．２ ２１４．２
平成１９年度 ２６ ０ ２６ ４．９ ０．０ ４．９
平成２０年度 １８ ０ １８ ２．６ ０．０ ２．６
平成２１年度 １９ ０ １９ ２．０ ０．０ ２．０
平成２２年度 ３２ ０ ３２ ５．１ ０．０ ５．１
平成２３年度 ３３ ０ ３３ １．９ ０．０ １．９
平成２４年度 ３１ ０ ３１ ３．１ ０．０ ３．１
平成２５年度 １９ ０ １９ ２．０ ０．０ ２．０
平成２６年度 ２４ ０ ２４ ２．２ ０．０ ２．２
平成２７年度 ２５ ０ ２５ １．９ ０．０ １．９
平成２８年度 ２４ ０ ２４ ５．２ ０．０ ５．２
平成２９年度 ２６ ０ ２６ ５．７ ０．０ ５．７
平成３０年度 ２８ ０ ２８ ７．６ ０．０ ７．６
令和１年度 ５３ ０ ５３ １０．２ ０．０ １０．２
令和２年度 ３４ ０ ３４ ２．８ ０．０ ２．８
令和３年度 ３３ ０ ３３ ３ ０ ３
令和４年度 ２９ ０ ２９ ２ ０ ２
令和５年度 ２５ ０ ２５ ２ ０ ２
令和６年度 ２３ ０ ２３ ８．７ ０ ８．７

都市・まちづくり推進課

（２）開発指導行政
都市計画区域内外において、開発行為として、建築物の建築の目的で行う土地の区画形質の変更を行う場合は、
開発規模によって、開発許可が必要となる。本県における、開発行為の許可状況は次のとおりである。
ア）宅地造成等規制法による許可状況（大分市及び別府市の区域）
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年

五地域区分
平成３１年４月現在 令和２年４月現在 令和３年４月現在 令和４年４月現在 令和５年４月現在 令和６年４月現在 令和７年４月現在

都 市 地 域 １０３，８６５ １６．４ １０３，８６５ １６．４ １０２，７３１ １６．２ １０２，７３１ １６．２ １０２，７３１ １６．２ １０２，７３１ １６．２ １０２，７３７ １６．２
農 業 地 域 ４１２，２８５ ６５．０ ４１２，２８５ ６５．０ ４１２，２８８ ６５．０ ４１２，２８８ ６５．０ ４１２，２８８ ６５．０ ４１２，２６１ ６５．０ ４１２，２６１ ６５．０
森 林 地 域 ４５１，６２９ ７１．２ ４５１，５６５ ７１．２ ４５１，５６１ ７１．２ ４５１，４３９ ７１．２ ４５１，２４３ ７１．２ ４５１，１００ ７１．１ ４５０，９９０ ７１．１
自然 公園地域 １７４，８４９ ２７．６ １７４，８４９ ２７．６ １７４，８４９ ２７．６ １７４，８４９ ２７．６ １７４，８４９ ２７．６ １７４，８４９ ２７．６ １７４，８４９ ２７．６
自然 保全地域 １５ ０．０ １５ ０．０ １５ ０．０ １５ ０．０ １５ ０．０ １５ ０．０ １５ ０．０
五 地 域 計 １，１４２，６４３ １８０．２１，１４２，５７９ １８０．２１，１４１，４４４ １８０．０１，１４１，３２２ １８０．０１，１４１，１２６ １８０．０１，１４０，９５６ １７９．９１，１４０，８５２ １７９．９
白 地 地 域 ７，００４ １．２ ７，００４ １．１ ７，２６０ １．１ ７，２６１ １．１ ７，３１４ １．２ ７，３１４ １．２ ７，３１４ １．２
合 計 １，１４９，６４７ １８１．３１，１４９，５８３ １８１．３１，１４８，７０４ １８１．１１，１４８，５８３ １８１．１１，１４８，４４０ １８１．１１，１４８，２７０ １８１．１１，１４８，１６６ １８１．１
県 土 面 積 ６３４，０７３ １００．０ ６３４，０７３ １００．０ ６３４，０７６ １００．０ ６３４，０７０ １００．０ ６３４，０７０ １００．０ ６３４，０７０ １００．０ ６３４，０７０ １００．０

年
区分

平成２９年 平成３０年 令和１年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年
面 積構成比面 積構成比面 積構成比面 積構成比面 積構成比面 積構成比面 積構成比

農 用 地 ５５６ ８．８ ５５４ ８．７ ５５１ ８．７ ５４８ ８．６ ５４５ ８．６ ５４２ ８．５ ５４０ ８．５
農 地 ５５６ ８．８ ５５４ ８．７ ５５１ ８．７ ５４８ ８．６ ５４５ ８．６ ５４２ ８．５ ５４０ ８．５
採 草 放 牧 地 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

森 林 ４，５２７ ７１．４ ４，５２８ ７１．４ ４，５２６ ７１．４ ４，５２８ ７１．４ ４，５２８ ７１．４ ４，５２５ ７１．４ ４，５０７ ７１．１
原 野 ５３ ０．８ ５３ ０．８ ５２ ０．８ ５０ ０．８ ５０ ０．８ ５０ ０．８ ５０ ０．８
水面・河川・水路 １６５ ２．６ １６５ ２．６ １６６ ２．６ １６６ ２．６ １６６ ２．６ １６７ ２．６ １６６ ２．６
道 路 ２３０ ３．６ ２３１ ３．６ ２３１ ３．６ ２３１ ３．６ ２３２ ３．７ ２３２ ３．７ ２３３ ３．７
宅 地 ２５１ ４．０ ２５２ ４．０ ２５３ ４．０ ２５５ ４．０ ２５６ ４．０ ２５７ ４．１ ２５８ ４．１
住 宅 地 １５８ ２．５ １５９ ２．５ １６０ ２．５ １６０ ２．５ １６１ ２．５ １６１ ２．５ １６２ ２．６
工 業 用 地 ３１ ０．５ ３１ ０．５ ３０ ０．５ ３１ ０．５ ３１ ０．５ ３１ ０．５ ３１ ０．５
そ の 他 宅 地 ６２ １．０ ６３ １．０ ６４ １．０ ６３ １．０ ６４ １．０ ６５ １．０ ６６ １．０
そ の 他 ５５９ ８．８ ５５８ ８．８ ５６１ ８．８ ５６３ ８．９ ５６４ ８．９ ５６８ ９．０ ５８６ ９．２
合 計 ６，３４１ １００．０ ６，３４１ １００．０ ６，３４１ １００．０ ６，３４１ １００．０ ６，３４１ １００．０ ６，３４１ １００．０ ６，３４１ １００．０
市 街 地 １１８ １．８ １１８ １．８ １１８ １．８ １２１ １．９ １２１ １．９ １２１ １．９ １２１ １．９

利用目的
年

住宅地 商業
施設

生産
施設

レクリエ
ーション
施設

ゴルフ場 別 荘 林 業
農 業
畜産業
水産業

駐車場
病院等
その他の
利用目的

資 産
保有等 その他 合 計

平成２９年 ３７ ２０ ５６ ２ ０ ０ ９８ ２ ６ １１ ３０ ０ ２６２
平成３０年 ３４ １４ ３９ １ ０ ０ ８６ ２ ２ ２１ ２４ ０ ２２３
令和１年 ２６ １０ ２９ ０ ０ ０ １３９ ２ ４ ２６ ４３ ０ ２７９
令和２年 １６ １３ ４６ １ ０ ０ １２６ ３ １ １１ ３２ ０ ２４９
令和３年 ５０ ７ ２８ １ ０ ０ １７４ ５ ４ １５ ３７ ０ ３２１
令和４年 ６１ １１ ４６ ０ ０ ０ １６３ ２ ０ １５ ３４ ６ ３３８
令和５年 ２８ １２ ４５ １ ０ ０ １５３ ２ ６ １４ ２１ ４ ２８６
令和６年 ５４ ７ ２７ ３ ０ ０ １８９ ２ ０ １１ １０ ０ ３０３

都市・まちづくり推進課

４．土地利用対策業務
国土利用計画法は、国土利用計画及び土地利用基本計画の策定、土地取引の規制、遊休土地に関する措置等を規定

し、土地の投機的な取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去するとともに、乱開発の未然防止と土地の有
効利用の促進を通して、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的としたものである。

（１）国土利用計画
（単位：１００ha、％）

（注）Ｈ２５より採草放牧地は原野のうち数として計上している。

（２）土地利用基本計画
土地利用基本計画面積の推移 （単位 : ha、％）

（注）１ 五地域の面積は、計画図より計測したものを使用。（五地域が相互に重複している地域があるため、五地
域と白地地域を単純に合計した面積は、県土面積の約１．８倍になっている。）

２ 県土面積は、毎年１０月１日現在で国土地理院が把握した面積を使用。

（３）土地取引の規制
届出案件の利用目的 （単位：件）
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用途地域別

年 令和１年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年
区分 地点数 平均価格 変動率 地点数 平均価格 変動率 地点数 平均価格 変動率 地点数 平均価格 変動率 地点数 平均価格 変動率 地点数 平均価格 変動率

住 宅 地 ２０３２４，９００ ０．１ ２０３２５，１００ ０．１ ２０３２５，３００ ０．０ ２０３２５，８００ ０．２ ２０３２６，３００ ０．７ ２０３２７，０００ ０．８
商 業 地 ８０５５，４００ △０．２ ８３５４，４００ △１．０ ８３５４，２００ △１．２ ８３５４，２００ △０．８ ８３５４，７００ △０．４ ８３５５，９００ ０．１
準 工 業 地
工 業 地 ９１７，２００ △０．４ ９１７，０００ △１．１ ９１６，９００ △０．６ ９１６，９００ △０．４ ９１６，９００ △０．１ ９１６，９００ △０．１
市街化調整区域内宅地
宅 地 見 込 地 ４ ７，２００ △０．１ ４ ６，８００ △０．９ ４ ６，８００ △０．３ ４ ６，８００ △０．１ ４ ６，９００ ０．９ ４ ７，０００ ２．０
林 地 ４ １６６．３ △３．２ ４ １６４．８ △２．３ ４ １６２．９ △１．６ ４ １６１．３ △０．６ ４ １５９．８ △０．７ ４ １５８．３ △０．３

計 ３００ ３０３ ３０３ ３０３ ３０３ ３０３

景観計画 景観条例
済 名称 策定（改正）年月日 済 名称 制定（改正）・施行年月日

大分市 ○ 大分市景観計画

Ｈ１９．３．２２策定
Ｈ２１．４．１改正施行（色彩基準
追加）
Ｈ２２．１０．１改正施行（届出対象
行為追加）
Ｒ２．６改正

○ 大分市景観条例
Ｈ１９．３．２２制定／Ｈ１９．７．１施行
Ｈ２２．１０．１改正施行
Ｒ２．１０．１改正施行

別府市 ○
①別府市景観計画
②鉄輪温泉地区温泉湯けむり重点
景観計画
③明礬温泉湯けむり重点景観計画

①Ｈ２０．３．２７策定
②Ｈ２１．３策定（Ｈ２１．４．１～適用）
③Ｈ２４．８策定（Ｈ２４．９．１～適用）

○ 別府市景観条例
Ｈ２０．３．２７制定／Ｈ２０．７．１施行
Ｈ２１．４．１改正施行
Ｈ２３．４．１改正施行

中津市 ○ 中津市景観計画
Ｈ２２．３．１２策定
Ｈ２３．３．２５改正（Ｈ２３．４．１～適用）
Ｈ２５．１２．１０改正（Ｈ２６．４．１～適用）

○ 中津市景観条例

Ｈ２２．３．１６制定／Ｈ２２．４．１施行
（届出Ｈ２２．９．１～）
Ｈ２５．１２．１０改正施行
（届出Ｈ２６．４．１～）
Ｈ３０．４．１改正施行
Ｈ３０．１０．５改正施行

日田市 ○ 日田市景観計画 Ｈ２３．６．３０策定 ○ 日田市景観条例 Ｈ２４．４．１施行
佐伯市 ○ 佐伯市景観計画 Ｒ２．３．３１策定 ○ 佐伯市景観条例 Ｒ２．３．２７制定／Ｒ２．４．１施行

臼杵市 ○
①臼杵市景観計画（全体構想編）
②臼杵市景観計画（景観形成重点
地区編）

①Ｈ２３．５．１６策定
②Ｈ２５．７．８策定（Ｈ２５．８．１～適用） ○ 臼杵市景観条例 Ｈ２３．３．１８制定／Ｈ２３．６．１施行

Ｈ２５．８．１改正施行

竹田市 ○ 竹田市景観計画 Ｈ２８．４．１策定 ○ 竹田市景観条例 Ｈ２８．３．２５制定／Ｈ２８．７．１施行

豊後高田市 ○ 田染荘小崎景観計画 Ｈ２２．１．２０策定 ○ 豊後高田市田染荘小崎景観づ
くり条例 Ｈ２１．１２．１９制定／Ｈ２２．４．１施行

杵築市 ○ 杵築市景観計画 Ｈ２５．３．２５策定 ○ 杵築市景観条例
Ｈ２５．３．２２制定／Ｈ２５．４．１施行
（届出Ｈ２５．１０．１～）
Ｈ２５．６．２５改正施行

宇佐市 ○ 宇佐市景観計画 Ｈ２５．１．４策定
Ｈ２７．１．５改正（Ｈ２７．４．１～適用） ○ 宇佐市景観条例

Ｈ２４．９．２６制定／Ｈ２４．１０．１施行
（届出Ｈ２５．４．１～）
Ｈ２７．１．５改正／Ｈ２７．４．１改正施行

豊後大野市 ○ 豊後大野市景観計画 Ｒ１．８．１４策定 ○ 豊後大野市景観条例 Ｒ１．７．１０制定
Ｒ１．１０．１施行（届出Ｒ１．１１．１～）

由布市 ○ ①湯の坪街道周辺地区景観計画
②由布院盆地景観計画

①Ｈ２０．１０．１施行
②Ｈ２５．１２．１施行 ○ 由布市景観条例 Ｈ２０．６．２４制定／Ｈ２０．７．１施行／

Ｈ２５．１２．１改正施行

国東市 ○ 国東市景観計画 Ｈ３１．３．２７策定 ○ 国東市景観条例 Ｈ３１．３．２７制定
Ｈ３１．４．１施行（届出Ｒ１．１０．１～）

姫島村 ○ 姫島村景観計画 Ｒ２．３．３１策定 ○ 姫島村景観条例 Ｒ２．３．１６制定
Ｒ２．４．１施行（届出Ｒ２．１１．１～）

日出町 ○ 日出町景観計画 Ｒ６．１０．２９策定 ○ 日出町景観条例 Ｒ６．１０．１１制定
Ｒ７．４．１施行

１５ １５

都市・まちづくり推進課

（４）地価調査
地価調査の地点数及び平均価格

（単位：地点、価格円/㎡,%）

５．景観・まちづくり事業
（１）市町村の景観計画・景観条例の制定状況

令和７年４月１日現在
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都市・まちづくり推進課

（２）まちづくり関連事業の実施地区
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年 度 取扱件数（件） 金 額（円） 年 度 取扱件数（件） 金 額（円）
平成１２年 １，９７９ ２０，４６２，４９５ 平成２５年 １，９５２ １６，４０３，１６５
平成１３年 ２，０１３ １４，２００，４１０ 平成２６年 ２，３６３ １８，９７８，８８５
平成１４年 ２，５９５ １３，７３０，１６５ 平成２７年 ２，０９０ １７，７９６，０１０
平成１５年 ２，２２１ １８，９４９，９６５ 平成２８年 ２，０３９ １６，９３９，２８０
平成１６年 ２，１２８ １５，７８８，０９５ 平成２９年 ２，２５５ １９，９３５，３３５
平成１７年 ２，４９２ １３，１４０，３２０ 平成３０年 １，６５０ １４，９６６，９４５
平成１８年 ２，３１２ １９，４７１，２３０ 令和１年 １，４３２ １２，２６９，１８０
平成１９年 ２，０６２ １５，８７０，４１５ 令和２年 １，４４２ １３，５３３，８４０
平成２０年 ２，１７４ ２０，４５１，４９５ 令和３年 １，１３５ １２，４４８，７３５
平成２１年 １，７６５ １２，６３２，６４０ 令和４年 ９５８ ８，６４３，８５０
平成２２年 １，７９９ １３，０２４，９６５ 令和５年 １，２０２ １３，１２９，０５０
平成２３年 １，８５４ １７，９６１，５２５ 令和６年 ９７６ １１，５３８，９９０
平成２４年 ２，０１２ １５，４１９，７４０

年 度 Ｈ１５Ｈ１６Ｈ１７Ｈ１８Ｈ１９Ｈ２０Ｈ２１Ｈ２２Ｈ２３Ｈ２４Ｈ２５Ｈ２６Ｈ２７Ｈ２８Ｈ２９Ｈ３０Ｒ１Ｒ３Ｒ４Ｒ５Ｒ６
受講申込者数（人） １４ １７ ３２ ４２ ４７ ７４ ３１ ２４ ３１ ３０ １１ ２５ ４０ ２６ １９ ６ １０ ２５ １７ ３４ ９
受講者数（人）１１ １７ ３２ ３９ ４７ ７２ ３０ ２３ ２８ ２８ １１ ２４ ３９ ２５ １９ ６ １０ ２４ １５ ３４ ８

都市・まちづくり推進課

（３）屋外広告物

屋外広告物許可手数料調

注）許可に関する事務については、平成２０年度から姫島村、平成２１年度から日田市、豊後高田市、由布市、平成２６年
度から津久見市、平成２９年度から竹田市に権限移譲している。

屋外広告物講習会

注）令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止。
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公
園
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園

都
市
名

箇 所
面
積

箇 所
面
積

箇 所
面
積

箇 所
面
積

箇 所
面
積

箇 所
面
積

箇 所
面
積

箇 所
面
積

箇 所
面
積

箇 所
面
積

箇 所
面
積

箇 所
面
積

箇 所
面
積

箇 所
面
積

箇 所
面
積

箇
所

面
積

（
千
人
）
（
㎡
）

大
分

市
５９
１
１１
０．
３８

２５
４５
．７３

４
２０
．５６

７
６７
．４８

３
２８
．０２

２
１６
７．
８７

０
０

３
７．
０１

１
８．
５８

２
０．
６８

０
０．
００

４
１０
９．
６５

１４
３
１１
８．
３２

１
１．
１３

１４
１７
．６５

８０
０

７０
３．
０６

４６
２

１５
．２２

別
府

市
１３
４

１１
．５６

８
８．
４５

１
６．
３８

２
３８
．０８

１
１５
．７５

０
０．
００

０
０

１
８．
３３

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

１
０．
９４

０
０．
００

０
０

２
２．
３１

１５
０

９１
．８１

１１
２

８．
２０

中
津

市
１５

３．
９０

６
９．
１８

０
０．
００

１
６．
４０

２
４０
．４４

０
０．
００

０
０

０
０．
００

０
０．
００

２
１．
７１

０
０．
００

０
０．
００

１
１．
１７

０
０

０
０．
００

２７
６２
．８１

７０
８．
９７

日
田

市
２４

５．
１７

３
４．
９１

３
１０
．４２

２
２４
．３７

０
０．
００

０
０．
００

０
０

３
３．
４２

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０

０
０．
００

３５
４８
．２９

４８
１０
．０６

佐
伯

市
１９

４．
７６

１
１．
００

０
０．
００

１
６．
７２

１
４７
．３２

０
０．
００

０
０

０
０．
００

０
０．
００

１
４３
．５２

０
０．
００

０
０．
００

１４
１．
７０

０
０

２
２．
７６

３９
１０
７．
７９

３６
２９
．９４

臼
杵

市
２

０．
２８

０
０．
００

０
０．
００

３
２５
．００

０
０．
００

０
０．
００

０
０

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０

０
０．
００

５
２５
．２８

２５
１０
．１１

津
久
見
市

２３
３．
３２

２
２．
００

２
９．
１６

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０

０
０．
００

２７
１４
．４８

１３
１１
．１４

竹
田

市
２

０．
８２

３
４．
９０

０
０．
００

０
０．
００

１
１７
．４１

０
０．
００

０
０

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０

０
０．
００

６
２３
．１３

６
３８
．５５

豊
後
高
田
市

８
２．
５２

１
２．
２４

１
８．
３６

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

３
０．
２４

０
０．
００

１３
１３
．３６

１５
８．
９１

杵
築

市
１８

１．
９７

２
４．
９２

０
０．
００

２
１１
．７８

０
０．
００

０
０．
００

０
０

１
５．
１７

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０

０
０．
００

２３
２３
．８４

１９
１２
．５５

宇
佐

市
７

２．
０３

１
１．
１４

２
１２
．３３

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０

０
０．
００

１０
１５
．４９

４２
３．
６９

豊
後
大
野
市

４
１．
３６

０
０．
００

０
０．
００

１
１４
．９６

０
０．
００

０
０．
００

０
０

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０

０
０．
００

５
１６
．３２

１３
１２
．５５

由
布

市
３７

２．
５６

１
２．
２５

１
５．
８９

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０

０
０．
００

３９
１０
．６９

２４
４．
４５

国
東

市
４

１．
４７

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０

０
０．
００

０
０．
００

１
４．
３１

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０

０
０．
００

５
５．
７８

４
１４
．４５

日
出

町
９

２．
３２

１
１．
０１

３
８．
０９

１
１０
．９１

０
０．
００

１
３１
．４５

０
０

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０

０
０．
００

１５
５３
．７９

２７
１９
．９２

玖
珠

町
１

０．
２５

０
０．
００

０
０．
００

１
４．
００

１
１０
．００

０
０．
００

０
０

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０．
００

０
０

０
０．
００

３
１４
．２５

９
１５
．８３

都
市
公
園
計

８９
８
１５
４．
６７

５４
８７
．７３

１７
８１
．１９

２１
２０
９．
７０

９
１５
８．
９４

３
１９
９．
３２

０
０

８
２３
．９３

１
８．
５８

６
５０
．２２

０
０．
００

５
１１
０．
５９

１５
８
１２
１．
１９

４
１．
３７

１８
２２
．７２

１，
２０
２１
，２３
０．
１７

９２
５

１３
．３

特
定
地
区
公
園
（
カ
ン
ト
リ
ー
パ
ー
ク
）

日
田
市（
天
瀬
町
）

１
６．
７０

１
６．
７０

１３

佐
伯
市（
弥
生
町
）

１
４．
９１

１
４．
９１

３１

竹
田
市（
直
入
町
）

１
６．
２０

１
６．
２０

１４

宇
佐
市（
院
内
町
）

１
１３
．００

１
１３
．００

１０

豊後
大野
市（
緒方
町）

１
１８
．１０

１
１８
．１０

１９

由
布
市（
庄
内
町
）

１
９．
８８

１
９．
８８

１０

国
東
市（
国
見
町
）

１
７．
６０

１
７．
６０

２１

小
計
（
カ
ン
ト
リ
ー
パ
ー
ク
）

７
６６
．３９

７
６６
．３９

１１
８

大
分
県
計

８９
８
１５
４．
６７

５４
８７
．７３

２４
１４
７．
５８

２１
２０
９．
７０

９
１５
８．
９４

３
１９
９．
３２

０
０

８
２３
．９３

１
８．
５８

６
５０
．２２

０
０．
００

５
１１
０．
５９

１５
８
１２
１．
１９

４
１．
３７

１８
２２
．７２

１，
２０
９１
，２９
６．
５６

１０
４３

１２
．４

公園・生活排水課
面
積
単
位
：
ｈ
ａ

１
人
当
面
積
：
㎡
［
各
小
数
点
以
下
２
桁
表
示
］

（
令
和
６
年
３
月
３１
日
現
在
）

大
分
県
の
都
市
公
園
現
況

公
園
・
生
活
排
水
課

１１５



市
町
村
名

行
政
区
域

内
人
口

公
共

下
水
道

農
業
集
落

排
水
施
設

漁
業
集
落

排
水
施
設

コミ
ュ
ニ
テ
ィ

プ
ラ
ン
ト

合
併
処
理

浄
化
槽

処
理
可
能

人
口
合
計

下
水
道

普
及
率

汚
水
処
理

人
口
普
及
率

Ａ

処
理
可
能

人
口 Ｂ

水
洗
化

人
口

処
理
可
能

人
口 Ｃ

水
洗
化

人
口

処
理
可
能

人
口 Ｄ

水
洗
化

人
口

Ｅ
Ｆ

（
Ｂ
＋
Ｃ
＋
Ｄ
＋
Ｅ
＋
Ｆ
）

Ｇ
（
Ｂ

／Ａ
）

（
Ｇ
／Ａ
）

大
分
市

４７
３，
１０
１

３３
２，
０２
０

３１
５，
９９
５

１，
４９
０

１，
３８
１

０
０

８１
，６
８２

４１
５，
１９
２

７０
．２
％

８７
．８
％

別
府
市

１１
２，
０１
０

７７
，７
１１

６９
，５
８０

０
０

０
１８
，０
７３

９５
，７
８４

６９
．４
％

８５
．５
％

中
津
市

８１
，７
６０

３７
，９
６７

３１
，３
８５

４，
０７
３

３，
２４
８

０
０

２６
，２
１３

６８
，２
５３

４６
．４
％

８３
．５
％

日
田
市

６０
，５
４２

４４
，８
０２

３９
，８
０４

１，
３１
６

１，
０５
１

０
０

７，
４０
８

５３
，５
２６

７４
．０
％

８８
．４
％

佐
伯
市

６５
，０
９１

２３
，９
８１

１８
，７
３７

６，
９４
６

５，
９３
２

１，
６３
１

１，
２４
７

０
２０
，９
８８

５３
，５
４６

３６
．８
％

８２
．３
％

臼
杵
市

３５
，３
９１

１７
，３
７５

１４
，８
２９

１，
２４
０

９１
１

９４
９４

０
６，
９５
４

２５
，６
６３

４９
．１
％

７２
．５
％

津
久
見
市

１５
，２
３４

８，
５５
３

７，
０９
８

０
０

０
２，
５０
１

１１
，０
５４

５６
．１
％

７２
．６
％

竹
田
市

１９
，１
３８

０
０

１，
５９
５

１，
０９
６

０
５２
８

９，
００
５

１１
，１
２８

０．
０％

５８
．１
％

豊
後
高
田
市

２１
，８
０４

１１
，６
４８

９，
５５
１

６７
７

５４
２

６０
４９

０
４，
９９
４

１７
，３
７９

５３
．４
％

７９
．７
％

杵
築
市

２６
，５
２８

１０
，２
２８

７，
０８
５

９３
６

７５
０

０
０

５，
４７
９

１６
，６
４３

３８
．６
％

６２
．７
％

宇
佐
市

５２
，２
６２

１８
，４
５５

１４
，５
０３

３，
１１
５

２，
３２
８

０
０

１６
，５
３８

３８
，１
０８

３５
．３
％

７２
．９
％

豊
後
大
野
市

３２
，４
５２

１，
１４
１

９９
５

２，
６６
５

２，
３９
７

０
０

１９
，２
９３

２３
，０
９９

３．
５％

７１
．２
％

由
布
市

３３
，５
３１

７８
７

７８
７

１，
３２
５

１，
１４
０

０
０

２５
，９
８２

２８
，０
９４

２．
３％

８３
．８
％

国
東
市

２５
，４
８６

１４
，５
８７

１１
，７
３４

２７
４

１７
１

０
０

４，
６８
０

１９
，５
４１

５７
．２
％

７６
．７
％

姫
島
村

１，
７３
０

１，
４６
９

１，
４０
５

０
０

２６
１

２５
４

０
０

１，
７３
０

８４
．９
％

１０
０．
０％

日
出
町

２７
，８
９７

１６
，２
３０

１３
，６
９４

８６
４

６８
２

７２
２

６５
１

０
５，
０１
９

２２
，８
３５

５８
．２
％

８１
．９
％

九
重
町

８，
４１
６

０
０

０
０

０
５，
６９
５

５，
６９
５

０．
０％

６７
．７
％

玖
珠
町

１３
，８
８８

０
０

０
０

０
８，
７６
０

８，
７６
０

０．
０％

６３
．１
％

県
計

１，
１０
６，
２６
１

６１
６，
９５
４

５５
７，
１８
２

２６
，５
１６

２１
，６
２９

２，
７６
８

２，
２９
５

５２
８

２６
９，
２６
４

９１
６，
０３
０

５５
．８
％

８２
．８
％

公園・生活排水課

令
和
６
年
３
月
３１
日
現
在

令
和
５
年
度
末
市
町
村
別
汚
水
処
理
人
口
普
及
率

資料編

公
園
・
生
活
排
水
課

１１６



公園・生活排水課

資料編

公
園
・
生
活
排
水
課

１１７



公園・生活排水課

資料編

公
園
・
生
活
排
水
課

１１８



区分
年度 確認件数（１８条を含む） 工事完了検査済証交付件数

令和２年度 １５６［５３０］ １２９［４４４］

令和３年度 １６０［６０１］ １３４［５１５］

令和４年度 １６２［５８１］ １６０［５０２］

令和５年度 １２１［５０２］ １０３［４６２］

令和６年度 １４３［４３２］ ７３［３６４］

区分
年度 建築許可受理件数 建築許可件数 公聴会開催件数 審査会開催件数

令和２年度 １０［４４］ １０［４２］ １［１］ ２［５］

令和３年度 ３［４８］ ３［４８］ ０［１］ ０［５］

令和４年度 ４［４８］ ３［４５］ １［０］ １［６］

令和５年度 ６［３４］ ６［３７］ ０［２］ １［５］

令和６年度 １［３４］ １［３４］ ０［１］ １［５］

抵 触 内 容 申請件数 許可件数 認定件数 建築物の用途等

仮設建築物の建築制限 ０ ０ ‐

敷地と道路の関係の特例 １ １ ０ 一戸建ての住宅

道路内建築制限 ０ ０ ‐

用途地域内の建築制限 ０ ０ ‐

処理施設等の位置の制限 ０ ０ ‐
第一・二種低層住居専用地域内における
建築物の高さ制限 ０ ０ ‐

日影による中高層の建築物の高さ制限 ０ ０ ‐

全体計画認定 ０ ‐ ０

建築住宅課、公営住宅室

建築基準法の施行状況

１）建築物等確認件数並びに工事完了検査済証交付件数（最近５カ年）

［ ］は外書で６特定行政庁

２）建築許可件数（最近５カ年）

［ ］は外書で６特定行政庁

３）令和６年度建築許可・認定概要（大分県のみ）

建
築
住
宅
課

公
営
住
宅
室
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土
木
事
務
所

小
計

大
分
市

別
府
市

中
津
市

日
田
市

佐
伯
市

宇
佐
市

小
計

民
間
確
認

検
査
機
関

合
計

別
府

大
分

臼
杵

豊
後
大
野

日
田

中
津

６ 条 確 認 件 数

建
築
物
（
法
第
６
条
第
１
項
第
１
号
）

４
８

０
２

１
０

１５
７

８
０

２
４

６
２７

２１
５

２５
７

建
築
物
（
法
第
６
条
第
１
項
第
２
号
）

０
０

０
０

０
０

０
１

１
０

０
０

０
２

２９
３１

建
築
物
（
法
第
６
条
第
１
項
第
３
号
）

４
１

１
１

１
２

１０
１６

２
２

３
０

０
２３

２６
２

２９
５

建
築
物
（
法
第
６
条
第
１
項
第
４
号
）

１７
６

１２
８

４
２

４９
４４

２２
２３

１０
１

３９
３２

２６
１

２，
９１
４

３，
２２
４

建
築
設
備

２
０

０
１

０
０

３
４

５
１

０
０

０
１０

１０
９

１２
２

工
作
物

３０
１４

１
２

０
０

４７
１６

２
３

３
１

０
２５

５０
１２
２

小
計

５７
２９

１４
１４

６
４

１２
４

８８
４０

２９
１０
９

４４
３８

３４
８

３，
５７
９

４，
０５
１

６ 条 計 画 変 更 確 認 件 数

建
築
物
（
法
第
６
条
第
１
項
第
１
号
）

０
２

０
０

０
０

２
０

１
０

０
１

１
３

３２
３７

建
築
物
（
法
第
６
条
第
１
項
第
２
号
）

０
０

０
０

０
０

０
０

０
０

０
０

０
０

３
３

建
築
物
（
法
第
６
条
第
１
項
第
３
号
）

０
０

０
１

０
０

１
１

０
０

０
０

０
１

２６
２８

建
築
物
（
法
第
６
条
第
１
項
第
４
号
）

１
１

０
２

０
０

４
０

０
０

１
１

３
５

７６
８５

建
築
設
備

０
０

０
０

０
０

０
０

０
０

０
０

０
０

０
０

工
作
物

０
０

０
０

０
０

０
２

１
０

０
０

０
３

２
５

小
計

１
３

０
３

０
０

７
３

２
０

１
２

４
１２

１３
９

１５
８

中
間
検
査
合
格
証
交
付
件
数
（
建
築
物
）

０
０

２
３

０
０

５
４

６
１０

４２
１７

６
８５

１，
５７
３

１，
６６
３

７ 条 検 査 済 証 交 付 件 数

建
築
物
（
法
第
６
条
第
１
項
第
１
号
）

４
０

２
１

１
０

８
５

５
１

０
３

４
１８

２３
２

２５
８

建
築
物
（
法
第
６
条
第
１
項
第
２
号
）

０
０

０
０

０
０

０
０

１
１

０
０

０
２

２７
２９

建
築
物
（
法
第
６
条
第
１
項
第
３
号
）

３
１

１
３

１
０

９
１５

１
１

２
２

０
２１

２４
７

２７
７

建
築
物
（
法
第
６
条
第
１
項
第
４
号
）

１２
５

６
１２

６
３

４４
３２

２２
２６

１０
２

３１
３３

２４
６

２，
７０
４

２，
９９
４

建
築
設
備

２
０

０
１

０
０

３
２

３
１

０
０

１
７

１１
１

１２
１

工
作
物

２
０

１
１

１
０

５
９

１
３

２
０

１
１６

５３
７４

小
計

２３
６

１０
１８

９
３

６９
６３

３３
３３

１０
６

３６
３９

３１
０

３，
３７
４

３，
７５
３

１８ 条 確 認 件 数

建
築
物
（
法
第
６
条
第
１
項
第
１
号
）

０
２

０
０

１
０

３
１１

０
１

０
０

１
１３

１６
建
築
物
（
法
第
６
条
第
１
項
第
２
号
）

０
０

０
０

０
０

０
１

０
０

０
０

０
１

１
建
築
物
（
法
第
６
条
第
１
項
第
３
号
）

０
１

１
０

０
０

２
２

１
２

０
０

０
５

７
建
築
物
（
法
第
６
条
第
１
項
第
４
号
）

１
１

２
１

０
０

５
１６

４
３

１
０

３
２７

３２
建
築
設
備

０
０

０
０

０
０

０
３

４
０

０
０

２
９

９
工
作
物

１
０

０
１

０
０

２
１６

０
０

０
０

１
１７

１９
小
計

２
４

３
２

１
０

１２
４９

９
６

１
０

７
７２

８４

１８ 条 検 査 済 証 交 付 件 数

建
築
物
（
法
第
６
条
第
１
項
第
１
号
）

０
０

０
０

０
０

０
９

０
１

０
０

５
１５

１５
建
築
物
（
法
第
６
条
第
１
項
第
２
号
）

０
０

０
０

０
０

０
０

０
０

０
０

０
０

０
建
築
物
（
法
第
６
条
第
１
項
第
３
号
）

０
１

０
０

０
０

１
５

０
０

０
０

０
５

６
建
築
物
（
法
第
６
条
第
１
項
第
４
号
）

０
０

２
１

０
０

３
１０

５
３

３
０

２
２３

２６
建
築
設
備

０
０

０
０

０
０

０
４

１
０

０
０

２
７

７
工
作
物

０
０

０
０

０
０

０
３

０
０

０
０

１
４

４
小
計

０
１

２
１

０
０

４
３１

６
４

３
０

１０
５４

５８

建築住宅課
公営住宅室

令
和
６
年
度
確
認
件
数
等
の
各
土
木
事
務
所
及
び
特
定
行
政
庁
の
取
扱
件
数
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区分
年度 指定件数 指定延長（ｍ）

令和２年度 １４［３９］ ６４０．７６［１，９４８．１６］

令和３年度 ７［４０］ ３９８．０４［１，０９２．９６］

令和４年度 １５［５０］ ９６２．７０［２，５２８．９２］

令和５年度 ８［４０］ ５５２．０７［２，１８８．０３］

令和６年度 １２［２９］ ７１６．５５［１，４０８．８９］

区分

年度

宅地建物取引士
宅地建物取引
業者数

（年度末）
資格試験 登録

受験申込者数 合格者数 年間登録者数 登録者数（年度末）

令和２年度 １，５８８ １８５ １８１ ６，０７５ ８９７

令和３年度 １，７９４ ２３０ １６６ ６，２３３ ９１０

令和４年度 １，７１４ ２１０ １７７ ６，３９９ ９２６

令和５年度 １，８４５ ２３８ １７５ ６，５６５ ９３５

令和６年度 １，８６２ ２３０ １３０ ６，６９１ ９４２

名称 （公社）大分県宅地建物取引業協会 （公社）全日本不動産協会大分県本部

年度 設立年月日 昭和４２年５月２６日 昭和３９年３月１８日

令和２年度 ７０６ １７４

令和３年度 ７０７ １８４

令和４年度 ７３３ １９１

令和５年度 ７２０ １９６

令和６年度 ８１９ ２０４

建築住宅課
公営住宅室

４）法第42条第１項第５号の位置指定道路

［ ］は外書で６特定行政庁

宅地建物取引業法の施行状況

１）宅地建物取引士及び宅地建物取引業者数等

２）関係団体の正会員数

（Ｒ７．３．３１現在）

※（公社）大分県宅地建物取引業協会の正会員数の数え方は、令和６年度から本店のみから支店を含む数へ変更

資料編
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区分

年度

一級建築士
試験合格者数
（県内）

二 級 建 築 士 木 造 建 築 士

試験 免許登録者数
（年度末現在）

試験 免許登録者数
（年度末現在）受験者数 合格者数 受験者数 合格者数

令和２年度 １９ １８６ ５０ ７，９６７ ２ ０ １０４

令和３年度 ３１ １９１ ４４ ８，００６ ２ ０ １０４

令和４年度 １２ １９０ ４７ ８，０５１ ２ ０ １０４

令和５年度 １２ ２０５ ３１ ８，０７７ １ ０ １０４

令和６年度 １８ ２２８ ４１ ８，１２６ ２ １ １０５

区分
年度 一級建築士事務所 二級建築士事務所 木造建築士事務所

令和２年度 ６１７ ２４２ １

令和３年度 ６０２ ２２６ １

令和４年度 ５８１ ２２１ ２

令和５年度 ５５４ ２１０ ３

令和６年度 ５３４ ２０６ ３

年度
名称 （公社）大分県建築士会 （一社）大分県建築士事務所協会

設立年月日 昭和３３年１２月１日 昭和４０年１２月１０日

令和２年度 ９９７ １５６

令和３年度 ９６７ １５２

令和４年度 ９３９ １４８

令和５年度 ９２２ １５０

令和６年度 ９０８ １４８

建築住宅課
公営住宅室

建築士法の施行状況

１）試験合格者及び免許登録者数

２）建築士事務所登録者数

３）関係団体の正会員数

（Ｒ７．３．３１現在）
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実績等

事業主体

公営住宅等整備実績 Ｒ７．４．１
公営住宅
管理戸数

Ｒ７．４．１
特公賃
管理戸数

Ｈ３０年度 Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度
公営 特公賃 公営 特公賃 公営 特公賃 公営 特公賃 公営 特公賃 公営 特公賃 公営 特公賃

大分県（県営） ３０ ２０ ３３ ８，５０１ ０
大分市 ４０ ４０ ４，９５６ ７８
別府市 ２４２ ２，２４８ １８
中津市 ２２ １８ １，０２９ ６１
日田市 ８ ８８８ ７１
佐伯市 １，５４１ １１７
臼杵市 ５４７ １５
津久見市 ２４１ ０
竹田市 ３８６ ８８
豊後高田市 ２ ３４８ １５
杵築市 ２６７ ４９
宇佐市 １６ １，３９６ ８３
豊後大野市 ２３ ２５ １５ ９０２ ９７
由布市 ４４５ ３６
国東市 ６２２ １３８
姫島村 ４６ ０
日出町 ２６７ ０
九重町 ５ ３ １４ １９３ １４
玖珠町 ２５９ ０
市町村計 ４５ ０ ２８ ０ ４０ ０ ２９３ １４ ２２ ０ ０ ０ ３３ ０ １６，５８１ ８８０
合 計 ７５ ０ ２８ ０ ４０ ０ ３１３ １４ ２２ ０ ０ ０ ６６ ０ ２５，０８２ ８８０

施工者 地区数 事業年
（変更）

地区面積
（ha）

住宅数
（戸）

不良住宅数
（戸）

不良率
（％）

改良住宅
戸数（戸） 備考

中 津 市
榊 原 ４６～５０

（４６～６０） ３．８５ ２６９ ２６８ ９９．６ １３５ 一 般

今 井 野 ４９ １．１４ ５７ ５３ ９３．０ ３２ 一 般

豊後高田市 夏 目 ４６～４７ ０．６６ ７４ ５０ ６７．６ ４０ 一 般

日 田 市
京 町 ５０～５３

（５０～５４） ３．３１ １０２ ５５ ５３．９ ３８ 小集落

北 友 田 ５０～５１ ３．１９ ５０ ３４ ６８．０ １２ 小集落

玖 珠 町 十 五 駄 ４９～５０ ３．６０ １７ １６ ９４．１ １２ 小集落

九 重 町 書 曲 ４９～５１ ６．１１ ３７ ３４ ９１．９ １０ 小集落

大 分 市
旭 町 ５６～６０ ４．７２ ２３１ １２６ ５４．６ ７８ 小集落

荒 巻 ６０～６１
（６０～元） ３．２９ ６２ ３３ ５３．２ １４ 小集落

杵 築 市
（旧山香町） 立 石 ６０～６１ １．１７ ２０ １６ ８０．０ １ 小集落

竹 田 市 阿 蔵 Ｈ２５～２６ １．０５ ２１ １２ ５７．１ ６ 小規模

計 地区数１１ ３２．０９ ９４０ ６９７ ７４．１ ３７８

建築住宅課
公営住宅室

公営住宅等整備事業実績（単位：戸数）

※公営住宅、特公賃以外の戸数は除く

住宅地区改良事業（含、小集落地区改良事業）建設（実績）

資料編
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所在市町村 団 地 数 戸 数

大 分 市 ３１ ５，９５４

別 府 市 １１ ６３２

中 津 市 ８ ２８７

日 田 市 ７ ２９０

佐 伯 市 ４ ２２２

臼 杵 市 ６ １８７

津 久 見 市 ３ ６８

竹 田 市 ４ ８１

豊 後 高 田 市 ３ １２０

杵 築 市 １ ２０

宇 佐 市 ６ ２９４

豊 後 大 野 市 ９ ２０５

由 布 市 １ ２０

国 東 市 ４ ９１

姫 島 村 １ ９

日 出 町 １ ２４

九 重 町 １ １２

玖 珠 町 １ １８

合 計 １０２ ８，５３４

建築住宅課
公営住宅室

市町村別県営住宅管理戸数 （Ｒ７．４．１現在）
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区分

年度

施設整備課 別府土木 大分土木 臼杵土木 豊後大野土木 日田土木 中津土木 合計

件
数 金 額 件

数 金 額 件
数 金 額 件

数 金 額 件
数 金 額 件

数 金 額 件
数 金 額 件

数 金 額

令和４年度 ３３ ６，７１６，２５４ ４８ １，８７３，４２９ ８８ ４，４０４，６４０ １７ ９９０，５８８ １６ ７５８，４６８ １４ ２６８，１９５ ３３ １，０２８，４０８ ２４９ １６，０３９，９８２

令和５年度 ３２ ４，１９６，５９３ ３４ １，２２１，２２３ ９１ ４，９９４，７８０ １８ １，４５５，９７９ １２ １８０，５７２ ８ ８８，３２８ １６ ４８１，０６５ ２１１ １２，６１８，５４０

令和６年度 ２５ ４，４４８，８３１ １８ ６５４，２７４ ６３ ３，０１２，８５６ １１ ４８８，５２０ １１ ３４７，８１１ ８ １５３，１５２ ３３ １，６４７，６９６ １６９ １０，７５３，１４０

区分

年度

施設整備課 別府土木 大分土木 臼杵土木 豊後大野土木 日田土木 中津土木 合計

件
数 金 額 件

数 金 額 件
数 金 額 件

数 金 額 件
数 金 額 件

数 金 額 件
数 金 額 件

数 金 額

令和４年度 １８ １４２，２０４ ２０ ７９，８５８ ４０ １２５，６９３ １１ ３６，１５０ ９ ２０，９７７ ６ １１，１５７ １２ ３３，２１８ １１６ ４４９，２５７

令和５年度 ６ １４５，６０７ ２６ ５８，４０１ ２９ １１０，３６７ １１ ５６，０２９ １１ ４３，８２８ １２ ２６，１１７ １６ ５０，６１０ １１１ ４９０，９５９

令和６年度 ９ １７４，７６２ １７ ４２，９２４ ３３ １５４，１５２ ５ １６，１０９ ９ １６，４６０ ９ ２１，４４５ １２ ２５，３６４ ９４ ４５１，２１６

施設整備課

【営繕業務の状況（発注機関別）】
（令和７年３月31日現在）

１）工事執行（契約）量の推移 （金額：千円）

２）設計委託執行（契約）量の推移 （金額：千円）

※当該年度に完成（完了）したものを集計している。地質調査等の調査業務、工事監理委託は除いている。
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年 度 件 数 審査対象事業費（千円）
平 成 ２１ 年 度 ２４ １，２５４，００９
平 成 ２２ 年 度 ２１ ２，４０１，８９１
平 成 ２３ 年 度 ３８ ３，３３４，７５８
平 成 ２４ 年 度 ３４ １，９８９，１６１
平 成 ２５ 年 度 １９ １，８９２，５９５
平 成 ２６ 年 度 ３０ ９，１９１，７７４
平 成 ２７ 年 度 ３２ １１，６４６，９５５
平 成 ２８ 年 度 ５１ ６，６０４，６７８
平 成 ２９ 年 度 ７０ ３７６，９１６，６５１
平 成 ３０ 年 度 ６１ １４，３５７，０８１
令 和 元 年 度 ５２ ７，３１０，０９８
令 和 ２ 年 度 ２１ ３，１０１，６４８
令 和 ３ 年 度 ２７ ３，４７３，１０９
令 和 ４ 年 度 ２４ １，０２６，７７３
令 和 ５ 年 度 ２６ ３，２３３，８３５
令 和 ６ 年 度 １３ ４，５８４，８６１

年 度 対象建築物 事業費（千円） 備 考

平 成 ２１ 年 度 調査・設計５棟
工事 １棟 ５６，０４９ 耐震補強工事・耐震調査委託

平 成 ２２ 年 度 調査 ５棟
工事 ４棟 ５０，８９７ 耐震補強工事・耐震調査委託

平 成 ２３ 年 度 調査１５棟
工事 ２棟 ３７，５８０ 設備耐震調査委託・工事

平 成 ２４ 年 度 診断・設計１０棟
工事 ８棟 ２２５，４５８ 診断・補強設計・補強工事

設備耐震工事

平 成 ２５ 年 度 設計 ３棟
工事 ３棟 ５８９，２７５ 補強設計・補強工事

設備耐震工事

平 成 ２６ 年 度 診断・設計７棟
工事 ６棟 ２，２７４，７６４ 診断・補強設計・補強工事

設備耐震工事

平 成 ２７ 年 度 診断・設計５棟
工事 ９棟 ６２１，８１６ 診断・補強設計・補強工事

設備耐震工事

平 成 ２８ 年 度 診断・設計３棟
工事 ５棟 ３６８，３２０ 診断・補強設計・補強工事

設備耐震工事

平 成 ２９ 年 度 診断・設計２棟
工事 ４棟 ３５９，３３０ 診断・補強設計・補強工事

設備耐震工事

平 成 ３０ 年 度 診断・設計３棟
工事 ３棟 １０２，９４６ 診断・補強設計・補強工事

設備耐震工事

令 和 元 年 度 診断・設計３棟
工事 ６棟 ３８７，７５５ 診断・補強設計・補強工事

設備耐震工事

令 和 ２ 年 度 診断・設計２棟
工事 ２棟 １４６，７９１ 診断・補強設計・補強工事

設備耐震工事

令 和 ３ 年 度 診断・設計３棟
工事 ２棟 １０４，１１６ 診断・補強設計・補強工事

設備耐震工事

令 和 ４ 年 度 設計 ２棟
工事 ２棟 ５３９，００６ 補強設計・補強工事

令 和 ５ 年 度 工事 ２棟 １，４９０，４６４ 補強工事

令 和 ６ 年 度 工事 ２棟 ５９５，６０６ 補強工事

施設整備課

【補助事業にかかる設計審査及び竣工審査業務】
審査業務量の推移

県有建築物防災対策推進事業

資料編
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施設名 建設年月 経過年数

県庁舎 本館 １９６２（Ｓ３７）．９ ６３

県庁舎 新館 １９９３（Ｈ５）．９ ３２

県庁舎 別館 １９７２（Ｓ４７）．６ ５３

芸術文化短期大学 １９７５（Ｓ５０）．４ ５０

県立歴史博物館 １９８０（Ｓ５５）．１０ ４５

産業科学技術センター １９９４（Ｈ６）．２ ３１

県立図書館 １９９４（Ｈ６）．９ ３１

別府コンベンションセンター １９９５（Ｈ７）．６ ３０

大分中央警察署 １９９７（Ｈ９）．１ ２８

看護科学大学 １９９８（Ｈ１０）．３ ２７

工科短期大学校（７棟） １９９８（Ｈ１０）．３ ２７

県立総合文化センター １９９８（Ｈ１０）．７ ２７

農業文化公園 ２０００（Ｈ１２）．３ ２５

大分スポーツ公園総合競技場 ２００１（Ｈ１３）．３ ２４

県立美術館 ２０１４（Ｈ２６）．１０ １１

武道スポーツセンター ２０１９（Ｈ３１）．４ ６

施設整備課

主な大規模施設

築後１０年を経過した大規模施設は、徐々に大がかりな保全措置が必要となってきており、施設に対するニーズも
多様化する中、下記の施設において施設の長寿命化を目指し、保全計画の作成を行い、計画的に保全を行っていく。

資料編
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国道217号戸穴バイパス
「西幡トンネル」貫通式の様子

大分県人権啓発イメージキャラクター
こころちゃん

大分県人権施策基本計画の基本理念
○自己実現を追求できる社会の実現
○差別の解消に取り組む社会の擁立
○共生社会の実現
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